
柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（１／５） 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（１／８） 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（1／5）
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（２／８） 
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   ・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】

 審査基準，基準規則に

対応する設備の相違 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（2／5） 
審査基準，基準規則と対処設備との対応表（２／５） 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（３／８） 
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   ・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】

 審査基準，基準規則に

対応する設備の相違 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（３／５）

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（3／5） 
審査基準，基準規則と対処設備との対応表（3／5） 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（４／８） 
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    ・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】

 審査基準，基準規則に

対応する設備の相違 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（４／５） 
審査基準，基準規則と対処設備との対応表（4／5） 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（５／８） 
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    ・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】

 審査基準，基準規則に

対応する設備の相違 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（５／５） 
審査基準，基準規則と対処設備との対応表（5／5） 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（６／８） 
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    ・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】

 審査基準，基準規則に

対応する設備の相違 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（７／８） 

1.14-305



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・記載の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】

 島根２号炉は技術的能

力審査基準に対する適合

方針を記載 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（８／８） 
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添付資料 1.14.2－1

重大事故対策の成立性 

1．第一ガスタービン発電機,第二ガスタービン発電機又は電源

車による M/C C 系及び M/C D 系受電 

(1)現場での M/C C 系及び M/C D 系受電 

a.操作概要 

外部電源及び非常用ディーゼル発電機の機能喪失に

より M/C C 系及び M/C D 系へ給電できない場合におい

て，第一ガスタービン発電機を起動後，現場での M/C C 

系及び M/C D 系の受電操作を実施する。 

M/C D 系を受電することにより原子炉圧力容器への

注水に必要な電源が供給されるため，M/C D 系受電後

は原子炉圧力容器への注水を優先させ，その後に M/C C 

系へ給電する。 

b.作業場所 

原子炉建屋 地下 1 階（非管理区域） 

コントロール建屋 地下 1 階（非管理区域） 

c.必要要員数及び時間 

第一ガスタービン発電機による M/C C 系及び M/C D 

系受電のうち，現場での M/C D 系受電前準備及び M/C 

D 系受電操作に必要な要員数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:4 名（現場運転員 4 名） 

想定時間 :20 分（実績時間:18 分） 

なお，M/C C 系まで受電した場合は，50

分と想定する。 

添付資料 1.14.2

重大事故対策の成立性 

1．常設代替高圧電源装置の起動及びＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２

Ｄ受電 

ａ．操作概要 

外部電源喪失，２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの機能喪失

によりＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳへ給電できない場合

は，常設代替高圧電源装置（2台）により代替所内電気設備

である緊急用Ｍ／Ｃ，緊急用Ｐ／Ｃに給電する。 

外部電源喪失，２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの機能喪失

によりＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳへ給電できない場合

は，常設代替高圧電源装置（3台）の追加により代替所内電

気設備である緊急用Ｍ／Ｃを経由して非常用所内電気設備で

あるＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）に給電する。 

ｂ．作業場所 

原子炉建屋付属棟地下1階，地下2階（非管理区域） 

屋外（常設代替高圧電源装置置場） 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

常設代替高圧電源装置の起動及びＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ 

２Ｄ受電に必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

【常設代替高圧電源装置（2台）の中央制御室からの起動

及び代替所内電気設備受電】 

必要要員数：1名（運転員等（当直運転員）1名） 

所要時間目安※１：作業開始を判断してから常設代替高

圧電源装置（2台）の起動及び緊急

用Ｍ／Ｃ受電完了までの所要時間を

添付資料 1.14.2(1)

重大事故対策の成立性 

(1) ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系

受電 

(a) 操作概要 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機の機能喪失によりＭ／Ｃ 

Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系へ給電できない場合において，

ガスタービン発電機を起動後，現場でのＭ／Ｃ Ｃ系

及びＭ／Ｃ Ｄ系の受電操作を実施する。 

なお，Ｍ／Ｃ Ｄ系受電を優先させ，その後にＭ／

Ｃ Ｃ系へ給電する。 

(b) 作業場所 

原子炉建物付属棟 ２階（非管理区域） 

廃棄物処理建物 地下１階中階（非管理区域）（Ｂ

－計装電気室） 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（Ａ－計装電

気室） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室）

(c) 必要要員数及び想定時間 

ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ 

Ｄ系受電のうち，最長時間を要するＭ／Ｃ Ｄ系受電

操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：３名（中央制御室運転員１名，現場

運転員２名） 

想定時間  ：40分以内（所要時間目安※１:25 分） 

なお，Ｍ／Ｃ Ｃ系の受電操作に必要

な時間は，30分以内と想定する。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑲の相違 
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4分以内。 

※1 所要時間目安は，模擬により

算定した時間 

【常設代替高圧電源装置（2台）の現場からの起動及び代

替所内電気設備受電】 

必要要員数：3名（運転員等（当直運転員）1名，重大

事故等対応要員2名） 

所要時間目安※２：作業開始を判断してから常設代替高

圧電源装置（2台）の起動及び緊急

用Ｍ／Ｃ受電完了までの所要時間を

40分以内。 

※2 所要時間目安は，模擬により

算定した時間 

【常設代替高圧電源装置（3台）の中央制御室からの起動

及び非常用所内電気設備受電】 

必要要員数：3名（運転員等（当直運転員）3名）） 

所要時間目安※３：作業開始を判断してから常設代替高

圧電源装置（3台）の起動及びＭ／Ｃ 

２Ｃ（又は２Ｄ）受電完了までの所

要時間を常設代替高圧電源装置の中

央制御室からの起動の場合92分以

内。 

※3 所要時間目安は，模擬により算

定した時間 

【常設代替高圧電源装置（3台）の現場からの起動及び代

替所内電気設備受電】 

必要要員数：5名（運転員等（当直運転員）3名），重

大事故等対応要員2名） 

所要時間目安※４：作業開始を判断してから常設代替高

圧電源装置（3台）の起動及びＭ／Ｃ 

２Ｃ（又は２Ｄ）受電完了までの所

要時間を88分以内。 

※4 所要時間目安は，模擬により算

定した時間 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●ガスタービン発電機起動，緊急用メタクラの受電
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操作：想定時間 10分，所要時間目安４分 

・ガスタービン発電機起動，緊急用メタクラの

受電操作：所要時間目安４分 

●Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備：想定時間 25 分，所要時

間目安 18分 

・負荷抑制操作，電路構成：所要時間目安 18 分 

●Ｍ／Ｃ Ｄ系受電操作：想定時間５分，所要時間

目安１分 

・Ｍ／Ｃ Ｄ系受電操作：所要時間目安１分 

●Ｍ／Ｃ Ｃ系準備：想定時間 25分，所要時間目

安 18分 

・負荷抑制操作，電路構成：所要時間目安 18 分 

●Ｍ／Ｃ Ｃ系受電操作：想定時間５分，所要時間

目安１分 

・Ｍ／Ｃ Ｃ系受電操作：所要時間目安１分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備：想定時間 35 分，

所要時間目安 24 分 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制

御室からＡ－計装電気室） 

・Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備：所要時間目安４分

（電路構成：Ａ－計装電気室）  

・移動：所要時間目安２分（移動経路：Ａ－計

装電気室からＢ－計装電気室） 

・Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備：所要時間目安４分

（電路構成：Ｂ－計装電気室） 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：Ｂ－計

装電気室から原子炉建物付属棟 ２階） 

・Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備：所要時間目安７分

（電路構成：原子炉建物付属棟 ２階） 

●Ｍ／Ｃ Ｄ系受電操作：想定時間５分，所要時間

目安１分 

・Ｍ／Ｃ Ｄ系受電操作：所要時間目安１分

（受電操作：原子炉建物付属棟 ２階） 

●移動，Ｍ／Ｃ Ｃ系受電準備：想定時間 25 分，

所要時間目安 14 分 

・移動：所要時間目安１分（原子炉建物付属棟 
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d.操作の成立性について ｄ．操作の成立性 

２階） 

・電路構成：所要時間目安 13分 

●Ｍ／Ｃ Ｃ系受電操作：想定時間５分，所要時間

目安１分 

・Ｍ／Ｃ Ｃ系受電操作：所要時間目安１分

（受電操作：原子炉建物付属棟 ２階） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥ

Ｄライト（三脚タイプ），ＬＥＤ

ライト（ランタンタイプ）及び

ヘッドライトを配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であ

り，容易に操作可能である。 

ⅱ Ａ－計装電気室操作，Ｂ－計装電気室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルー

ト上に配備していること，ヘッ

ドライト及び懐中電灯を携行し

ていることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に

支障となる設備はない。

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十

分な作業スペースもあることか

ら，容易に実施可能である。

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡

設備（警報装置を含む。）及び電

力保安通信用電話設備のうち，

使用可能な設備により，中央制

御室との連絡が可能である。 
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作業環境 :バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリ

アに配備しており，建屋内常用照明消

灯時における作業性を確保している。

また，ヘッドライト及び懐中電灯をバ

ックアップとして携行している。放射

性物質が放出される可能性があること

から，操作は防護具（全面マスク，個

人線量計，ゴム手袋）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 :バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセス

ルート上に配備しており接近可能であ

る。また，ヘッドライト及び懐中電灯

をバックアップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備は

ない。 

操作性  :通常の受電操作であるため，容易に実施

可能である。 

連絡手段 :通信連絡設備（送受話器，電力保安通信

用電話設備，携帯型音声呼出電話設

備）のうち，使用可能な設備により，

中央制御室に連絡する。 

作業環境：常用照明消灯時においても，ヘッドライト又

はＬＥＤライトを携行している。操作は汚染

の可能性を考慮し放射線防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋）を装備

又は携行して作業を行う。 

移動経路：ヘッドライト・ＬＥＤライトを携行しており

接近可能である。 

連絡手段：携行型有線通話装置，衛星電話設備（固定

型，携帯型），無線連絡設備（固定型，携帯

型），電力保安通信用電話設備（固定電話

機，ＰＨＳ端末），送受話器（ページング）

のうち，使用可能な設備により，中央制御室

及び災害対策本部との連絡が可能である。 

ⅲ 現場操作

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。放射性物質が放出される可

能性があることから，操作は防

護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防

護服）を装備又は携行して作業

を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルー

ト上に配備していること，ヘッ

ドライト及び懐中電灯を携行し

ていることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に

支障となる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容

易に実施可能である。 

連絡手段 ：所内通信連絡設備（警報装置を

含む。），電力保安通信用電話設

備及び有線式通信設備のうち，

使用可能な設備により，中央制

御室との連絡が可能である。 
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(2)第二ガスタービン発電機起動及び荒浜側緊急用 M/C 受電 

a.操作概要 

外部電源及び非常用ディーゼル発電機の機能喪失に

より M/C C 系及び M/C D 系へ給電できない場合におい

て，M/C C 系及び M/C D 系を受電するため，第二ガス

タービン発電機を起動し，荒浜側緊急用 M/C を受電す

る。 

b.作業場所 

屋外（第二ガスタービン発電機設置場所，荒浜側緊

急用 M/C 設置場所） 

c.必要要員数及び時間 

第二ガスタービン発電機による荒浜側緊急用 M/C を

経由した M/C C 系及び M/C D 系受電のうち，第二ガス

タービン発電機起動操作及び荒浜側緊急用 M/C 受電操

作に必要な要員数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:6 名（緊急時対策要員 6 名） 

想定時間 :70 分（実績時間:60 分） 

d.操作の成立性について 

作業環境 :ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間

における作業性を確保している。放射

性物質が放出される可能性があること

から，操作は防護具（全面マスク，個

人線量計，ゴム手袋）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 :車両のヘッドライトのほか，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行しており，夜間

においても接近可能である。また，現

場への移動は，地震等による重大事故

等が発生した場合でも安全に移動でき

る経路を移動する。 

操作性  :第二ガスタービン発電機の起動は，現場

操作パネルでの簡易なボタン操作であ

り，操作性に支障はない。 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 
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通常の受電操作であるため，容易に実

施可能である。 

連絡手段 :通信連絡設備（電力保安通信用電話設

備，衛星電話設備，無線連絡設備）の

うち，使用可能な設備により，緊急時

対策本部に連絡する。 
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(3)第二ガスタービン発電機起動及び大湊側緊急用 M/C からの給

電 

a.操作概要 

外部電源及び非常用ディーゼル発電機の機能喪失に

より M/C C 系及び M/C D 系へ給電できない場合におい

て，M/C C 系及び M/C D 系を受電するため，第二ガス

タービン発電機を起動し，大湊側緊急用 M/C から給電

する。 

b.作業場所 

屋外（第二ガスタービン発電機設置場所，大湊側緊

急用 M/C 設置場所） 

c.必要要員数及び時間 

第二ガスタービン発電機による大湊側緊急用 M/C 経

由した M/C C 系及び M/C D 系受電のうち，第二ガスタ

ービン発電機起動操作及び大湊側緊急用 M/C からの給

電操作に必要な要員数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:6 名（緊急時対策要員 6 名） 

想定時間 :80 分（実績時間なし） 

d.操作の成立性について 

作業環境 :ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間

における作業性を確保している。放射

性物質が放出される可能性があること

から，操作は防護具（全面マスク，個

人線量計，ゴム手袋）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 :車両のヘッドライトのほか，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行しており，夜間

においても接近可能である。また，現

場への移動は，地震等による重大事故

等が発生した場合でも安全に移動でき

る経路を移動する。 

操作性  :第二ガスタービン発電機の起動は，現場

操作パネルでの簡易なボタン操作であ

り，操作性に支障はない。 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 
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通常の受電操作であるため，容易に実

施可能である。 

連絡手段 :通信連絡設備（電力保安通信用電話設

備，衛星電話設備，無線連絡設備）の

うち，使用可能な設備により，緊急時

対策本部に連絡する。 
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(4)電源車起動及び荒浜側緊急用 M/C 受電 

a.操作概要 

外部電源及び非常用ディーゼル発電機の機能喪失に

より M/C C 系及び M/C D 系へ給電できない場合におい

て，M/C C 系及び M/C D 系を受電するため，電源車を

起動し，荒浜側緊急用 M/C を受電する。 

b.作業場所 

屋外（荒浜側緊急用 M/C 設置場所） 

c.必要要員数及び時間 

電源車による荒浜側緊急用 M/C を経由した M/C C 系

及び M/C D 系受電のうち，電源車起動操作及び荒浜側

緊急用 M/C 受電操作に必要な要員数，時間は以下のと

おり。 

必要要員数:6 名（緊急時対策要員 6 名） 

想定時間 :90 分（実績時間なし） 

d.操作の成立性について 

作業環境 :ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間

における作業性を確保している。放射

性物質が放出される可能性があること

から，操作は防護具（全面マスク，個

人線量計，ゴム手袋）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 :車両のヘッドライトのほか，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行しており，夜間

においても接近可能である。また，現

場への移動は，地震等による重大事故

等が発生した場合でも安全に移動でき

る経路を移動する。 

操作性  :電源車の起動は，現場操作パネルでの簡

易なボタン操作であり，操作性に支障

はない。 

通常の受電操作であるため，容易に実

施可能である。 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

㉖の相違 
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連絡手段 :通信連絡設備（電力保安通信用電話設

備，衛星電話設備，無線連絡設備）の

うち，使用可能な設備により，緊急時

対策本部に連絡する。 

電源車のケーブル接続箇所 
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(5)荒浜側緊急用 M/C 又は大湊側緊急用 M/C 経由による M/C C 

系及び M/C D 系受電 

a.操作概要 

外部電源及び非常用ディーゼル発電機の機能喪失に

より M/C C 系及び M/C D 系へ給電できない場合におい

て，代替交流電源設備により荒浜側緊急用 M/C 又は大

湊側緊急用 M/C を受電後，現場での M/C C 系及び M/C 

D 系の受電操作を実施する。M/C D 系を受電すること

により原子炉圧力容器への注水に必要な電源が供給さ

れるため，M/C D 系受電後は原子炉圧力容器への注水

を優先させ，その後に M/C C 系へ給電する。 

b.作業場所 

原子炉建屋 地下 1 階（非管理区域） 

コントロール建屋 地下 1 階，地上 2 階（非管理区

域） 

c.必要要員数及び時間 

荒浜側緊急用 M/C 又は大湊側緊急用 M/C 経由による

M/C C 系及び M/C D 系受電のうち，受電前準備及び M/C 

D 系受電操作に必要な要員数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:4 名（現場運転員 4 名） 

想定時間 :「荒浜側緊急用 M/C 経由による受電の場

合」 

第二ガスタービン発電機:75 分/80 分

※ 

電源車:95 分/100 分※ 

（当該設備は設置工事中のため実績時

間なし） 

「大湊側緊急用 M/C 経由による受電の場

合」 

第二ガスタービン:85 分/90 分※ 

（当該設備は設置工事中のため実績時間

なし） 

※M/C C 系まで受電した場合の想定時間 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】
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d.操作の成立性について 

作業環境 :バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリ

アに配備しており，建屋内常用照明消

灯時における作業性を確保している。

また，ヘッドライト及び懐中電灯をバ

ックアップとして携行している。放射

性物質が放出される可能性があること

から，操作は防護具（全面マスク，個

人線量計，ゴム手袋）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 :バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセス

ルート上に配備しており接近可能であ

る。また，ヘッドライト及び懐中電灯

をバックアップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備は

ない。 

操作性  :通常の受電操作であるため，容易に実施

可能である。 

連絡手段 :通信連絡設備（送受話器，電力保安通信

用電話設備，携帯型音声呼出電話設

備）のうち，使用可能な設備により，

中央制御室に連絡する。 

 M/C 受電確認 
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添付資料 1.14.2－2

2.電源車による P/C C 系及び P/C D 系受電 

(1)P/C C 系及び P/C D 系受電前準備 

a.操作概要 

電源車による P/C C 系及び P/C D 系受電の際，受電前準

備として電路構成及び負荷抑制を実施する。 

b.作業場所 

原子炉建屋 地下 1 階（非管理区域） 

コントロール建屋 地下 1 階，地上 2 階（非管理区

域） 

c.必要要員数及び時間 

電源車による P/C C 系及び P/C D 系受電のうち，電

路構成及び負荷抑制操作に必要な要員数，時間は以下

のとおり。 

必要要員数:2 名（現場運転員 2 名） 

想定時間 :60 分（当該設備は設置工事中のため実績

時間なし） 

3．可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源車接続盤（西

側）又は（東側）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ 

２Ｄ受電 

添付資料 1.14.2(2)

(2) 高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

ａ．Ｍ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電前準備 

(a) 操作概要 

高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系

受電の際，受電前準備として電路構成及び負荷抑制を

実施する。 

(b) 作業場所 

原子炉建物付属棟 地下１階（非管理区域） 

原子炉建物付属棟 ２階（非管理区域） 

廃棄物処理建物 地下１階中階（非管理区域）（Ｂ

－計装電気室） 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（Ａ－計装電

気室）

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系

受電のうち，最長時間を要するＭ／Ｃ Ｄ系の電路構

成及び負荷抑制操作に必要な要員数，想定時間は以下

のとおり。 

必要要員数 ：３名（中央制御室運転員１名，現場

運転員２名） 

想定時間  ：１時間以内（所要時間目安※１：33

分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●Ｍ／Ｃ受電準備：想定時間 25 分，所要時間目安

16 分 

・負荷抑制操作，電路構成：16 分 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】
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d.操作の成立性について 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，Ｍ／Ｃ受電準備：想定時間１時間，所要時

間目安 33分 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制

御室からＡ－計装電気室） 

・Ｄ系受電準備：所要時間目安２分（電路構

成：Ａ－計装電気室） 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：Ａ－計

装電気室からＢ－計装電気室） 

・Ｄ系受電準備：所要時間目安３分（電路構

成：廃棄物処理建物 地下１階中階） 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：Ｂ－計

装電気室から原子炉建物付属棟 ２階） 

・Ｄ系受電準備：所要時間目安 13分（電路構

成：原子炉建物付属棟 ２階） 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉

建物付属棟 ２階から原子炉建物付属棟 地

下１階） 

・Ｄ系受電準備：所要時間目安１分（負荷抑制

操作：原子炉建物付属棟 地下 1階） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥ

Ｄライト（三脚タイプ），ＬＥＤ

ライト（ランタンタイプ）及び

ヘッドライトを配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であ

り，容易に操作可能である。 

ⅱ Ａ－計装電気室操作，Ｂ－計装電気室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルー

ト上に配備していること，ヘッ
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作業環境 :バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリ

アに配備しており，建屋内常用照明消

灯時における作業性を確保している。

また，ヘッドライト及び懐中電灯をバ

ックアップとして携行している。放射

性物質が放出される可能性があること

から，操作は防護具（全面マスク，個

人線量計，ゴム手袋）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 :バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセス

ルート上に配備しており接近可能であ

る。また，ヘッドライト及び懐中電灯

をバックアップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備は

ない。 

操作性  :通常の受電操作であるため，容易に実施

可能である。 

連絡手段 :通信連絡設備（送受話器，電力保安通信

用電話設備，携帯型音声呼出電話設

備）のうち，使用可能な設備により，

中央制御室に連絡する。 

ドライト及び懐中電灯を携行し

ていることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に

支障となる設備はない。 

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十

分な作業スペースもあることか

ら，容易に実施可能である。

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡

設備（警報装置を含む。）及び電

力保安通信用電話設備のうち，

使用可能な設備により，中央制

御室との連絡が可能である。

ⅲ 現場操作

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。放射性物質が放出される可

能性があることから，操作は防

護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防

護服）を装備又は携行して作業

を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルー

ト上に配備していること，ヘッ

ドライト及び懐中電灯を携行し

ていることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に

支障となる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容

易に実施可能である。 

連絡手段 ：所内通信連絡設備（警報装置を

含む。），電力保安通信用電話

設備及び有線式通信設備のう

ち，使用可能な設備により，中

央制御室との連絡が可能であ

る。 
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(2)電源車のケーブル敷設及び電源車による P/C C 系及び P/C D 

系への給電 

 

 

 

 

a.操作概要 

電源車による P/C C 系及び P/C D 系受電の際，電源

車から P/C C 系動力変圧器の一次側に電源車のケーブ

ルを敷設及び接続後，電源車を起動し，P/C C 系及び

P/C D 系へ給電する。 

 

 

 

b.作業場所 

屋外（原子炉建屋近傍） 

原子炉建屋 地上 1 階，地下 1 階（非管理区域） 

 

 

 

c.必要要員数及び時間 

電源車による P/C C 系及び P/C D 系受電のうち，電

源車のケーブル敷設及び接続操作，電源車起動操作，

並びに P/C C 系及び P/C D 系への給電操作に必要な要

員数，時間は以下のとおり。 

 

 

 

 

必要要員数:6 名（緊急時対策要員 6 名） 

 

想定時間 :310 分（当該設備は設置工事中のため実

績時間なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．操作概要 

外部電源，２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ及び常設代替高

圧電源装置及び緊急時対策室建屋ガスタービン発電機による

給電ができない場合は，可搬型代替交流電源設備である可搬

型代替低圧電源車により非常用所内電気設備であるＰ／Ｃ 

２Ｃ・２Ｄに給電する。 

 

 

ｂ．作業場所 

原子炉建屋西側可搬型代替低圧電源車設置エリア又は原子

炉建屋東側可搬型代替低圧電源車設置エリア 

原子炉建屋付属棟地下1階，地下2階（非管理区域） 

原子炉建屋付属棟 

 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備への給

電に必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

【可搬型代替低圧電源車の起動】 

必要要員数：9名（運転員等（当直運転員）3名），重

大事故等対応要員6名） 

所要時間目安※１：作業開始を判断してから可搬型代替

低圧電源車（2台）の起動完了までの

所要時間を170分以内。 

※1 所要時間目安は，模擬により算

定した時間 

【非常用所内電気設備受電】 

必要要員数：9名（運転員等（当直運転員）3名），重

ｂ．高圧発電機車のケーブル敷設及び高圧発電機車（ガスタ

ービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ

接続プラグ盤に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電（故意による大型航空機の衝突その他テロリズ

ムによる影響がある場合） 

 

(a) 操作概要 

高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系

受電の際，高圧発電機車からガスタービン発電機建物

（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤の

接続箇所に高圧発電機車のケーブルを敷設及び接続

後，遮断器操作及び高圧発電機車を起動し，Ｍ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系へ給電する。 

 

(b) 作業場所 

原子炉建物付属棟 地下１階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

ガスタービン発電機建物 ３階（非管理区域） 

屋外（ガスタービン発電機建物近傍） 

 

(c) 必要要員数及び想定時間 

高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メ

タクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によ

るＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電のうち，最長時

間を要する第４保管エリアの可搬設備を使用した高圧

発電機車のケーブル敷設及び接続作業，遮断器操作及

び高圧発電機車起動操作並びにＭ／Ｃ Ｄ系への給電

操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

 

必要要員数：６名（中央制御室運転員１名，現場運

転員２名，緊急時対策要員３名） 

想定時間 ：４時間 40分以内（所要時間目安※１：

３時間 27分） 

 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬

により算定した時間 

 

 

・設備，記載の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ㉕，㉖の相違 

島根２号炉は，「故意

による大型航空機の衝突

その他のテロリズムによ

る影響がある場合」に使

用する接続箇所を明記 
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大事故等対応要員6名） 

所要時間目安※２：作業開始を判断してからＰ／Ｃ ２

Ｃ・２Ｄ受電完了までの所要時間を

180分以内。 

※2 所要時間目安は，模擬により算

定した時間 

想定時間内訳   

【中央制御室運転員】 

●受電確認：想定時間５分，所要時間目安１分 

・Ｄ系受電確認：所要時間目安１分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●受電確認：想定時間５分，所要時間目安１分 

・受電確認：所要時間目安１分（Ｄ系受電確

認：原子炉建物付属棟 地下 1階） 

【緊急時対策要員３名】 

●移動：想定時間 35 分，所要時間目安 32 分 

・移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時

対策所から第４保管エリア） 

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安

10 分 

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（車両健

全性確認：第４保管エリア） 

●高圧発電機車配置：想定時間１時間 10 分，所要

時間目安 47 分 

・高圧発電機車配置：所要時間目安 47分（移動

経路：第４保管エリアからガスタービン発電

機建物近傍） 

●高圧発電機車準備：想定時間２時間５分，所要時

間目安１時間 38 分 

・高圧発電機車準備，ケーブル敷設，接続：所

要時間目安１時間 13 分 

・緊急用メタクラ接続プラグ盤へのケーブル接

続：所要時間目安 25 分（ケーブル接続作業：

ガスタービン発電機建物近傍） 

●移動，遮断器操作：想定時間 10分，所要時間目

安 10分 
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d.操作の成立性について 

作業環境 :車両の作業用照明・ヘッドライト，懐中

電灯及び LED 多機能ライトにより，夜

間における作業性を確保している。バ

ッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリア

に配備しており，建屋内常用照明消灯

時における作業性を確保している。ま

た，ヘッドライト及び懐中電灯をバッ

クアップとして携行している。放射性

物質が放出される可能性があることか

ら，操作は防護具（全面マスク，個人

線量計，ゴム手袋）を装備又は携行し

て作業を行う。 

移動経路 :車両のヘッドライトのほか，ヘッドライ

ト，懐中電灯及び LED 多機能ライトを

ｄ．操作の成立性 

作業環境：車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトにより，夜間における作業性を確保し

ている。 

また，放射性物質が放出される可能性がある

ことから，操作は放射線防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋）を装備

又は携行して作業を行う。 

移動経路：車両のヘッドライトの他，ヘッドライト及び

ＬＥＤライトを携帯しており，夜間において

・移動：所要時間目安５分（移動経路：ガスタ

ービン発電機建物近傍からガスタービン発電

機建物 ３階） 

・遮断器操作：所要時間目安５分（遮断器操

作：ガスタービン発電機建物 ３階） 

●移動，送電操作：想定時間 30 分，所要時間目安

10 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：ガスタ

ービン発電機建物 ３階からガスタービン発

電機建物近傍） 

・送電操作：所要時間目安５分（送電操作：ガ

スタービン発電機建物近傍） 

 (d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥ

Ｄライト（三脚タイプ），ＬＥＤ

ライト（ランタンタイプ）及び

ヘッドライトを配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であ

り，容易に操作可能である。 

ⅱ 現場操作 

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライ

ト及び懐中電灯により，夜間に

おける作業性を確保している。

常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。放射性物質が放出される可

能性があることから，操作は防

護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防

護服）を装備又は携行して作業

を行う。 

移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘ

ッドライト及び懐中電灯を携行
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携行しており，夜間においても接近可

能である。また，現場への移動は，地

震等による重大事故等が発生した場合

でも安全に移動できる経路を移動す

る。バッテリー内蔵型 LED 照明をアク

セスルート上に配備しており接近可能

である。また，ヘッドライト及び懐中

電灯をバックアップとして携行してい

る。 

アクセスルート上に支障となる設備は

ない。 

操作性  :電源車の起動は，現場操作パネルでの簡

易なボタン操作であり，操作性に支障

はない。コネクタ及び端子接続であり

操作性に支障はない。 

連絡手段 :通信連絡設備（送受話器，電力保安通信

用電話設備，携帯型音声呼出電話設

備，衛星電話設備，無線連絡設備）の

うち，使用可能な設備により，緊急時

対策本部に連絡する。 

電源車のケーブル接続   動力変圧器へのケーブル接続 

も接近可能である。また，アクセスルート上

に支障となる設備はない。 

連絡手段：携行型有線通話装置，衛星電話設備（固定

型，携帯型），無線連絡設備（固定型，携帯

型），電力保安通信用電話設備（固定電話

機，ＰＨＳ端末），送受話器（ページング）

のうち，使用可能な設備により，中央制御室

及び災害対策本部との連絡が可能である。 

していることから，夜間におい

ても接近可能である。また，現

場への移動は，地震等による重

大事故等が発生した場合でも安

全に移動できる経路を移動す

る。電源内蔵型照明をアクセス

ルート上に配備していること，

ヘッドライト及び懐中電灯を携

行していることから接近可能で

ある。また，アクセスルート上

に支障となる設備はない。 

操作性  ：高圧発電機車の起動は，現場操

作パネルでの簡易なボタン操作

であり，操作性に支障はない。 

コネクタ接続であり操作性に支

障はない。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯

型），無線通信設備（固定型，

携帯型），電力保安通信用電話

設備，所内通信連絡設備（警報

装置を含む。）及び有線式通信

設備のうち，使用可能な設備に

より，中央制御室及び緊急時対

策本部との連絡が可能である。 

遮断器操作 高圧発電機車での作業 

接続作業 

可搬型代替低圧電源車 

ケーブル接続箇所 

（可搬型代替低圧電源車）
操作盤 
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 4．可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（水処理建屋）接続）

の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電 

ａ．操作概要 

外部電源，２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ，常設代替高圧

電源装置，緊急時対策室建屋ガスタービン発電機及び可搬型

代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）及

び（東側）接続）による給電が出来ない場合は，可搬型代替

交流電源設備である可搬型代替低圧電源車により非常用所内

電気設備であるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄに給電する。 

ｂ．作業場所 

水処理建屋 

原子炉建屋付属棟地下1階又は地下2階（非管理区域） 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（水処理建屋）接

続）による非常用所内電気設備への給電に必要な要員数及び

所要時間は以下のとおり。 

【可搬型代替低圧電源車の起動】 

必要要員数：9名（運転員等（当直運転員）3名），重

大事故等対応要員6名） 

所要時間目安※１：作業開始を判断してから可搬型代替

低圧電源車（2台）の起動完了までの

所要時間を445分以内。 

※1 所要時間目安は，模擬により算

定した時間 

【非常用所内電気設備受電】 

必要要員数：9名（運転員等（当直運転員）3名），重

大事故等対応要員6名） 

所要時間目安※２：作業開始を判断してからＰ／Ｃ ２

Ｃ・２Ｄ受電完了までの所要時間を

ｃ．高圧発電機車のケーブル敷設及び高圧発電機車（高圧発

電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又

はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

(a) 操作概要 

高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系

受電の際，高圧発電機車から原子炉建物の高圧発電機

車接続プラグ収納箱の接続箇所に高圧発電機車のケー

ブルを敷設及び接続後，メタクラ切替盤の切替作業及

び高圧発電機車を起動し，Ｍ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系へ給電する。 

(b) 作業場所 

原子炉建物付属棟 ２階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室）

屋外（原子炉建物近傍） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

高圧発電機車（高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電のう

ち，最長時間を要する第１保管エリアの可搬設備を使

用した高圧発電機車のケーブル敷設及び接続作業，メ

タクラ切替盤の切替作業及び高圧発電機車起動操作並

びにＭ／Ｃ Ｄ系への給電操作に必要な要員数，想定

時間は以下のとおり。 

必要要員数：６名（中央制御室運転員１名，現場運

転員２名，緊急時対策要員３名） 

想定時間 ：４時間 35分以内（所要時間目安※１：

３時間 22分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬によ

り算定した時間 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】

㉕，㉗の相違 
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455分以内。 

※2 所要時間目安は，模擬により算

定した時間 

想定時間内訳  

【中央制御室運転員】 

●受電確認：想定時間５分，所要時間目安１分 

・受電確認：所要時間目安１分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●受電確認：想定時間５分，所要時間目安１分 

・受電確認：所要時間目安１分 

【緊急時対策要員３名】 

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安

10 分 

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（車両健

全性確認：第１保管エリア） 

●高圧発電機車配置：想定時間１時間 30 分，所要

時間目安１時間 14分 

・移動：所要時間目安１時間 14 分（移動経路：

第１保管エリアから原子炉建物近傍） 

●高圧発電機車準備：想定時間１時間 55 分，所要

時間目安１時間 23分 

・高圧発電機車準備，ケーブル敷設：所要時間

目安１時間 13分 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱接続作業：所

要時間目安 10分 

●移動，メタクラ切替盤作業：想定時間 30分，所

要時間目安 25分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉

建物近傍から原子炉建物付属棟 ２階） 

・メタクラ切替盤作業：所要時間目安 20 分（メ

タクラ切替盤操作，絶縁抵抗測定：原子炉建

物付属棟 ２階） 

●移動，送電操作：想定時間 30 分，所要時間目安

10 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉

建物付属棟 ２階から原子炉建物近傍） 

1.14-328



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

ｄ．操作の成立性 

作業環境：車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトにより，夜間における作業性を確保し

ている。 

また，放射性物質が放出される可能性がある

ことから，操作は放射線防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋）を装備

又は携行して作業を行う。 

移動経路：車両のヘッドライトの他，ヘッドライト及び

ＬＥＤライトを携帯しており，夜間において

も接近可能である。また，アクセスルート上

に支障となる設備はない。 

・送電操作：所要時間目安５分（送電操作：原

子炉建物近傍） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥ

Ｄライト（三脚タイプ），ＬＥＤ

ライト（ランタンタイプ）及び

ヘッドライトを配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であり，

容易に操作可能である。 

ⅱ 現場操作 

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライ

ト及び懐中電灯により，夜間に

おける作業性を確保している。

常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。放射性物質が放出される可

能性があることから，操作は防

護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防

護服）を装備又は携行して作業

を行う。 

移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘ

ッドライト及び懐中電灯を携行

していることから，夜間におい

ても接近可能である。また，現

場への移動は，地震等による重

大事故等が発生した場合でも安

全に移動できる経路を移動す

る。電源内蔵型照明をアクセス

ルート上に配備していること，

ヘッドライト及び懐中電灯を携

行していることから接近可能で

ある。また，アクセスルート上
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連絡手段：携行型有線通話装置，衛星電話設備（固定

型，携帯型），無線連絡設備（固定型，携帯

型），電力保安通信用電話設備（固定電話

機，ＰＨＳ端末），送受話器（ページング）

のうち，使用可能な設備により，中央制御室

及び災害対策本部との連絡が可能である。 

に支障となる設備はない。 

操作性  ：高圧発電機車の起動は，現場操

作パネルでの簡易なボタン操作

であり，操作性に支障はない。 

コネクタ及びボルトリンク接続で

あり操作性に支障はない。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯

型），無線通信設備（固定型，

携帯型），所内通信連絡設備

（警報装置を含む。），電力保

安通信用電話設備及び有線式通

信設備のうち，使用可能な設備

により，中央制御室及び緊急時

対策本部との連絡が可能であ

る。 

ボルトリンク接続作業 高圧発電機車での作業 

接続口作業 

可搬型代替低圧電源車 

低圧ケーブル接続箇所（可搬型代替低圧電源車） 

操作盤 
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 5．可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（屋内開閉所）接続）

の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電 

ａ．操作概要 

外部電源，２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ，常設代替高

圧電源装置，緊急時対策室建屋ガスタービン発電機及び可

搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源車接続盤（西

側）及び（東側）接続）による給電が出来ない場合は，可

搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車により

非常用所内電気設備であるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄに給電す

る。 

ｂ．作業場所 

屋外 

屋内開閉所 

原子炉建屋付属棟地下1階又は地下2階（非管理区域） 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備への給

電に必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

【可搬型代替低圧電源車の起動】 

必要要員数：9名（運転員等（当直運転員）3名），重

大事故等対応要員6名） 

所要時間目安※１：作業開始を判断してから可搬型代替

低圧電源車（2台）の起動完了までの

所要時間を445分以内。 

※1 所要時間目安は，模擬により

算定した時間 

【非常用所内電気設備受電】 

必要要員数：9名（運転員等（当直運転員）3名），重

大事故等対応要員6名） 

所要時間目安※２：作業開始を判断してからＰ／Ｃ ２

Ｃ・２Ｄ受電完了までの所要時間を

455分以内。 

※2 所要時間目安は，模擬により

算定した時間 

ｄ．操作の成立性 

作業環境：車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトにより，夜間における作業性を確保し

ている。 

また，放射性物質が放出される可能性がある

 ・設備の相違 

【東海第二】 

㉗の相違 
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ことから，操作は放射線防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋）を装備

又は携行して作業を行う。 

移動経路：車両のヘッドライトの他，ヘッドライト及び

ＬＥＤライトを携帯しており，夜間において

も接近可能である。また，アクセスルート上

に支障となる設備はない。 

連絡手段：携行型有線通話装置，衛星電話設備（固定

型，携帯型），無線連絡設備（固定型，携帯

型），電力保安通信用電話設備（固定電話機，

ＰＨＳ端末），送受話器（ページング）のう

ち，使用可能な設備により，中央制御室及び

災害対策本部との連絡が可能である。

可搬型代替低圧電源車 

低圧ケーブル接続箇所（可搬型代替低圧電源車） 

操作盤 

1.14-332



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 15．可搬型代替交流電源設備による非常用低圧母線への給電 

ａ．操作概要 

常設代替交流電源設備又は代替所内電気設備である緊急用

Ｍ／Ｃの故障によりＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失し

た場合は，可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電

源車により非常用所内電気設備であるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄに

給電する。 

ｂ．作業場所 

原子炉建屋西側可搬型代替低圧電源車設置エリア又は原子

炉建屋東側可搬型代替低圧電源車設置エリア 

原子炉建屋付属棟地下1階，地下2階（非管理区域） 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

可搬型代替交流電源設備による非常用低圧母線への給電に

必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

【可搬型代替低圧電源車の起動】 

必要要員数：9名（運転員等（当直運転員）3名），重

大事故等対応要員6名） 

所要時間目安※１：作業開始を判断してから可搬型代替

低圧電源車（2台）の起動完了までの

所要時間を170分以内。 

※1 所要時間目安は，模擬により算

定した時間 

【非常用所内電気設備受電】 

必要要員数：9名（運転員等（当直運転員）3名），重

大事故等対応要員6名） 

所要時間目安※２：作業開始を判断してからＰ／Ｃ ２

Ｃ・２Ｄ受電完了までの所要時間を

180分以内。 

※2 所要時間目安は，模擬により算

定した時間 

ｄ．操作の成立性 

作業環境：車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトにより，夜間における作業性を確保し

ている。 

 ・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，「(2)

高圧発電機車によるＭ／

Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電」に操作の成立性

を記載 
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また，放射性物質が放出される可能性がある

ことから，操作は放射線防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋）を装備

又は携行して作業を行う。 

移動経路：車両のヘッドライトの他，ヘッドライト及び

ＬＥＤライトを携帯しており，夜間において

も接近可能である。また，アクセスルート上

に支障となる設備はない。 

連絡手段：携行型有線通話装置，衛星電話設備（固定

型，携帯型），無線連絡設備（固定型，携帯

型），電力保安通信用電話設備（固定電話

機，ＰＨＳ端末），送受話器（ページング）

のうち，使用可能な設備により，中央制御室

及び災害対策本部との連絡が可能である。 

可搬型代替低圧電源車 

低圧ケーブル接続箇所（可搬型代替低圧電源車） 

操作盤 
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 2．緊急時対策室建屋ガスタービン発電機の起動及びＰ／Ｃ ２Ｄ

受電 

ａ．操作概要 

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの機能喪

失により，Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失している場

合は，緊急時対策室建屋ガスタービン発電機により非常用所

内電気設備であるＰ／Ｃ ２Ｄに給電する。 

ｂ．作業場所 

緊急時対策室建屋エリア 

原子炉建屋付属棟地下2階（非管理区域） 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

緊急時対策室建屋ガスタービン発電機による非常用所内電

気設備への給電に必要な要員数及び所要時間は以下のとお

り。 

必要要員数：9名（運転員等（当直運転員）3名），重

大事故等対応要員6名） 

所要時間目安※１：作業開始を判断してから緊急時対策

室建屋ガスタービン発電機の受電完

了までの所要時間を160分以内。 

※1 所要時間目安は，模擬により

算定した時間 

ｄ．操作の成立性 

作業環境：ヘッドライト及びＬＥＤライトにより，夜間

における作業性を確保している。 

また，放射性物質が放出される可能性がある

ことから，操作は放射線防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋）を装備

又は携行して作業を行う。 

移動経路：ヘッドライト及びＬＥＤライトを携帯してお

り，夜間においても接近可能である。また，

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

連絡手段：携行型有線通話装置，衛星電話設備（固定

型， 携帯型），無線連絡設備（固定型，携

帯型），電力保安通信用電話設備（固定電話

機，ＰＨＳ端末），送受話器（ページング）

のうち，使用可能な設備により，中央制御室

及び災害対策本部との連絡が可能である。 

 ・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑭の相違 
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添付資料 1.14.2－3

3．号炉間電力融通ケーブルを使用した M/C C 系又は M/C D 系

受電 

(1)健全号炉の非常用ディーゼル発電機による M/C C 系又は

M/C D 系受電 

a.操作概要 

外部電源，非常用ディーゼル発電機，第一ガスター

ビン発電機，第二ガスタービン発電機により給電がで

きない場合において，健全号炉の非常用ディーゼル発

電機により号炉間電力融通ケーブルを介して M/C C 系

又は M/C D 系を受電する。 

b.作業場所 

｢当該号炉｣ 

原子炉建屋 地下 1 階（非管理区域） 

コントロール建屋 地上 2 階（非管理区域） 

｢他号炉｣ 

原子炉建屋 地下 1 階（非管理区域） 

コントロール建屋 地上 2 階（非管理区域） 

原子炉建屋 地上 1 階（管理区域） 

タービン建屋 地下中２階（非管理区域） 

c.必要要員数及び時間 

号炉間電力融通ケーブルを使用した M/C C 系又は

M/C D 系受電のうち，負荷切替え操作並びに健全号炉

の非常用ディーゼル発電機による M/C C 系又は M/C D 

系への給電準備に必要な要員数，時間は以下のとお

り。 

必要要員数:6 名（現場運転員 6 名） 

添付資料 1.14.2(3)

(3) 号炉間電力融通ケーブルを使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／

Ｃ Ｄ系受電 

(a) 操作概要 

外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機及びガスタービン発電機によ

り給電ができない場合において，健全号炉（１号炉）

の非常用ディーゼル発電機により号炉間電力融通ケー

ブルを介してＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系を受電す

る。 

(b) 作業場所 

「当該号炉」 

原子炉建物付属棟 ２階（非管理区域） 

廃棄物処理建物 地下１階中階（非管理区域）（Ｂ

－計装電気室） 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（Ａ－計装電

気室） 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（補助盤室） 

タービン建物 ２階（非管理区域）（常用電気室） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

「他号炉」 

タービン建物 １階（非管理区域） 

タービン建物 ２階（非管理区域） 

制御室建物 １階（非管理区域） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

号炉間電力融通ケーブル（１号炉）を使用したＭ／

Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電のうち，最長時間を要

するＭ／Ｃ Ｄ系の遮断器操作及びインターロック処

置に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運

転員２名） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】

①の相違 
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想定時間 :85 分（当該設備は設置工事中のため実績

時間なし） 

想定時間 ：１時間 35分以内（所要時間目安※１：１

時間７分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●Ｍ／Ｃ Ｃ系（又はＭ／Ｃ Ｄ系）受電準備：想

定時間 40分，所要時間目安 27分 

・負荷抑制操作：所要時間目安 27分 

●インターロック処置：想定時間 15 分，所要時間

目安８分 

・インターロック処置：所要時間目安８分 

●受電確認：想定時間５分，所要時間目安１分 

・受電確認：所要時間目安１分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，受電準備：想定時間 50 分，所要時間目安

39 分 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制

御室からＡ－計装電気室） 

・受電準備：所要時間目安２分（電路構成：Ａ

－計装電気室） 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：Ａ－計

装電気室からＢ－計装電気室） 

・受電準備：所要時間目安４分（電路構成：Ｂ

－計装電気室） 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：Ｂ－計

装電気室から原子炉建物付属棟 ２階） 

・受電準備：所要時間目安４分（電路構成：原

子炉建物付属棟 ２階） 

・移動：所要時間目安４分（移動経路：原子炉

建物付属棟 ２階からタービン建物 ２階） 

・受電準備：所要時間目安 16分（電路構成：タ

ービン建物 ２階） 

●移動，インターロック処置：想定時間 40分，所

要時間目安 27分 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：タービ

ン建物 ２階から１号炉タービン建物 ２
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d.操作の成立性について 

階） 

・インターロック処置：所要時間目安５分（イ

ンターロック処置：１号炉タービン建物 ２

階） 

・移動：所要時間目安３分（移動経路：１号炉

タービン建物 ２階から制御室建物 １階） 

・インターロック処置：所要時間目安５分（イ

ンターロック処置：制御室建物 １階） 

・移動：所要時間目安４分（移動経路：制御室

建物 １階から補助盤室） 

・インターロック処置：所要時間目安８分（補

助盤室） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥ

Ｄライト（三脚タイプ），ＬＥＤ

ライト（ランタンタイプ）及び

ヘッドライトを配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であ

り，容易に操作可能である。

ⅱ 補助盤室操作，Ａ－計装電気室操作，Ｂ－計装電気室

操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルー

ト上に配備していること，ヘッ

ドライト及び懐中電灯を携行し

ていることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に

支障となる設備はない。

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十

分な作業スペースもあることか

ら，容易に実施可能である。 
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作業環境 :バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリ

アに配備しており，建屋内常用照明消

灯時における作業性を確保している。

また，ヘッドライト及び懐中電灯をバ

ックアップとして携行している。非管

理区域における操作は放射性物質が放

出される可能性があることから，防護

具（全面マスク，個人線量計，ゴム手

袋）を装備又は携行して作業を行う。

管理区域においては汚染の可能性を考

慮し防護具（全面マスク，個人線量

計，ゴム手袋）を装備して作業を行

う。 

移動経路 :バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセス

ルート上に配備しており接近可能であ

る。また，ヘッドライト及び懐中電灯

をバックアップとして携行している。

また，アクセスルート上に支障となる

設備はない。 

操作性  :通常の受電操作であるため，容易に実施

可能である。 

連絡手段 :通信連絡設備（送受話器，電力保安通信

用電話設備，携帯型音声呼出電話設

備）のうち，使用可能な設備により，

中央制御室に連絡する。 

負荷切替え操作     負荷切替え操作 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡

設備（警報装置を含む。）及び

電力保安通信用電話設備のう

ち，使用可能な設備により，中

央制御室との連絡が可能であ

る。 

ⅲ 現場操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。放射性物質が放出される可

能性があることから，操作は防

護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防

護服）を装備又は携行して作業

を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート

上に配備していること，ヘッドラ

イト及び懐中電灯を携行している

ことから接近可能である。また，

アクセスルート上に支障となる設

備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容易

に実施可能である。 

連絡手段 ：所内通信連絡設備（警報装置を含

む。），電力保安通信用電話設備

及び有線式通信設備のうち，使用

可能な設備により，中央制御室と

の連絡が可能である。 

インターロック解除処置 
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(2)号炉間電力融通ケーブル敷設及び電路構成 

a.操作概要 

健全号炉の非常用ディーゼル発電機から M/C C 系又

は M/C D 系へ給電する際，各号炉の緊急用電源切替箱

断路器間に号炉間電力融通ケーブルを敷設及び接続

し，電路構成を実施する。 

b.作業場所 

コントロール建屋 地上 2 階（非管理区域） 

原子炉建屋 地下 1 階（非管理区域） 

c.必要要員数及び時間 

号炉間電力融通ケーブルを使用した M/C C 系又は

M/C D 系受電のうち，号炉間電力融通ケーブルの敷設

及び接続に必要な要員数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:8 名(現場運転員 2 名，緊急時対策要員

6 名) 

想定時間 :「緊急用電源切替箱近傍の号炉間電力融

通ケーブル（常設）を使用する場合」 

100 分（当該設備は設置工事中のため

実績時間なし） 

「屋外保管の号炉間電力融通ケーブル

（可搬型）を使用する場合」 

230 分（当該設備は設置工事中のため

実績時間なし） 

d.操作の成立性について 

作業環境 :バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリ

アに配備しており，建屋内常用照明消

灯時における作業性を確保している。

また，ヘッドライト及び懐中電灯をバ

ックアップとして携行している。放射

性物質が放出される可能性があること

から，操作は防護具（全面マスク，個

人線量計，ゴム手袋）を装備又は携行

して作業を行う。 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

㉙の相違 
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移動経路 :バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセス

ルート上に配備しており接近可能であ

る。また，ヘッドライト及び懐中電灯

をバックアップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備は

ない。 

操作性  :コネクタ及び端子接続であり操作性に支

障はない。 

連絡手段 :通信連絡設備（送受話器，電力保安通信

用電話設備，携帯型音声呼出電話設

備，衛星電話設備，無線連絡設備）の

うち，使用可能な設備により，緊急時

対策本部に連絡する。 
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添付資料 1.14.2－4

4．所内蓄電式直流電源設備による給電 

(1)直流 125V 蓄電池 A から直流 125V 蓄電池 A－2 への切替

え 

a.操作概要 

全交流動力電源喪失事象発生から 8 時間経過するま

でに，直流 125V 蓄電池 A から直流 125V 蓄電池 A－2 

への切替えを実施する。 

b.作業場所 

コントロール建屋 地下 1 階（非管理区域） 

c.必要要員数及び時間 

直流 125V 蓄電池 A から直流 125V 蓄電池 A－2 への

切替えに必要な要員数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:2 名（現場運転員 2 名） 

6．所内常設直流電源設備による非常用所内電気設備への給電 

ａ．操作概要 

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの機能喪失，常設代

替交流電源設備，緊急時対策室建屋ガスタービン発電機及び

可搬型代替交流電源設備による交流電源の復旧ができない場

合は，所内常設直流電源設備である125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系

から非常用所内電気設備である直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂ

へ給電する。 

125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系は，全交流動力電源喪失から1時

間経過するまでに，中央制御室において簡易な操作でプラン

トの状態監視に必要ではない直流125V主母線盤の直流負荷を

切り離し，その後，全交流動力電源喪失から8時間経過する

までに，中央制御室外において必要な負荷以外の切り離しを

実施することで，24時間以上にわたり直流125V主母線盤２

Ａ・２Ｂへ給電する。 

なお，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系による直流125V主母線盤２

Ａ・２Ｂへの自動給電については，運転員の操作は不要であ

る。 

ｂ．作業場所 

原子炉建屋付属棟1階（非管理区域） 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

所内常設直流電源設備による非常用所内電気設備への給電

のうち，中央制御室外において不要直流負荷の切り離しに必

要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

必要要員数：3名（運転員等（当直運転員）3名）） 

添付資料 1.14.2(4)

(4) 所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備に

よる給電 

ａ．不要直流負荷の切離し及びＢ－115V 系蓄電池からＢ１

－115V 系蓄電池（ＳＡ）への切替え 

(a) 操作概要 

全交流動力電源喪失から８時間を経過した時点で，

Ｂ－115V 系直流盤の不要直流負荷の切離しを実施す

る。その後，Ｂ－115V 系蓄電池からＢ１－115V 系蓄電

池（ＳＡ）による給電に切替えを実施する。 

(b) 作業場所 

廃棄物処理建物 地下１階中階（非管理区域）（Ｂ

－計装電気室，充電器室） 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（補助盤室） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

Ｂ－115V 系直流盤の不要直流負荷の切離し及びＢ－

115V 系蓄電池からＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）による

給電切替えに必要な要員数，想定時間は以下のとお

り。 

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運

転員２名） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑧の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

㊸の相違 
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想定時間 :20 分（実績時間:11 分） 

d.操作の成立性について 

作業環境 :バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリ

アに配備しており，建屋内常用証明消

所要時間目安※１：540分以内 

※1 所要時間目安は，模擬により 

算定した時間 

ｄ．操作の成立性 

作業環境：常用照明消灯時においても，ヘッドライト又

はＬＥＤライトを携行している。操作は汚染

想定時間 ：30 分以内（所要時間目安※１：25 分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●原子炉隔離時冷却系停止操作：想定時間 10 分，

所要時間目安１分 

・原子炉隔離時冷却系停止操作：所要時間目安

１分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，不要負荷の切離し：想定時間 25 分，所要

時間目安 21 分 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制

御室から補助盤室） 

・不要負荷切離し：所要時間目安３分（不要負

荷切離し：補助盤室） 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：補助盤

室からＢ－計装電気室，充電器室） 

・不要負荷切離し：所要時間目安 14 分（不要負

荷切離し：Ｂ－計装電気室） 

●受電切替：想定時間５分，所要時間目安４分 

・受電切替操作及び受電確認：所要時間目安４

分（受電切替操作及び受電確認：Ｂ－計装電

気室，充電器室） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥ

Ｄライト（三脚タイプ），ＬＥＤ

ライト（ランタンタイプ）及び

ヘッドライトを配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であ

り，容易に操作可能である。 

ⅱ 現場操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電源内蔵

型照明を作業エリアに配備している。
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灯時における作業性を確保している。

また，ヘッドライト及び懐中電灯をバ

ックアップとして携行している。放射

性物質が放出される可能性があること

から，操作は防護具（全面マスク，個

人線量計，ゴム手袋）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 :バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセス

ルート上に配備しており接近可能であ

る。また，ヘッドライト及び懐中電灯

をバックアップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備は

ない。 

操作性  :通常の受電切替え操作であるため，容易

に実施可能である。 

連絡手段 :通信連絡設備（送受話器，電力保安通信

用電話設備，携帯型音声呼出電話設

備）のうち，使用可能な設備により，

中央制御室に連絡する。 

同時投入防止用切替盤       遮断器操作 

の可能性を考慮し放射線防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋）を装備

又は携行して作業を行う。 

移動経路：ヘッドライト・ＬＥＤライトを携行しており

接近可能である。 

連絡手段：携行型有線通話装置，電力保安通信用電話設

備（固定電話機，ＰＨＳ端末），送受話器

（ページング）のうち，使用可能な設備よ

り，中央制御室との連絡が可能である。 

また，ヘッドライト及び懐中電灯を携

行している。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に

配備していること，ヘッドライト及び

懐中電灯を携行していることから接近

可能である。また，アクセスルート上

に支障となる設備はない。 

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十分な作

業スペースもあることから，容易に実

施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備

（警報装置を含む。）及び電力保安通信

用電話設備のうち，使用可能な設備に

より，中央制御室との連絡が可能であ

る。 

電源切替操作 

不要直流負荷切離し（NFB） 

不要負荷切離し（遮断器） 
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(2)不要直流負荷の切離し 

a.操作概要 

直流 125V 蓄電池 A から直流 125V 蓄電池 A－2 への

切替え実施後，全交流動力電源喪失事象発生から 8 時

間経過した時点で直流 125V 主母線盤 Aの不要直流負荷

の切離しを実施する。 

b.作業場所 

コントロール建屋 地下 1 階（非管理区域） 

c.必要要員数及び時間 

直流 125V 蓄電池 A から直流 125V 蓄電池 A－2 への

切替え後の不要直流負荷の切離し操作に必要な要員

数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:2 名（現場運転員 2 名） 

想定時間 :60 分（実績時間:50 分） 

d.操作の成立性について 

作業環境 :バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリ

アに配備しており，建屋内常用照明消

灯時における作業性を確保している。

また，ヘッドライト及び懐中電灯をバ

ックアップとして携行している。放射

性物質が放出される可能性があること

から，操作は防護具（全面マスク，個

人線量計，ゴム手袋）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 :バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセス

ルート上に配備しており接近可能であ

る。また，ヘッドライト及び懐中電灯

をバックアップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備は

ない。 

操作性  :通常運転時に行う NFB 操作と同じであ

り，容易に実施可能である。 

連絡手段 :通信連絡設備（送受話器，電力保安通信

用電話設備，携帯型音声呼出電話設

  ・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，不要負

荷切離しについて「ａ．

不要直流負荷の切離し及

びＢ－115V 系蓄電池か

らＢ１－115V 系蓄電池

（ＳＡ）への切替え」に

て整理 
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備）のうち，使用可能な設備により，

中央制御室に連絡する。 

不要直流負荷切離し（NFB） 
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(3)直流 125V 蓄電池 A－2 から AM 用直流 125V 蓄電池への切替

え 

a.操作概要 

全交流動力電源喪失事象発生から 19 時間経過するま

でに，直流 125V 蓄電池 A－2 から AM 用直流 125V 蓄

電池への切替えを実施する。 

b.作業場所 

コントロール建屋 地下 1 階（非管理区域） 

原子炉建屋 地上 4 階（非管理区域） 

c.必要要員数及び時間 

直流 125V 蓄電池 A－2 から AM 用直流 125V 蓄電池

への切替えに必要な要員数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:2 名（現場運転員 2 名） 

想定時間 :25 分（実績時間:23 分） 

d.操作の成立性について 

作業環境 :バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリ

アに配備しており，建屋内常用照明消灯

時における作業性を確保している。ま

た，ヘッドライト及び懐中電灯をバック

アップとして携行している。放射性物質

が放出される可能性があることから，操

作は防護具（全面マスク，個人線量計，

ゴム手袋）を装備又は携行して作業を行

う。 

移動経路 :バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセス

ルート上に配備しており接近可能であ

る。また，ヘッドライト及び懐中電灯

をバックアップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備は

ない。 

操作性  :通常の受電切替え操作であるため，容易

に実施可能である。 

連絡手段 :通信連絡設備（送受話器，電力保安通信

用電話設備，携帯型音声呼出電話設

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7 は，蓄電池

を２回切替える 
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備）のうち，使用可能な設備により，

中央制御室に連絡する。 

同時投入防止用切替盤   AM 用直流 125V 蓄電池 
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(4)直流 125V 充電器盤 A 受電 

a.操作概要 

直流 125V 充電器盤 A 受電の際，現場にて MCC C 系

の受電操作を実施し，C/B 計測制御電源盤区域(A)排風

機の運転状態を確認後，直流 125V 充電器盤 A を受電

する。 

b.作業場所 

原子炉建屋 地下 1 階（非管理区域） 

コントロール建屋 地下 1 階，地下中 2 階（非管理

区域） 

c.必要要員数及び時間 

直流 125V 充電器盤 A 受電のうち，MCC 受電操作，

空調機運転状態確認及び充電器盤受電操作に必要な要

員数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:2 名（現場運転員 2 名） 

想定時間 :40 分（実績時間:36 分） 

 ｂ．Ａ－115V 系充電器盤受電 

(a) 操作概要 

Ａ－115V 系充電器盤受電の際，Ａ－中央制御室排風

機を系統構成実施後に起動し，Ａ－計装コントロール

センタのＡ－115V 系充電器盤用遮断器を「入」操作

し，Ａ－115V 系充電器盤を受電する。 

(b) 作業場所 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（Ａ－計装電

気室）

廃棄物処理建物 ２階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

Ａ－115V 系充電器盤受電のうち，Ａ－計装コントロ

ールセンタのＡ－115V 系充電器盤用遮断器操作に必要

な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運

転員２名） 

想定時間 ：１時間 20分以内（所要時間目安※１：

42 分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●Ａ－中央制御室排風機起動：想定時間 10分，所

要時間目安２分 

・中央制御室排風機起動：所要時間目安２分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，中央制御室排風機起動準備：想定時間１時

間，所要時間目安 36 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制

御室から廃棄物処理建物 ２階） 

・中央制御室排風機起動準備：所要時間目安 31

分（中央制御室排風機起動準備：廃棄物処理

建物 ２階） 

・設備の相違 

【東海第二】 

㉞の相違 
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d.操作の成立性について 

●Ａ－115V 系充電器盤受電：想定時間 20 分，所要

時間目安６分 

・移動：所要時間目安４分（移動経路：廃棄物

処理建物 ２階からＡ－計装電気室） 

・Ａ－115V 系充電器盤受電：所要時間目安２分

（受電確認：Ａ－計装電気室） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥ

Ｄライト（三脚タイプ），ＬＥＤ

ライト（ランタンタイプ）及び

ヘッドライトを配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であ

り，容易に操作可能である。 

ⅱ Ａ－計装電気室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルー

ト上に配備していること，ヘッ

ドライト及び懐中電灯を携行し

ていることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に

支障となる設備はない。 

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十

分な作業スペースもあることか

ら，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡

設備（警報装置を含む。）及び電

力保安通信用電話設備のうち，

使用可能な設備により，中央制

御室との連絡が可能である。 
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作業環境 :バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリ

アに配備しており，建屋内常用照明消

灯時における作業性を確保している。

また，ヘッドライト及び懐中電灯をバ

ックアップとして携行している。放射

性物質が放出される可能性があること

から，操作は防護具（全面マスク，個

人線量計，ゴム手袋）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 :バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセス

ルート上に配備しており接近可能であ

る。また，ヘッドライト及び懐中電灯

をバックアップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備は

ない。 

操作性  :通常の受電操作であるため，容易に実施

可能である。 

連絡手段 :通信連絡設備（送受話器，電力保安通信

用電話設備，携帯型音声呼出電話設

備）のうち，使用可能な設備により，

中央制御室に連絡する。 

受電操作          充電器盤運転 

受電状態確認        空調機運転状態確認 

ⅲ 現場操作

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。放射性物質が放出される可

能性があることから，操作は防

護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防

護服）を装備又は携行して作業

を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルー

ト上に配備していること，ヘッ

ドライト及び懐中電灯を携行し

ていることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に

支障となる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容

易に実施可能である。 

連絡手段 ：所内通信連絡設備（警報装置を

含む。），電力保安通信用電話

設備及び有線式通信設備のう

ち，使用可能な設備により，中

央制御室との連絡が可能であ

る。 

受電確認 遮断器操作 
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(5)直流 125V 充電器盤 B 受電 

a.操作概要 

直流 125V 充電器盤 B 受電の際，現場にて MCC D 系

の受電操作を実施し，C/B 計測制御電源盤区域(B)排風

機の運転状態を確認後，直流 125V 充電器盤 B を受電

する。 

b.作業場所 

原子炉建屋 地下 1 階（非管理区域） 

コントロール建屋 地上 1 階，地下 1 階（非管理区

域） 

c.必要要員数及び時間 

直流 125V 充電器盤 B 受電のうち，MCC 受電操作，

空調機運転状態確認及び充電器盤受電操作に必要な要

員数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:2 名（現場運転員 2 名） 

想定時間 :40 分（実績時間 36:分） 

 ｃ．Ｂ－115V 系充電器盤受電 

(a) 操作概要 

Ｂ－115V 系充電器盤受電の際，Ｂ－中央制御室排風

機を系統構成実施後に起動し，Ｂ－計装コントロール

センタのＢ－115V 系充電器盤用遮断器を「入」操作

し，Ｂ－115V 系充電器盤を受電する。 

(b) 作業場所 

廃棄物処理建物 地下１階中階（非管理区域）（Ｂ

－計装電気室） 

廃棄物処理建物 ２階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室）

(c) 必要要員数及び想定時間 

Ｂ－115V 系充電器盤受電のうち，Ｂ－計装コントロ

ールセンタのＢ－115V 系充電器盤用遮断器操作に必要

な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運

転員２名） 

想定時間 ：１時間 20分以内（所要時間目安※１：

43 分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●Ｂ－中央制御室排風機起動：想定時間 10分，所

要時間目安２分 

・中央制御室排風機起動：所要時間目安２分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，中央制御室排風機起動準備：想定時間１時

間，所要時間目安 36 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制

御室から廃棄物処理建物 ２階） 

・中央制御室排風機起動準備：所要時間目安 31

分（中央制御室排風機起動準備：廃棄物処理

建物 ２階） 

・設備の相違 

【東海第二】 

㉞の相違 
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d.操作の成立性について 

●Ｂ－115V 系充電器盤受電：想定時間 20 分，所要

時間目安７分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：廃棄物

処理建物 ２階からＢ－計装電気室） 

・Ｂ－115V 系充電器盤受電：所要時間目安２分

（受電確認：Ｂ－計装電気室） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥ

Ｄライト（三脚タイプ），ＬＥＤ

ライト（ランタンタイプ）及び

ヘッドライトを配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であ

り，容易に操作可能である。 

ⅱ Ｂ－計装電気室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルー

ト上に配備していること，ヘッ

ドライト及び懐中電灯を携行し

ていることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に

支障となる設備はない。

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十

分な作業スペースもあることか

ら，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡

設備（警報装置を含む。）及び電

力保安通信用電話設備のうち，

使用可能な設備により，中央制

御室との連絡が可能である。 
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作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリア

に配備しており，建屋内常用照明消灯

時における作業性を確保している。ま

た，ヘッドライト及び懐中電灯をバッ

クアップとして携行している。放射性

物質が放出される可能性があることか

ら，操作は防護具（全面マスク，個人

線量計，ゴム手袋）を装備又は携行し

て作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスル

ート上に配備しており接近可能である。

また，ヘッドライト及び懐中電灯をバッ

クアップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はな

い。 

操作性 :通常の受電操作であるため，容易に実施可

能である。 

連絡手段:通信連絡設備（送受話器，電力保安通信

用電話設備，携帯型音声呼出電話設備）

のうち，使用可能な設備により，中央制

御室に連絡する。 

受電状態確認     空調機運転状態確認 

ⅲ 現場操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。放射性物質が放出される可

能性があることから，操作は防

護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防

護服）を装備又は携行して作業

を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルー

ト上に配備していること，ヘッ

ドライト及び懐中電灯を携行し

ていることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に

支障となる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容

易に実施可能である。 

連絡手段 ：所内通信連絡設備（警報装置を

含む。），電力保安通信用電話設

備及び有線式通信設備のうち，

使用可能な設備により，中央制

御室との連絡が可能である。 

受電確認 遮断器操作 

受電操作        充電器盤運転
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(6)直流 125V 充電器盤 A－2 受電 

a.操作概要 

直流 125V 充電器盤 A－2 受電の際，現場にて MCC C 

系の受電操作を実施し，C/B 計測制御電源盤区域(A)排

風機の運転状態を確認後，直流 125V 充電器盤 A－2 を

受電する。 

b.作業場所 

原子炉建屋 地下 1 階（非管理区域） 

コントロール建屋 地下 1 階，地下中 2 階（非管理

区域） 

c.必要要員数及び時間 

直流 125V 充電器盤 A－2 受電のうち，MCC 受電操

作，空調機運転状態確認及び充電器盤受電操作に必要

な要員数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:2 名（現場運転員 2 名） 

想定時間 :40 分（実績時間:34 分） 

 ｄ．Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）受電 

(a) 操作概要 

Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）受電の際，Ｂ－中央

制御室排風機を系統構成実施後に起動し，Ｂ－計装コ

ントロールセンタのＢ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）用

遮断器を「入」操作し，Ｂ１－115V 系充電器盤（Ｓ

Ａ）を受電する。 

(b) 作業場所 

廃棄物処理建物 地下１階中階（非管理区域）（Ｂ

－計装電気室，充電器室） 

廃棄物処理建物 ２階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室）

(c) 必要要員数及び想定時間 

Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）受電のうち，Ｂ－計

装コントロールセンタのＢ１－115V 系充電器盤（Ｓ

Ａ）用遮断器操作に必要な要員数，想定時間は以下の

とおり。 

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運

転員２名） 

想定時間 ：１時間 20分以内（所要時間目安※１：

43 分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●Ｂ－中央制御室排風機起動：想定時間 10分，所

要時間目安２分 

・中央制御室排風機起動：所要時間目安２分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，中央制御室排風機起動準備：想定時間１時

間，所要時間目安 36 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制

御室から廃棄物処理建物 ２階） 

・中央制御室排風機起動準備：所要時間目安 31

・設備の相違 

【東海第二】 

㉞の相違 
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d.操作の成立性について 

分（中央制御室排風機起動準備：廃棄物処理

建物 ２階） 

●Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）受電：想定時間

20 分，所要時間目安７分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：廃棄物

処理建物 ２階からＢ－計装電気室，充電器

室） 

・Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）受電：所要時

間目安２分（受電確認：Ｂ－計装電気室，充

電器室） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥ

Ｄライト（三脚タイプ），ＬＥＤ

ライト（ランタンタイプ）及び

ヘッドライトを配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であ

り，容易に操作可能である。 

ⅱ Ｂ－計装電気室操作，充電器室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルー

ト上に配備していること，ヘッ

ドライト及び懐中電灯を携行し

ていることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に

支障となる設備はない。

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十

分な作業スペースもあることか

ら，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡

設備（警報装置を含む。）及び電

力保安通信用電話設備のうち，
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作業環境 :バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリ

アに配備しており，建屋内常用照明消

灯時における作業性を確保している。

また，ヘッドライト及び懐中電灯をバ

ックアップとして携行している。放射

性物質が放出される可能性があること

から，操作は防護具（全面マスク，個

人線量計，ゴム手袋）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 :バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセス

ルート上に配備しており接近可能であ

る。また，ヘッドライト及び懐中電灯

をバックアップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備は

ない。 

操作性  :通常の受電操作であるため，容易に実施

可能である。 

連絡手段 :通信連絡設備（送受話器，電力保安通信

用電話設備，携帯型音声呼出電話設

備）のうち，使用可能な設備により，

中央制御室に連絡する。 

 受電操作    充電器盤運転 

受電状態確認   空調機運転状態確認 

使用可能な設備により，中央制

御室との連絡が可能である。 

ⅲ 現場操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。放射性物質が放出される可

能性があることから，操作は防

護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防

護服）を装備又は携行して作業

を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルー

ト上に配備していること，ヘッ

ドライト及び懐中電灯を携行し

ていることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に

支障となる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容

易に実施可能である。 

連絡手段 ：所内通信連絡設備（警報装置を

含む。），電力保安通信用電話設

備及び有線式通信設備のうち，

使用可能な設備により，中央制

御室との連絡が可能である。 

受電確認 
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(7)AM 用直流 125V 充電器盤受電 

a.操作概要 

AM 用直流 125V 充電器盤受電の際，現場にて MCC C 

系の受電操作を実施し，D/G(A)/Z 排風機の運転状態を

確認後，AM 用直流 125V 充電器盤を受電する。 

b.作業場所 

原子炉建屋 地下 1 階，地上 3 階，地上 4 階（非管

理区域） 

コントロール建屋 地下 1 階（非管理区域） 

c.必要要員数及び時間 

AM 用直流 125V 充電器盤受電のうち，MCC 受電操

作，空調機運転状態確認及び充電器盤受電操作に必要

な要員数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:2 名（現場運転員 2 名） 

想定時間 :35 分（実績時間:31 分） 

 ｅ．ＳＡ用 115V 系充電器盤受電 

(a) 操作概要 

ＳＡ用 115V 系充電器盤受電の際，Ｂ－中央制御室排

風機を系統構成実施後に起動し，Ｂ－計装コントロー

ルセンタのＳＡ用 115V 系充電器盤用遮断器を「入」操

作し，ＳＡ用 115V 系充電器盤を受電する。 

(b) 作業場所 

廃棄物処理建物 地下１階中階（非管理区域）（充

電器室） 

廃棄物処理建物 ２階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室）

(c) 必要要員数及び想定時間 

ＳＡ用 115V 系充電器盤受電のうち，Ｂ－計装コント

ロールセンタのＳＡ用 115V 系充電器盤用遮断器操作に

必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運

転員２名） 

想定時間  ：１時間 20分以内（所要時間目安※１：

43 分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●Ｂ－中央制御室排風機起動：想定時間 10分，所

要時間目安２分 

・中央制御室排風機起動：所要時間目安２分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，中央制御室排風機起動準備：想定時間１時

間，所要時間目安 36 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制

御室から廃棄物処理建物 ２階） 

・中央制御室排風機起動準備：所要時間目安 31

分（中央制御室排風機起動準備：廃棄物処理

建物 ２階） 

・設備の相違 

【東海第二】 

㉞の相違 
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d.操作の成立性について 

●ＳＡ用 115V 系充電器盤受電：想定時間 20分，所

要時間目安７分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：廃棄物

処理建物 ２階から充電器室） 

・ＳＡ用 115V 系充電器盤受電：所要時間目安２

分（受電確認：充電器室） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥ

Ｄライト（三脚タイプ），ＬＥＤ

ライト（ランタンタイプ）及び

ヘッドライトを配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であ

り，容易に操作可能である。 

ⅱ 充電器室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルー

ト上に配備していること，ヘッ

ドライト及び懐中電灯を携行し

ていることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に

支障となる設備はない。

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十

分な作業スペースもあることか

ら，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡

設備（警報装置を含む。）及び電

力保安通信用電話設備のうち，

使用可能な設備により，中央制

御室との連絡が可能である。 
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作業環境 :バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリ

アに配備しており，建屋内常用照明消

灯時における作業性を確保している。

また，ヘッドライト及び懐中電灯をバ

ックアップとして携行している。放射

性物質が放出される可能性があること

から，操作は防護具（全面マスク，個

人線量計，ゴム手袋）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 :バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセス

ルート上に配備しており接近可能であ

る。また，ヘッドライト及び懐中電灯

をバックアップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備は

ない。 

操作性  :通常の受電操作であるため，容易に実施

可能である。 

連絡手段 :通信連絡設備（送受話器，電力保安通信

用電話設備，携帯型音声呼出電話設

備）のうち，使用可能な設備により，

中央制御室に連絡する。 

受電操作      充電器盤運転 

  受電状態確認    空調機起動状態確認 

ⅲ 現場操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。放射性物質が放出される可

能性があることから，操作は防

護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防

護服）を装備又は携行して作業

を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルー

ト上に配備していること，ヘッ

ドライト及び懐中電灯を携行し

ていることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に

支障となる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容

易に実施可能である。 

連絡手段 ：所内通信連絡設備（警報装置を

含む。），電力保安通信用電話設

備及び有線式通信設備のうち，

使用可能な設備により，中央制

御室との連絡が可能である。 

受電確認 
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  ｆ．230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電 

(a) 操作概要 

230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電の際，Ｂ－中央制

御室排風機を系統構成実施後に起動し，Ｂ－計装コン

トロールセンタの 230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）用遮断

器を「入」操作し，230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）を受

電する。 

(b) 作業場所 

廃棄物処理建物 地下１階中階（非管理区域）（Ｂ

－計装電気室） 

廃棄物処理建物 ２階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室）

(c) 必要要員数及び想定時間 

230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電のうち，Ｂ－計装

コントロールセンタの 230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）用

遮断器操作に必要な要員数，想定時間は以下のとお

り。 

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運

転員２名） 

想定時間 ：１時間 20分以内（所要時間目安※１：

43 分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●Ｂ－中央制御室排風機起動：想定時間 10分，所

要時間目安２分 

・中央制御室排風機起動：所要時間目安２分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，中央制御室排風機起動準備：想定時間１時

間，所要時間目安 36 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制

御室から廃棄物処理建物 ２階） 

・中央制御室排風機起動準備：所要時間目安 31

・設備の相違 

【東海第二】 

㉞の相違 
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分（中央制御室排風機起動準備：廃棄物処理

建物２階） 

●230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電：想定時間 20

分，所要時間目安７分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：廃棄物

処理建物 ２階からＢ－計装電気室） 

・230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電：所要時間

目安２分（受電確認：Ｂ－計装電気室） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥ

Ｄライト（三脚タイプ），ＬＥＤ

ライト（ランタンタイプ）及び

ヘッドライトを配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であ

り，容易に操作可能である。 

ⅱ Ｂ－計装電気室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルー

ト上に配備していること，ヘッ

ドライト及び懐中電灯を携行し

ていることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に

支障となる設備はない。 

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十

分な作業スペースもあることか

ら，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡

設備（警報装置を含む。）及び電

力保安通信用電話設備のうち，

使用可能な設備により，中央制

御室との連絡が可能である。 
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ⅲ 現場操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。放射性物質が放出される可

能性があることから，操作は防

護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防

護服）を装備又は携行して作業

を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルー

ト上に配備していること，ヘッ

ドライト及び懐中電灯を携行し

ていることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に

支障となる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容

易に実施可能である。 

連絡手段 ：所内通信連絡設備（警報装置を

含む。），電力保安通信用電話設

備及び有線式通信設備のうち，

使用可能な設備により，中央制

御室との連絡が可能である。 

受電確認 
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(8)中央制御室監視計器の復旧 C 系及び D 系 

a.操作概要 

中央制御室監視計器復旧の際，現場にて MCC C 系及

び MCC D 系の受電操作を実施し，監視計器電源（バイ

タル交流電源，計測用電源）を復旧する。 

b.作業場所 

原子炉建屋 地下 1 階（非管理区域） 

コントロール建屋 地下 1 階（非管理区域） 

c.必要要員数及び時間 

中央制御室監視計器の復旧のうち，MCC 受電操作及

び監視計器電源復旧操作に必要な要員数，時間は以下

のとおり。 

必要要員数:2 名（現場運転員 2 名） 

想定時間 :50 分（実績時間:40 分） 

 ｇ．中央制御室監視計器の復旧Ｃ系及びＤ系 

(a) 操作概要 

中央制御室監視計器復旧の際，現場にて中央制御室

監視計器Ｃ系及びＤ系の受電操作を実施し，監視計器

電源を復旧する。 

(b) 作業場所 

廃棄物処理建物 地下１階中階（非管理区域）（Ｂ－

計装電気室） 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（Ａ－計装電気

室） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

中央制御室監視計器の復旧のうち，中央制御室監視

計器用遮断器操作に必要な要員数，想定時間は以下の

とおり。 

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運

転員２名） 

想定時間 ：40 分以内（所要時間目安※１：11 分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●中央制御室監視計器Ｃ系復旧確認：想定時間 20

分，所要時間目安１分 

・監視計器Ｃ系受電確認：所要時間目安１分 

●中央制御室監視計器Ｄ系復旧確認：想定時間 20

分，所要時間目安１分 

・監視計器Ｄ系受電確認：所要時間目安１分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●Ｃ／Ｃ Ｃ系受電操作（又はＣ／Ｃ Ｃ系受電確

認）：想定時間 20分，所要時間目安５分 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制

御室からＡ－計装電気室） 

・設備の相違 

【東海第二】 

㉞の相違 
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d.操作の成立性について 

作業環境 :バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリ

アに配備しており，建屋内常用照明消

灯時における作業性を確保している。

また，ヘッドライト及び懐中電灯をバ

ックアップとして携行している。放射

性物質が放出される可能性があること

から，操作は防護具（全面マスク，個

人線量計，ゴム手袋）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 :バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセス

ルート上に配備しており接近可能であ

る。また，ヘッドライト及び懐中電灯

をバックアップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備は

ない。 

操作性  :通常の受電操作であるため，容易に実施

可能である。 

・監視計器Ｃ系受電：所要時間目安３分（受電

確認：Ａ－計装電気室） 

●Ｃ／Ｃ Ｄ系受電操作（又はＣ／Ｃ Ｄ系受電確

認）：想定時間 20分，所要時間目安６分 

・移動：所要時間目安３分（移動経路：Ａ－計

装電気室からＢ－計装電気室） 

・監視計器Ｄ系受電：所要時間目安３分（受電

確認：Ｂ－計装電気室） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥ

Ｄライト（三脚タイプ），ＬＥＤ

ライト（ランタンタイプ）及び

ヘッドライトを配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であ

り，容易に操作可能である。 

ⅱ Ａ－計装電気室操作，Ｂ－計装電気室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルー

ト上に配備していること，ヘッ

ドライト及び懐中電灯を携行し

ていることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に

支障となる設備はない。 

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十

分な作業スペースもあることか

ら，容易に実施可能である。 

1.14-365



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

連絡手段 :通信連絡設備（送受話器，電力保安通信

用電話設備，携帯型音声呼出電話設

備）のうち，使用可能な設備により，

中央制御室に連絡する。 

   受電操作       計器電源復旧（D 系） 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡

設備（警報装置を含む。）及び電

力保安通信用電話設備のうち，

使用可能な設備により，中央制

御室との連絡が可能である。 

受電操作 
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添付資料 1.14.2－5

5．可搬型直流電源設備による給電 

(1)電源車による AM 用 MCC 受電 

a.操作概要 

AM 用直流 125V 充電器盤の受電前準備のため，電源

車により AM 用 MCCを受電する。 

b.作業場所 

原子炉建屋 地下 1 階，地上 1 階，地上 2 階，地上

3 階，地上 4 階（非管理区域） 

コントロール建屋 地上 2 階（非管理区域） 

屋外（荒浜側緊急用 M/C 設置場所，原子炉建屋近

傍） 

c.必要要員数及び時間 

電源車による AM 用直流 125V 充電器盤受電のうち，

電源車起動操作及び AM 用 MCC 受電操作に必要な要員

数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:8 名（現場運転員 2 名，緊急時対策要

員 6 名） 

想定時間 :｢荒浜側緊急用 M/C 経由の場合｣ 

95 分（実績時間なし） 

｢緊急用電源切替箱接続装置経由の場合｣ 

270 分（当該設備は設置工事中のため実績

時間なし） 

｢AM 用動力変圧器経由の場合｣ 

7．可搬型代替直流電源設備による非常用所内電気設備への給電 

ａ．操作概要 

外部電源及び２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの機能喪失時

に，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系による直流125V主母線盤２Ａ・

２Ｂへ給電ができない場合は，可搬型代替低圧電源車及び可

搬型整流器を組み合わせた可搬型代替直流電源設備により非

常用所内電気設備である直流125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）

へ給電する。 

ｂ．作業場所 

原子炉建屋西側可搬型代替低圧電源車設置エリア又は原子

炉建屋東側可搬型代替低圧電源車設置エリア 

原子炉建屋付属棟1階（非管理区域） 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

可搬型代替直流電源設備による非常用所内電気設備への給

電に必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

必要要員数：8名（運転員等（当直運転員）2名），重

大事故等対応要員6名） 

所要時間目安※１：250分以内 

※1 所要時間目安は，模擬により

算定した時間 

添付資料 1.14.2(5)

(5) 可搬型直流電源設備による給電 

ａ．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタク

ラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）（故意によ

る大型航空機の衝突その他テロリズムによる影響がある

場合）による給電 

(a) 操作概要 

Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電

器盤及び 230V 系充電器盤（常用）の受電前準備のた

め，高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用

メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）に

よりＳＡコントロールセンタを受電する。 

(b) 作業場所 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

屋外（ガスタービン発電機建物近傍） 

ガスタービン発電機建物 ３階（非管理区域） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メ

タクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によ

る給電のうち，最長時間を要する第４保管エリアの可

搬設備を使用した高圧発電機車起動操作に必要な要員

数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：４名（中央制御室運転員１名，緊急時

対策要員３名） 

想定時間 ：２時間 50分以内（所要時間目安※１：

１時間 57分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬

により算定した時間

・設備，記載の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 ⑨，㉖，㉚の相違 

島根２号炉は，「故意

による大型航空機の衝

突その他のテロリズム

による影響がある場

合」に使用する接続箇

所を明記 
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315 分（当該設備は設置工事中のため実績

時間なし） 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●緊急用メタクラ及びＳＡ低圧母線の受電準備：想

定時間 10分，所要時間目安３分 

・緊急用メタクラ及びＳＡ低圧母線の受電準

備：所要時間目安３分 

●受電確認：想定時間５分，所要時間目安１分 

・受電確認：所要時間目安１分 

【緊急時対策要員３名】 

●移動：想定時間 35 分，所要時間目安 32 分 

・移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時

対策所から第４保管エリア） 

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安

10 分 

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（車両健

全性確認：第４保管エリア） 

●高圧発電機車配置：想定時間１時間５分，所要時

間目安 55分 

・移動：所要時間目安８分（移動経路：第４保

管エリアからガスタービン発電機建物近傍） 

・高圧発電機車準備，ケーブル敷設及び接続：

所要時間目安 47 分（ガスタービン発電機建物

近傍） 

●移動，遮断器操作：想定時間 30 分，所要時間目

安 10分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：ガスタ

ービン発電機建物近傍からガスタービン発電

機建物 ３階） 

・遮断器操作：所要時間目安５分（ガスタービ

ン発電機建物 ３階） 

●高圧発電機車による送電：想定時間 30 分，所要

時間目安 10 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：ガスタ

ービン発電機建物 ３階からガスタービン発

電機建物近傍） 
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d.操作の成立性について 

作業環境 :車両の作業用照明・ヘッドライト，懐中

電灯及び LED 多機能ライトにより，夜

間における作業性を確保している。バ

ッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリア

に配備しており，建屋内常用照明消灯

時における作業性を確保している。ま

た，ヘッドライト及び懐中電灯をバッ

クアップとして携行しているため夜間

における作業性を確保している。放射

性物質が放出される可能性があること

から，操作は防護具（全面マスク，個

人線量計，ゴム手袋）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 :車両のヘッドライトのほか，ヘッドライ

ト，懐中電灯及び LED 多機能ライトを

携行しており，夜間においても接近可

能である。また，現場への移動は，地

震等による重大事故等が発生した場合

でも安全に移動できる経路を移動す

る。バッテリー内蔵型 LED 照明をアク

セスルート上に配備しており接近可能

である。また，ヘッドライト及び懐中

電灯をバックアップとして携行してい

る。 

アクセスルート上に支障となる設備は

ｄ．操作の成立性 

作業環境：車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトにより，夜間における作業性を確保し

ている。 

また，放射性物質が放出される可能性がある

ことから，操作は放射線防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋）を装備

又は携行して作業を行う。 

移動経路：車両のヘッドライトの他，ヘッドライト及び

ＬＥＤライトを携帯しており，夜間において

も接近可能である。また，アクセスルート上

に支障となる設備はない。 

・高圧発電機車の送電操作：所要時間目安５分

（ガスタービン発電機建物近傍） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥ

Ｄライト（三脚タイプ），ＬＥ

Ｄライト（ランタンタイプ）及

びヘッドライトを配備してい

る。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であ

り，容易に操作可能である。 

ⅱ 現場操作 

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライ

ト及び懐中電灯により，夜間に

おける作業性を確保している。 

常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配備

している。また，ヘッドライト及

び懐中電灯を携行している。放射

性物質が放出される可能性がある

ことから，操作は防護具（全面マ

スク，個人線量計，綿手袋，ゴム

手袋，汚染防護服）を装備又は携

行して作業を行う。 

移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘ

ッドライト及び懐中電灯を携行

していることから，夜間におい

ても接近可能である。また，現

場への移動は，地震等による重

大事故等が発生した場合でも安

全に移動できる経路を移動す

る。電源内蔵型照明をアクセス

ルート上に配備していること，

ヘッドライト及び懐中電灯を携

行していることから接近可能で

ある。また，アクセスルート上

1.14-369



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

ない。 

操作性  :通常の受電操作であるため，容易に実施

可能である。 

連絡手段 :通信連絡設備（送受話器，電力保安通信

用電話設備，携帯型音声呼出電話設

備，衛星電話設備，無線連絡設備）の

うち，使用可能な設備により，中央制

御室に連絡する。 

連絡手段：携行型有線通話装置，衛星電話設備（固定

型，携帯型），無線連絡設備（固定型，携帯

型），電力保安通信用電話設備（固定電話

機，ＰＨＳ端末），送受話器（ページング）

のうち，使用可能な設備により，災害対策本

部及び中央制御室との連絡が可能である。 

に支障となる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容

易に実施可能である。 

高圧発電機車の起動は，現場操

作パネルでの簡易なボタン操作

であり，操作性に支障はない。 

コネクタ接続であり操作性に支

障はない。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯

型），無線通信設備（固定型，

携帯型），電力保安通信用電話

設備，所内通信連絡設備（警報

装置を含む。）及び有線式通信設

備のうち，使用可能な設備によ

り，中央制御室及び緊急時対策

本部との連絡が可能である。 

高圧発電機車での作業 接続口作業 

可搬型代替低圧電源車 

低圧ケーブル接続箇所（可搬型代替低圧電源車）     操作盤 

可搬型整流器 
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 ｂ．高圧発電機車（高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）

による給電 

(a) 操作概要 

Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電

器盤及び 230V 系充電器盤（常用）の受電前準備のた

め，高圧発電機車（高圧発電機車接続プラグ収納箱に

接続）によりＳＡコントロールセンタを受電する。 

(b) 作業場所 

原子炉建物付属棟 ２階（非管理区域）

原子炉建物付属棟 ３階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室）

屋外（原子炉建物近傍） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

高圧発電機車（高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続）による給電のうち，最長時間を要する第４保管エ

リアの可搬設備を使用した高圧発電機車起動操作に必

要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：４名（中央制御室運転員１名，緊急時

対策要員３名） 

想定時間 ：２時間 40分以内（所要時間目安※１：

１時間 51分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬

により算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●緊急用メタクラ及びＳＡ低圧母線の受電準備：想

定時間 10分，所要時間目安３分 

・緊急用メタクラ及びＳＡ低圧母線の受電準

備：所要時間目安３分 

●受電確認：想定時間５分，所要時間目安１分 

・受電確認：所要時間目安１分 

【緊急時対策要員３名】 

●移動：想定時間 35 分，所要時間目安 32 分 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

㉕の相違 
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・移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時

対策所から第４保管エリア） 

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安

10 分 

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（車両健

全性確認：第４保管エリア） 

●高圧発電機車配置，高圧発電機車準備，ケーブル

敷設，接続プラグ収納箱の検電，接続作業：想定

時間 55 分，所要時間目安 34分 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：第４保

管エリアから原子炉建物近傍） 

・高圧発電機車準備，ケーブル敷設，接続プラ

グ収納箱の検電及び接続：所要時間目安 32分

（高圧発電機車準備，ケーブル敷設，接続プ

ラグ収納箱の検電及び接続：原子炉建物近

傍） 

●移動，メタクラ切替盤操作：想定時間 30 分，所

要時間目安 25分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉

建物近傍から原子炉建物付属棟 ２階） 

・メタクラ切替盤操作：所要時間目安 20 分（メ

タクラ切替盤操作：原子炉建物付属棟 ２

階） 

●移動，高圧発電機車による送電：想定時間 30

分，所要時間目安 10 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉

建物付属棟 ２階から原子炉建物近傍） 

・高圧発電機車の送電操作：所要時間目安５分

（送電操作：原子炉建物近傍） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥ

Ｄライト（三脚タイプ），ＬＥ

Ｄライト（ランタンタイプ）及

びヘッドライトを配備してい

る。 
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操作性  ：操作スイッチによる操作であ

り，容易に操作可能である。 

ⅱ 現場操作 

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライ

ト及び懐中電灯により，夜間に

おける作業性を確保している。 

常用照明消灯時においても，電源

内蔵型照明を作業エリアに配備し

ている。また，ヘッドライト及び

懐中電灯を携行している。放射性

物質が放出される可能性があるこ

とから，操作は防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手

袋，汚染防護服）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘ

ッドライト及び懐中電灯を携行

していることから，夜間におい

ても接近可能である。また，現

場への移動は，地震等による重

大事故等が発生した場合でも安

全に移動できる経路を移動す

る。 

電源内蔵型照明をアクセスルー

ト上に配備していること，ヘッ

ドライト及び懐中電灯を携行し

ていることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に

支障となる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容

易に実施可能である。 

高圧発電機車の起動は，現場操

作パネルでの簡易なボタン操作で

あり，操作性に支障はない。 

コネクタ及びボルトリンク接続で

あり操作性に支障はない。 
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連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯

型），無線通信設備（固定型，

携帯型），電力保安通信用電話

設備，所内通信連絡設備（警報

装置を含む。）及び有線式通信設

備のうち，使用可能な設備によ

り，中央制御室及び緊急時対策

本部との連絡が可能である。 

ボルトリンク接続作業 

高圧発電機車での作業 

接続口作業 
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(2) AM 用 MCC から AM 用直流 125V 蓄電池室換気設備及び AM 

用直流 125V 充電器盤への給電 

a.操作概要 

電源車により AM 用 MCC 受電後，仮設ケーブルを敷

設及び接続して AM用直流 125V 蓄電池室換気設備を起

動し，蓄電池充電時の水素ガスの滞留を防止する。ま

た，蓄電池室の換気を実施した後，AM 用直流 125V 充

電器盤の受電操作を行う。 

b.作業場所 

原子炉建屋 地上 3 階，地上 4 階（非管理区域） 

c.必要要員数及び時間 

電源車による AM 用直流 125V 充電器盤受電のうち，

仮設ケーブル接続前準備，仮設ケーブル敷設，AM 用直

流 125V 充電器盤受電操作及び AM 用直流 125V 蓄電池

室換気設備起動操作に必要な要員数，時間は以下のと

おり。 

必要要員数:8 名（現場運転員 2 名，緊急時対策要

員 6 名） 

想定時間 :140 分（当該設備は設置工事中のため実

績時間なし） 

 ｃ．Ｃ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系から蓄電池室換気設備及

び充電器盤（Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用

115V 系充電器盤及び 230V 系充電器盤（常用））への給

電 

(a) 操作概要 

高圧発電機車によりＳＡコントロールセンタ受電

後，仮設ケーブルを敷設及び接続して蓄電池室換気設

備を起動し，蓄電池充電時の水素ガスの滞留を防止す

る。また，蓄電池室の換気を実施した後，充電器盤

（Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電

器盤及び 230V 系充電器盤（常用））の受電操作を行

う。 

(b) 作業場所 

原子炉建物付属棟 ２階（非管理区域） 

原子炉建物付属棟 ３階（非管理区域） 

廃棄物処理建物 地下１階中階（非管理区域）（Ｂ

－計装電気室，充電器室） 

廃棄物処理建物 ２階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室）

(c) 必要要員数及び想定時間 

高圧発電機車による充電器盤（Ｂ１－115V 系充電器

盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器盤及び 230V 系充電

器盤（常用））受電のうち，最長時間を要する高圧発

電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）

の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）による給電の

仮設ケーブル接続前準備，仮設ケーブル敷設，充電器

盤（Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充

電器盤及び 230V 系充電器盤（常用））受電操作及び蓄

電池室換気設備起動操作に必要な要員数，想定時間は

以下のとおり。 

必要要員数：６名（中央制御室運転員１名，現場運

転員２名，緊急時対策要員３名） 

想定時間 ：３時間以内（所要時間目安※１：１時間

41 分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑨，㉚，㊻の相違 

1.14-375



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●排風機運転：想定時間 10 分，所要時間目安２分 

・排風機運転：所要時間目安２分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，仮設ケーブル接続前準備，排風機運転準

備：想定時間１時間 10分，所要時間目安 43分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制

御室から原子炉建物付属棟 ２階） 

・中央制御室排風機ケーブル接続準備：所要時

間目安１分（接続準備：原子炉建物付属棟 

２階） 

・移動：所要時間目安６分（移動経路：原子炉

建物付属棟 ２階から廃棄物処理建物 ２

階） 

・中央制御室排風機起動準備：所要時間目安 31

分（排風機起動準備：廃棄物処理建物 ２

階） 

●移動，排風機電源復旧：想定時間 20分，所要時

間目安７分 

・移動：所要時間目安６分（移動経路：廃棄物

処理建物 ２階から原子炉建物付属棟 ３

階） 

・中央制御室排風機電源復旧：所要時間目安１

分（中央制御室排風機電源復旧：原子炉建物

付属棟 ３階） 

●移動，充電器盤への給電，受電操作：想定時間

50 分，所要時間目安 20分 

・移動：所要時間目安６分（移動経路：原子炉

建物付属棟 ３階から充電器室） 

・Ｂ１－115V 充電器盤（ＳＡ）受電：所要時間

目安３分（電源切替操作及び受電確認：充電

器室） 

・ＳＡ用 115V 系充電器盤受電：所要時間目安３

分（電源切替操作及び受電確認：充電器室） 
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d.操作の成立性について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電：所要時間

目安８分（電源切替操作及び受電確認：充電

器室） 

 

【緊急時対策要員３名】 

●移動，仮設ケーブル敷設，接続：想定時間１時間

40分，所要時間目安１時間 12分 

・移動：所要時間目安 26分（移動経路：ガスタ

ービン発電機建物近傍から原子炉建物付属棟 

３階） 

・仮設ケーブル敷設，接続：所要時間目安 46分

（原子炉建物付属棟 ２階及び３階） 

 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥ

Ｄライト（三脚タイプ），ＬＥ

Ｄライト（ランタンタイプ）及

びヘッドライトを配備してい

る。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であ

り，容易に操作可能である。 

 

ⅱ Ｂ－計装電気室操作，充電器室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルー

ト上に配備していること，ヘッ

ドライト及び懐中電灯を携行し

ていることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に

支障となる設備はない。 

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十

分な作業スペースもあることか

ら，容易に実施可能である。 
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作業環境 :バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリ

アに配備しており，建屋内常用照明消

灯時における作業性を確保している。

また，ヘッドライト及び懐中電灯をバ

ックアップとして携行している。放射

性物質が放出される可能性があること

から，操作は防護具（全面マスク，個

人線量計，ゴム手袋）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 :バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセス

ルート上に配備しており接近可能であ

る。また，ヘッドライト及び懐中電灯

をバックアップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備は

ない。 

操作性  :通常の受電操作であるため，容易に実施

可能である。 

連絡手段 :通信連絡設備（送受話器，電力保安通信

用電話設備，携帯型音声呼出電話設

備，衛星電話設備，無線連絡設備）の

うち，使用可能な設備により，中央制

御室に連絡する。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡

設備（警報装置を含む。）及び電

力保安通信用電話設備のうち，

使用可能な設備により，中央制

御室との連絡が可能である。

ⅲ 現場操作

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。放射性物質が放出される可

能性があることから，操作は防

護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防

護服）を装備又は携行して作業

を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルー

ト上に配備していること，ヘッ

ドライト及び懐中電灯を携行し

ていることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に

支障となる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容

易に実施可能である。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯

型），無線通信設備（固定型，

携帯型），所内通信連絡設備

（警報装置を含む。），電力保安

通信用電話設備及び有線式通信

設備のうち，使用可能な設備に

より，中央制御室及び緊急時対

策本部との連絡が可能である。 
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遮断器操作 
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添付資料 1.14.2－6

6．直流給電車による直流 125V 主母線盤 A への給電 

(1)直流給電車による直流 125V 主母線盤 A への給電前準備 

a.操作概要 

直流給電車により直流 125V 主母線盤 A へ給電する

際，給電前準備として負荷抑制を実施する。 

b.作業場所 

コントロール建屋 地下 1 階(非管理区域) 

c.必要要員数及び時間 

直流給電車による直流 125V 主母線盤 A への給電の

うち，負荷抑制操作に必要な要員数，時間は以下のと

おり。 

必要要員数:2 名（現場運転員 2 名） 

想定時間 :30 分（実績時間:25 分） 

d.操作の成立性について 

作業環境 :バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリ

アに配備しており，建屋内常用照明消

灯時における作業性を確保している。

添付資料 1.14.2(6)

(6) 直流給電車による直流盤への給電 

ａ．直流給電車による直流盤への給電前準備 

(a) 操作概要 

直流給電車により直流盤へ給電する際，給電前準備

を実施する。 

(b) 作業場所 

廃棄物処理建物 地下１階中階（非管理区域）（Ｂ

－計装電気室）

(c) 必要要員数及び想定時間 

直流給電車による給電のうち，最長時間を要する原

子炉建物南側の直流給電車接続プラグ収納箱に接続に

よる直流盤への給電前準備に必要な要員数，想定時間

は以下のとおり。 

必要要員数：２名（現場運転員２名） 

想定時間 ：15 分以内（所要時間目安※１：８分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，遮断器操作：想定時間 15分，所用時間目

安８分 

・移動：所要時間目安３分（移動経路：中央制

御室からＢ－計装電気室） 

・Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）受電準備：所要時

間目安２分（受電準備：Ｂ－計装電気室） 

・230V 系直流盤（常用）受電準備：所要時間目

安３分（受電準備：Ｂ－計装電気室） 

(d) 操作の成立性について 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑨，⑩の相違 
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また，ヘッドライト及び懐中電灯をバ

ックアップとして携行している。放射

性物質が放出される可能性があること

から，操作は防護具（全面マスク，個

人線量計，ゴム手袋）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 :バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセス

ルート上に配備しており接近可能であ

る。また，ヘッドライト及び懐中電灯

をバックアップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備は

ない。 

操作性  :通常運転時に行う NFB 操作と同じであ

り，容易に実施可能である。 

連絡手段 :通信連絡設備（送受話器，電力保安通信

用電話設備，携帯型音声呼出電話設

備）のうち，使用可能な設備により，

中央制御室に連絡する。 

負荷抑制操作 

ト及び懐中電灯を携行してい

る。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルー

ト上に配備していること，ヘッ

ドライト及び懐中電灯を携行し

ていることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に

支障となる設備はない。 

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十

分な作業スペースもあることか

ら，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡

設備（警報装置を含む。）及び電

力保安通信用電話設備のうち，

使用可能な設備により，中央制

御室との連絡が可能である。 

遮断器操作 
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(2)直流給電車及び電源車のケーブル敷設及び直流 125V 主母線

盤 A への給電 

a.操作概要 

直流給電車により直流 125V 主母線盤 A へ給電する

際，直流給電車及び電源車のケーブルを敷設，接続

後，直流給電車及び電源車を起動し，直流 125V 主母線

盤 A への給電を実施する。 

b.作業場所 

屋外（コントロール建屋近傍） 

コントロール建屋 地上 1 階，地下 1 階（非管理区

域） 

c.必要要員数及び時間 

直流給電車による直流 125V 主母線盤 A への給電の

うち，電源接続前準備，直流給電車及び電源車起動操

作，並びに直流 125V 主母線盤 A 受電操作に必要な要

員数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:6 名（緊急時対策要員 6 名） 

想定時間 :730 分（当該設備は設置工事中のため実

績時間なし） 

 ｂ．直流給電車及び高圧発電機車のケーブル敷設及び直流給

電車接続プラグ収納箱に接続による直流盤への給電 

(a) 操作概要 

直流給電車により直流盤を受電する際，直流給電車

及び高圧発電機車のケーブルを敷設，接続後，直流給

電車及び高圧発電機車を起動し，直流盤に給電を実施

する。 

(b) 作業場所 

屋外（原子炉建物近傍又は廃棄物処理建物近傍） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

直流給電車による直流盤への給電のうち，準備，直

流給電車及び高圧発電機車起動操作に必要な要員数，

想定時間は以下のとおり。なお，原子炉建物近傍及び

廃棄物処理建物近傍で想定時間は同様である。 

必要要員数：３名（緊急時対策要員３名） 

想定時間 ：４時間以内（所要時間目安※１：３時間

７分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬に

より算定した時間 

想定時間内訳 

【緊急時対策要員３名】 

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安

10 分 

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第１保

管エリア） 

●高圧発電機車，直流給電車配置：想定時間１時間

35 分，所要時間目安１時間 19分 

・所要時間目安：１時間 19 分（移動経路：第１

保管エリアから原子炉建物又は廃棄物処理建

物近傍） 

●車両準備，ケーブル敷設，接続：想定時間１時間

35 分，所要時間目安１時間 15分 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑨，⑩の相違 
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d.操作の成立性について 

作業環境 :車両の作業用照明・ヘッドライト，懐中

電灯及び LED 多機能ライトにより，夜

間における作業性を確保している。バ

ッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリア

に配備しており，建屋内常用照明消灯

時における作業性を確保している。ま

た，ヘッドライト及び懐中電灯をバッ

クアップとして携行している。ヘッド

ライト及び懐中電灯により，夜間にお

ける作業性を確保している。放射性物

質が放出される可能性があることか

ら，操作は防護具（全面マスク，個人

線量計，ゴム手袋）を装備又は携行し

て作業を行う。 

移動経路 :車両のヘッドライトのほか，ヘッドライ

ト，懐中電灯及び LED 多機能ライトを

携行しており，夜間においても接近可

能である。また，現場への移動は，地

震等による重大事故等が発生した場合

でも安全に移動できる経路を移動す

る。バッテリー内蔵型 LED 照明をアク

セスルート上に配備しており接近可能

である。また，ヘッドライト及び懐中

電灯をバックアップとして携行してい

る。 

アクセスルート上に支障となる設備は

ない。 

・車両準備，ケーブル敷設，接続：所要時間目

安１時間 15 分（原子炉建物又は廃棄物処理建

物近傍） 

●直流給電車による給電：想定時間 40分，所要時

間目安 23分 

・高圧発電機車の起動，送電：所要時間目安５

分 

・直流給電車の送電操作，送電：所要時間目安

18 分 

(d) 操作の成立性について 

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び

懐中電灯により，夜間における作業性

を確保している。放射性物質が放出さ

れる可能性があることから，操作は防

護具（全面マスク，個人線量計，綿手

袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又

は携行して作業を行う。 

移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドラ

イト及び懐中電灯を携行していること

から，夜間においても接近可能であ

る。また，現場への移動は，地震等に

よる重大事故等が発生した場合でも安

全に移動できる経路を移動する。ま

た，アクセスルート上に支障となる設

備はない。 
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操作性  :コネクタ及び端子接続であり操作性に支

障はない。 

直流給電車の操作は現場操作パネルで

の簡易な CS 操作であり，操作性に支障

はない。 

連絡手段 :通信連絡設備（送受話器，電力保安通信

用電話設備，衛星電話設備，無線連絡

設備）のうち，使用可能な設備によ

り，緊急時対策本部に連絡する。 

操作性  ：直流給電車及び高圧発電機車の起動

は，現場操作パネルでの簡易なボタン

操作であり，操作性に支障はない。 

コネクタ接続であり操作性に支障はな

い。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無

線通信設備（固定型，携帯型），電力

保安通信用電話設備，所内通信連絡設

備（警報装置を含む。）及び有線式通信

設備のうち，使用可能な設備により，

緊急時対策本部との連絡が可能であ

る。 

高圧発電機車での作業 

直流給電車での作業 

接続口作業 

直流給電操作部

起動・停止 CS 
操作制御盤 
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添付資料 1.14.2－7

7．AM 用直流 125V 蓄電池による直流 125V 主母線盤 A 受電 

a.操作概要 

直流電源喪失時，M/C C 系への給電を行う際，M/C C 

系緊急用電源母線連絡の遮断器の制御電源を確保する

ため，AM 用直流 125V 蓄電池から 125V 同時投入防止

用切替盤を介して直流 125V 主母線盤 A を受電する。 

b.作業場所 

コントロール建屋 地下 1 階（非管理区域） 

c.必要要員数及び時間 

AM 用直流 125V 蓄電池による直流 125V 主母線盤 A 

受電のうち，125V 同時投入防止用切替盤での切替え操

作に必要な要員数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:2 名（現場運転員 2 名） 

想定時間 :25 分（実績時間:21 分） 

添付資料 1.14.2(7)

(7) ＳＡ用 115V 系蓄電池によるＢ－115V 系直流盤受電 

(a) 操作概要 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機の機能喪失時に，Ｍ／Ｃ 

Ｄ系への給電のため，ＳＡ用 115V 系蓄電池によるＢ－

115V 系直流盤への給電を実施し，Ｍ／Ｃ Ｄ系の受電

遮断器の制御電源を確保する。 

(b) 作業場所 

廃棄物処理建物 地下１階中階（非管理区域）（Ｂ

－計装電気室，充電器室） 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（補助盤室） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

ＳＡ用 115V 系蓄電池によるＢ－115V 系直流盤への給

電の切替えに必要な要員数，想定時間は以下のとお

り。 

必要要員数：２名（現場運転員２名） 

想定時間 ：30 分以内（所要時間目安※１：14 分） 

※１ 所要時間目安は，模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，Ｂ－115V 系直流盤受電準備：想定時間 15

分，所要時間目安７分 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制

御室から補助盤室） 

・Ｂ－115V 系直流盤受電準備：所要時間目安１

分（負荷切離し：補助盤室） 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：補助盤

室からＢ－計装電気室，充電器室） 

・Ｂ－115V 系直流盤受電準備：所要時間目安２

分（負荷切離し：Ｂ－計装電気室） 

●Ｂ－115V 系直流盤受電操作：想定時間 15分，所

要時間目安７分 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 
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d.操作の成立性について 

作業環境 :バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリ

アに配備しており，建屋内常用照明消

灯時における作業性を確保している。

また，ヘッドライト及び懐中電灯をバ

ックアップとして携行している。放射

性物質が放出される可能性があること

から，操作は防護具（全面マスク，個

人線量計，ゴム手袋）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 :バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセス

ルート上に配備しており接近可能であ

る。また，ヘッドライト及び懐中電灯

をバックアップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備は

ない。 

操作性  :通常の受電操作であるため，容易に実施

可能である。 

連絡手段 :通信連絡設備（送受話器，電力保安通信

用電話設備，携帯型音声呼出電話設

備）のうち，使用可能な設備により，

中央制御室に連絡する。 

同時投入防止用切替盤 

・移動：所要時間目安１分（移動経路：Ｂ－計

装電気室から充電器室） 

・受電操作：所要時間目安６分（受電操作：充

電器室） 

 (d) 操作の成立性について 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルー

ト上に配備していること，ヘッ

ドライト及び懐中電灯を携行し

ていることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に

支障となる設備はない。 

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十

分な作業スペースもあることか

ら，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡

設備（警報装置を含む。）及び電

力保安通信用電話設備のうち，

使用可能な設備により，中央制

御室との連絡が可能である。

電源切替操作 
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添付資料 1.14.2－8

8．常設直流電源喪失時の直流 125V 主母線盤 B 受電 

a.操作概要 

全交流動力電源及び直流電源喪失後，第一ガスター

ビン発電機，第二ガスタービン発電機，号炉間電力融

通ケーブル又は電源車による給電が可能な場合，M/C D 

系，直流 125V 充電器盤 B 及び直流 125V 主母線盤 B 

を受電して遮断器の制御電源を確保するが，M/C D 系

受電時は緊急用電源母線連絡の遮断器の制御電源が喪

失していることから，現場にて直流 125V 蓄電池 B の

遮断器を手動で開放し，M/C D 系緊急用電源母線連絡

の遮断器を手動で投入する。 

b.作業場所 

コントロール建屋 地下 1 階（非管理区域） 

原子炉建屋 地下 1 階（非管理区域） 

c.必要要員数及び時間 

常設直流電源喪失時の直流 125V 主母線盤 B 受電の

うち，直流 125V 蓄電池 B の遮断器「切」操作及び M/C 

D 系緊急用電源母線連絡の遮断器「入」操作に必要な

要員数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:2 名（現場運転員 2 名） 

想定時間 :20 分（実績時間:17 分） 

常設直流電源喪失時の直流 125V 主母線盤 B 受電の

うち，直流 125V 主母線盤 B の受電操作に必要な要員

数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:2 名（現場運転員 2 名） 

添付資料 1.14.2(8)

(8) 非常用直流電源喪失時のＡ－115V 系直流盤受電 

ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車による給電 

(a) 操作概要 

全交流動力電源及び直流電源喪失後，ガスタービン

発電機又は高圧発電機車による給電が可能な場合，Ｍ

／Ｃ Ｃ系，Ａ－115V 系充電器盤及びＡ－115V 系直流

盤を受電して遮断器の制御電源を確保するが，Ｍ／Ｃ 

Ｃ系受電時はＭ／Ｃ Ｃ系の受電遮断器の制御電源が

喪失していることから，現場にてＡ－115V 系蓄電池の

遮断器を手動で開放を行い，Ｍ／Ｃ Ｃ系の受電遮断

器を手動で投入し，Ａ－115V 系充電器盤の受電操作及

び受電確認を行う。 

(b) 作業場所 

原子炉建物付属棟 ２階（非管理区域） 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（Ａ－計装電

気室） 

タービン建物 ２階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室）

(c) 必要要員数及び想定時間 

非常用直流電源喪失時のＡ－115V 系直流盤受電のう

ち，Ａ－115V 系蓄電池の遮断器「切」操作，Ｍ／Ｃ 

Ｃ系の受電遮断器「入」操作及びＡ－115V 系充電器盤

の受電操作及び受電確認に必要な要員数，想定時間は

以下のとおり。 

必要要員数：６名（中央制御室運転員１名，現場運

転員２名，緊急時対策要員３名） 

想定時間 ：１時間 35分以内（所要時間目安※１：

48 分） 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 
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想定時間 :15 分（実績時間:12 分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬に

より算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●Ｍ／Ｃ Ｃ系受電確認：想定時間５分，所要時間

目安１分 

・Ｍ／Ｃ Ｃ系受電確認：所要時間目安１分 

●Ａ－中央制御室排風機起動：想定時間 10分，所

要時間目安２分 

・Ａ－中央制御室排風機起動：所要時間目安２

分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●Ｍ／Ｃ Ｃ系受電用遮断器「入」：想定時間 10

分，所要時間目安５分 

・Ｍ／Ｃ Ｃ系受電用遮断器「入」：所要時間

目安５分（受電準備：原子炉建物付属棟 ２

階） 

●Ｍ／Ｃ Ｃ系受電確認：想定時間５分，所要時間

目安１分 

・Ｍ／Ｃ Ｃ系受電確認：所要時間目安１分

（受電確認：原子炉建物 ２階） 

●移動，中央制御室排風機起動準備：想定時間１時

間，所要時間目安 36 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉

建物 ２階から廃棄物処理建物 ２階） 

・中央制御室排風機起動準備：所要時間目安 31

分（中央制御室排風機起動準備：廃棄物処理

建物 ２階） 

●Ａ－115V 系充電器盤受電：想定時間 20 分，所要

時間目安６分 

・移動：所要時間目安４分（廃棄物処理建物 

２階からＡ－計装電気室） 

・Ａ－115V 系充電器盤受電：所要時間目安２分

（受電操作及び電圧確認：Ａ－計装電気室） 
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d.操作の成立性について 

【緊急時対策要員３名】（高圧発電機車による給電

の場合） 

●高圧発電機車による給電：想定時間５分，所要時

間目安５分 

・高圧発電機車による給電：所要時間目安５分 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥ

Ｄライト（三脚タイプ），ＬＥ

Ｄライト（ランタンタイプ）及

びヘッドライトを配備してい

る。 

操作性  ：操作スイッチよる操作であり，

容易に操作可能である。 

ⅱ Ａ－計装電気室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルー

ト上に配備していること，ヘッ

ドライト及び懐中電灯を携行し

ていることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に

支障となる設備はない。 

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十

分な作業スペースもあることか

ら，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡

設備（警報装置を含む。）及び

電力保安通信用電話設備のう

ち，使用可能な設備により，中

央制御室との連絡が可能であ

る。 
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作業環境 :バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリ

アに配備しており，建屋内常用照明消

灯時における作業性を確保している。

また，ヘッドライト及び懐中電灯をバ

ックアップとして携行している。放射

性物質が放出される可能性があること

から，操作は防護具（全面マスク，個

人線量計，ゴム手袋）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 :バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセス

ルート上に配備しており接近可能であ

る。また，ヘッドライト及び懐中電灯

をバックアップとして携行している。 

操作性  :通常の受電操作であるため，容易に実施

可能である。 

連絡手段 :通信連絡設備（送受話器，電力保安通信

用電話設備，携帯型音声呼出電話設

備）のうち，使用可能な設備により，

中央制御室に連絡する。 

蓄電池遮断器手動開放    緊急用 M/C 遮断器手動投入 

ⅲ 現場操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。放射性物質が放出される可

能性があることから，操作は防

護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防

護服）を装備又は携行して作業

を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルー

ト上に配備していること，ヘッ

ドライト及び懐中電灯を携行し

ていることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に

支障となる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容

易に実施可能である。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯

型），無線通信設備（固定型，

携帯型），電力保安通信用電話

設備，所内通信連絡設備（警報

装置を含む。）及び有線式通信設

備のうち，使用可能な設備によ

り，中央制御室及び緊急時対策

本部との連絡が可能である。 

 遮断器手動投入  
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ｂ．号炉間電力融通ケーブルによる給電 

(a) 操作概要 

全交流動力電源及び直流電源喪失後，号炉間電力融

通ケーブルによる給電が可能な場合，Ｍ／Ｃ Ｃ系，

Ａ－115V 系充電器盤及びＡ－115V 系直流盤を受電して

遮断器の制御電源を確保するが，Ｍ／Ｃ Ｃ系受電時

はＭ／Ｃ Ｃ系の受電遮断器の制御電源が喪失してい

ることから，現場にてＡ－115V 系蓄電池の遮断器を手

動で開放を行い，Ｍ／Ｃ Ｃ系の受電遮断器を手動で

投入し，Ａ－115V 系充電器盤の受電操作及び受電確認

を行う。 

(b) 作業場所 

原子炉建物付属棟 ２階（非管理区域） 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（Ａ－計装電気

室） 

タービン建物 ２階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

非常用直流電源喪失時のＡ－115V 系直流盤受電のう

ち，Ａ－115V 系蓄電池の遮断器「切」操作，Ｍ／Ｃ

Ｃ系の母線連絡遮断器並びにＭ／Ｃ Ａ系の受電遮断

器「入」操作，Ａ－115V 系充電器盤の受電操作及び受

電確認に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運

転員２名） 

想定時間 ：１時間 45 分以内（所要時間目安※１：58

分） 

     ※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●Ｍ／Ｃ Ｃ系受電操作：想定時間５分，所要時間

目安１分 

・Ｍ／Ｃ Ｃ系受電操作：所要時間目安１分 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 
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●Ａ－中央制御室排風機起動：想定時間 10分，所

要時間目安２分 

・Ａ－中央制御室排風機起動：所要時間目安２

分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●Ｍ／Ｃ Ａ系及びＣ系受電用遮断器「入」：想定

時間 20 分，所要時間目安 15分 

・Ｍ／Ｃ Ａ系受電用遮断器「入」：所要時間

目安５分（受電操作：タービン建物 ２階） 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：タービ

ン建物 ２階から原子炉建物 ２階） 

・Ｍ／Ｃ Ｃ系受電用遮断器「入」：所要時間

目安５分（受電操作：原子炉建物付属棟 ２

階） 

●Ｍ／Ｃ Ｃ系受電確認：想定時間５分，所要時間

目安１分 

・Ｍ／Ｃ Ｃ系受電確認：所要時間目安１分

（原子炉建物 ２階） 

●移動，中央制御室排風機起動準備：想定時間１時

間，所要時間目安 36 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉

建物 ２階から廃棄物処理建物 ２階） 

・中央制御室排風機起動準備：所要時間目安 31

分（中央制御室排風機起動準備：廃棄物処理

建物 ２階） 

●Ａ－115V 系充電器盤受電：想定時間 20 分，所要

時間目安６分 

・移動：所要時間目安４分（廃棄物処理建物 

２階からＡ－計装電気室） 

・Ａ－115V 系充電器盤受電：所要時間目安２分

（受電操作及び電圧確認：Ａ－計装電気室） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，Ｌ

ＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥ

Ｄライト（ランタンタイプ）及
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びヘッドライトを配備してい

る。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であ

り，容易に操作可能である。 

ⅱ Ａ－計装電気室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルー

ト上に配備していること，ヘッ

ドライト及び懐中電灯を携行し

ていることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に

支障となる設備はない。 

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十

分な作業スペースもあることか

ら，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡

設備（警報装置を含む。）及び電

力保安通信用電話設備のうち，

使用可能な設備により，中央制

御室との連絡が可能である。 

ⅲ 現場操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。放射性物質が放出される可

能性があることから，操作は防

護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防

護服）を装備又は携行して作業

を行う。 
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移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルー

ト上に配備していること，ヘッ

ドライト及び懐中電灯を携行し

ていることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に

支障となる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容

易に実施可能である。 

連絡手段 ：所内通信連絡設備（警報装置を

含む。），電力保安通信用電話設

備及び有線式通信設備のうち，

使用可能な設備により，中央制

御室との連絡が可能である。

遮断器手動投入
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添付資料 1.14.2－9

9．号炉間連絡ケーブルを使用した直流 125V 主母線盤 A 又は直

流 125V 主母線盤 B 受電 

a.操作概要 

当該号炉で外部電源，常設直流電源設備及び常設代

替直流電源設備の機能喪失により非常用ディーゼル発

電機の起動に必要な直流電源（制御電源）を確保でき

ない場合において，他号炉の MCC から号炉間連絡ケー

ブルを使用して当該号炉の直流 125V 主母線盤 A 又は

直流 125V 主母線盤 B を受電し，非常用ディーゼル発

電機の起動に必要な直流電源（制御電源）を確保す

る。 

b.作業場所 

コントロール建屋 地下１階（非管理区域） 

原子炉建屋 地下 1 階（非管理区域） 

c.必要要員数及び時間 

号炉間連絡ケーブルを使用した直流 125V 主母線盤 A 

又は直流 125V 主母線盤 B 受電のうち，電力融通前準

備，電力融通操作及び直流 125V 主母線盤 A 又は直流

125V 主母線盤 B 受電操作に必要な要員数，時間は以下

のとおり。 

必要要員数:2 名（現場運転員 2 名） 

想定時間 :55 分（実績時間:40 分） 

添付資料 1.14.2(9)

(9) 号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V 系直流盤又はＢ－

115V 系直流盤受電 

(a) 操作概要 

当該号炉で外部電源及び非常用直流電源設備の機能

喪失により非常用ディーゼル発電機の起動に必要な直

流電源（制御電源）を確保できない場合において，他

号炉のＣ／Ｃから号炉間連絡ケーブルを使用して当該

号炉のＡ－115V 系直流盤又はＢ－115V 系直流盤を受電

し，非常用ディーゼル発電機の起動に必要な直流電源

（制御電源）を確保する。 

(b) 作業場所 

「当該号炉」 

廃棄物処理建物 地下１階中階（非管理区域）（Ｂ

－計装電気室）

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（Ａ－計装電

気室）

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室）

「他号炉」 

制御室建物 １階（非管理区域） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V 系直流盤又

はＢ－115V 系直流盤受電のうち，最長時間を要するＢ

－115V 系直流盤受電について，電力融通前準備，電力

融通操作及びＢ－115V 系直流盤受電操作に必要な要員

数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：２名（現場運転員２名） 

想定時間  ：55分以内（所要時間目安※１：28 分）

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

想定時間内訳 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，蓄電池遮断器「切」：想定時間 10分，所

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 
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d.操作の成立性について 

要時間目安５分 

・移動：所要時間目安３分（中央制御室からＢ

－計装電気室） 

・蓄電池遮断器「切」：所要時間目安２分（受

電準備：Ｂ－計装電気室） 

●受電準備：想定時間 25分，所要時間目安 16 分 

・受電準備：所要時間目安６分（受電準備：Ｂ

－計装電気室） 

・移動：所要時間目安５分（Ｂ－計装電気室か

ら制御室建物 １階） 

・受電準備：所要時間目安５分（受電準備：制

御室建物 １階） 

●融通作業：想定時間 15分，所要時間目安６分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：制御室

建物 １階からＢ－計装電気室） 

・融通作業：所要時間目安１分（融通作業：Ｂ

－計装電気室） 

●充電器受電：想定時間５分，所要時間目安１分 

・充電器受電：所要時間目安１分（受電確認：

Ｂ－計装電気室） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ Ａ－計装電気室操作，Ｂ－計装電気室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルー

ト上に配備していること，ヘッ

ドライト及び懐中電灯を携行し

ていることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に

支障となる設備はない。 

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十

分な作業スペースもあることか

ら，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡
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作業環境 :バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリ

アに配備しており，建屋内常用照明消

灯時における作業性を確保している。

また，ヘッドライト及び懐中電灯をバ

ックアップとして携行している。放射

性物質が放出される可能性があること

から，操作は防護具（全面マスク，個

人線量計，ゴム手袋）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 :バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセス

ルート上に配備しており接近可能であ

る。また，ヘッドライト及び懐中電灯

をバックアップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備は

ない。 

操作性  :通常の受電操作であるため，容易に実施

可能である。 

連絡手段 :通信連絡設備（送受話器，電力保安通信

用電話設備，携帯型音声呼出電話設

備）のうち，使用可能な設備により，

中央制御室に連絡する。 

電力融通前準備操作 

設備（警報装置を含む。）及び電

力保安通信用電話設備のうち，

使用可能な設備により，中央制

御室との連絡が可能である。 

ⅱ 現場操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。放射性物質が放出される可

能性があることから，操作は防

護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防

護服）を装備又は携行して作業

を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルー

ト上に配備していること，ヘッ

ドライト及び懐中電灯を携行し

ていることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に

支障となる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容

易に実施可能である。 

連絡手段 ：所内通信連絡設備（警報装置を

含む。），電力保安通信用電話設

備及び有線式通信設備のうち，

使用可能な設備により，中央制

御室との連絡が可能である。 

遮断器操作 
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18．可搬型代替直流電源設備による直流125V主母線盤への給電 

ａ．操作概要 

外部電源及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの機能喪失時に，125V系

蓄電池Ａ系・Ｂ系による直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂへ給電

ができない場合は，可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器

を組み合わせた可搬型代替直流電源設備により非常用所内電

気設備である直流125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）へ給電す

る。 

ｂ．作業場所 

原子炉建屋西側可搬型代替低圧電源車設置エリア又は原子

炉建屋東側可搬型代替低圧電源車設置エリア 

原子炉建屋付属棟1階（非管理区域） 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

可搬型代替直流電源設備による非常用所内電気設備への給

電に必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

必要要員数：8名（運転員等（当直運転員）2名），重

大事故等対応要員6名） 

所要時間目安※１：250分以内 

※1 所要時間目安は，模擬により算

定した時間 

ｄ．操作の成立性 

作業環境：車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトにより，夜間における作業性を確保し

ている。 

また，放射性物質が放出される可能性がある

ことから，操作は放射線防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋）を装備

又は携行して作業を行う。 

移動経路：車両のヘッドライトの他，ヘッドライト及び

ＬＥＤライトを携帯しており，夜間において

も接近可能である。また，アクセスルート上

に支障となる設備はない。 

連絡手段：携行型有線通話装置，衛星電話設備（固定

型，携帯型），無線連絡設備（固定型，携帯

・設備の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 
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型），電力保安通信用電話設備（固定電話

機，ＰＨＳ端末），送受話器（ページング）

のうち，使用可能な設備により，災害対策本

部及び中央制御室との連絡が可能である。 

可搬型代替低圧電源車 

低圧ケーブル接続箇所（可搬型代替低圧電源車） 操作盤 

可搬型整流器 

1.14-399



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

添付資料 1.14.2－10

10．第一ガスタービン発電機,第二ガスタービン発電機，号炉間

電力融通ケーブル又は電源車による AM 用 MCC 受電 

(1) 電路構成 

a.操作概要 

非常用所内電気設備の 2 系統が機能喪失した場合に

おいて，第一ガスタービン発電機により AM 用 MCC を

受電するため，現場での電路構成を実施する。 

b.作業場所 

コントロール建屋 地上 2 階（非管理区域） 

原子炉建屋 地下１階, 地上 3 階, 地上 4 階（非管

理区域） 

c.必要要員数及び時間 

第一ガスタービン発電機による AM 用 MCC 受電のう

ち，現場での電路構成に必要な要員数，時間は以下の

とおり。 

必要要員数:2 名（現場運転員 2 名） 

想定時間 :25 分（当該設備は設置工事中のため実

績時間なし） 

8．常設代替高圧電源装置の起動及び緊急用Ｍ／Ｃ受電 

ａ．操作概要 

非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ ２Ｃ及びＭ／Ｃ ２Ｄ

が機能喪失した場合又は代替所内電気設備に接続する重大

事故等対処設備が必要な場合に，常設代替高圧電源装置（2

台）により代替所内電気設備である緊急用Ｍ／Ｃ，緊急用

Ｐ／Ｃに給電する。 

ｂ．作業場所 

原子炉建屋付属棟1階 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

常設代替交流電源設備による代替所内電気設備への給電

に必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

【常設代替高圧電源装置（2台）の中央制御室からの起動

及び代替所内電気設備受電】 

必要要員数：1名（運転員等（当直運転員）1名） 

所要時間目安※１：作業開始を判断してから常設代替高

圧電源装置（2台）の起動及び緊急

用Ｍ／Ｃ受電完了までの所要時間を

4分以内。 

※1 所要時間目安は，模擬により算

定した時間 

添付資料 1.14.2(10)

(10) ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロード

センタ及びＳＡコントロールセンタ受電 

ａ．ガスタービン発電機によるＳＡロードセンタ及びＳＡ

コントロールセンタ受電 

(a) 操作概要 

非常用所内電気設備の２系統が機能喪失した場合，

又は代替所内電気設備に接続する重大事故等対処設備

が必要な場合において，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／

Ｃを受電するため，ガスタービン発電機を起動し，Ｓ

Ａ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃの受電前準備を実施す

る。 

(b) 作業場所 

原子炉建物付属棟 ３階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

ガスタービン発電機によるＳＡロードセンタ及びＳ

Ａコントロールセンタ受電のうち，ガスタービン発電

機起動，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電操作

に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：３名（中央制御室運転員１名，現場

運転員２名） 

想定時間   ：10分以内（所要時間目安※１：４分）

なお，ＳＡ電源切替盤操作完了までは，40 分以内と

想定する。 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】

 ①，⑥，⑫の相違 

島根２号炉は，ガス

タービン発電機による

ＳＡ－Ｌ／Ｃ受電まで

の電路構成は，中央制

御室で実施可能 
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d.操作の成立性について 

【常設代替高圧電源装置（2台）の現場からの起動及び代

替所内電気設備受電】 

必要要員数：3名（運転員等（当直運転員）1名），重

大事故等対応要員2名） 

所要時間目安※２：作業開始を判断してから常設代替高

圧電源装置（2台）の起動及び緊急

用Ｍ／Ｃ受電完了までの所要時間を

40分以内。 

※2 所要時間目安は，模擬により算

定した時間 

ｄ．操作の成立性 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●ガスタービン発電機起動，ＳＡロードセンタ及

びＳＡコントロールセンタ受電：想定時間 10

分，所要時間目安４分 

・ガスタービン発電機起動，ＳＡロードセンタ

及びＳＡコントロールセンタ受電：所要時間

目安４分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）：想定時間

20 分，所要時間目安 11分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制

御室から原子炉建物付属棟 ３階） 

・ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）：所要時間目安

６分（電源切替盤操作：原子炉建物付属棟 

３階） 

●移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）：想定時間

20 分，所要時間目安７分 

・移動：所要時間目安１分（原子炉建物付属棟 

３階） 

・ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）：所要時間目安

６分（電源切替盤操作：原子炉建物付属棟 

３階） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥ
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作業環境 : バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリ

アに配備しており，建屋内常用照明消

灯時における作業性を確保している。

また，ヘッドライト及び懐中電灯をバ

ックアップとして携行している。放射

性物質が放出される可能性があること

から，操作は防護具（全面マスク，個

人線量計，ゴム手袋）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 :バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセス

ルート上に配備しており接近可能であ

る。また，ヘッドライト及び懐中電灯

をバックアップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備は

ない。 

操作性  :通常の受電操作であるため，容易に実

施可能である。 

連絡手段 :通信連絡設備（送受話器，電力保安通

信用電話設備，携帯型音声呼出電話設

備）のうち，使用可能な設備により，

中央制御室に連絡する。 

作業環境：常用照明消灯時においても，ヘッドライト又

はＬＥＤライトを携行している。操作は汚染

の可能性を考慮し放射線防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋）を装備

又は携行して作業を行う。 

移動経路：ヘッドライト・ＬＥＤライトを携行しており

接近可能である。 

連絡手段：携行型有線通話装置，衛星電話設備（固定

型，携帯型），無線連絡設備（固定型，携帯

型），電力保安通信用電話設備（固定電話

機，ＰＨＳ端末），送受話器（ページング）

のうち，使用可能な設備により，中央制御室

及び災害対策本部との連絡が可能である。 

Ｄライト（三脚タイプ），ＬＥＤ

ライト（ランタンタイプ）及び

ヘッドライトを配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であ

り，容易に操作可能である。 

ⅱ 現場操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。放射性物質が放出される可

能性があることから，操作は防

護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防

護服）を装備又は携行して作業

を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルー

ト上に配備していること，ヘッ

ドライト及び懐中電灯を携行し

ていることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に

支障となる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容

易に実施可能である。 

連絡手段 ：所内通信連絡設備（警報装置を

含む。），電力保安通信用電話設

備及び有線式通信設備のうち，

使用可能な設備により，中央制

御室との連絡が可能である。

1.14-402
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(2)第二ガスタービン発電機起動及び荒浜側緊急用 M/C 受電 

a.操作概要 

非常用所内電気設備の 2 系統が機能喪失した場合に

おいて，AM 用 MCCを受電するため，第二ガスタービン

発電機を起動し，荒浜側緊急用 M/C を受電する。 

b.作業場所 

屋外（第二ガスタービン発電機設置場所，荒浜側緊

急用 M/C 設置場所） 

c.必要要員数及び時間 

第二ガスタービン発電機による荒浜側緊急用 M/C を

経由した AM 用 MCC受電のうち，第二ガスタービン発

電機起動操作及び荒浜側緊急用 M/C 受電操作に必要な

要員数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:6 名（緊急時対策要員 6 名） 

想定時間 :65 分（当該設備は設置工事中のため実

績時間なし） 

d.操作の成立性について 

作業環境 :ヘッドライト及び懐中電灯により，夜

間における作業性を確保している。放

射性物質が放出される可能性があるこ

とから，操作は防護具（全面マスク，

個人線量計，ゴム手袋）を装備又は携

行して作業を行う。 

移動経路 :車両のヘッドライトのほか，ヘッドラ

イト及び懐中電灯を携行しており，夜

間においても接近可能である。また，

現場への移動は，地震等による重大事

故等が発生した場合でも安全に移動で

きる経路を移動する。 

操作性  :第二ガスタービン発電機の起動は，現

場操作パネルでの簡易なボタン操作で

あり，操作性に支障はない。 

通常の受電操作であるため，容易に実

施可能である。 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 
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連絡手段 :通信連絡設備（電力保安通信用電話設

備，衛星電話設備，無線連絡設備）の

うち，使用可能な設備により，中央制

御室に連絡する。 

1.14-404
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(3)第二ガスタービン発電機起動及び大湊側緊急用 M/C からの

給電 

a.操作概要 

非常用所内電気設備の 2 系統が機能喪失した場合に

おいて，AM 用 MCCを受電するため，第二ガスタービン

発電機を起動し，大湊側緊急用 M/C から給電する。 

b.作業場所 

屋外（第二ガスタービン発電機設置場所，大湊側緊

急用 M/C 設置場所） 

c.必要要員数及び時間 

第二ガスタービン発電機による大湊側緊急用 M/C を

経由した AM 用 MCC受電のうち，第二ガスタービン発

電機起動操作及び大湊側緊急用 M/C からの給電操作に

必要な要員数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:6 名（緊急時対策要員 6 名） 

想定時間 :95 分（当該設備は設置工事中のため実

績時間なし） 

d.操作の成立性について 

作業環境 :ヘッドライト及び懐中電灯により，夜

間における作業性を確保している。放

射性物質が放出される可能性があるこ

とから，操作は防護具（全面マスク，

個人線量計，ゴム手袋）を装備又は携

行して作業を行う。 

移動経路 :車両のヘッドライトのほか，ヘッドラ

イト及び懐中電灯を携行しており，夜

間においても接近可能である。また，

現場への移動は，地震等による重大事

故等が発生した場合でも安全に移動で

きる経路を移動する。 

操作性  :第二ガスタービン発電機の起動は，現

場操作パネルでの簡易なボタン操作で

あり，操作性に支障はない。 

通常の受電操作であるため，容易に実

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 
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施可能である。 

連絡手段 :通信連絡設備（電力保安通信用電話設

備，衛星電話設備，無線連絡設備）の

うち，使用可能な設備により，緊急時

対策本部に連絡する。 

1.14-406
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(4) 号炉間電力融通ケーブルによる AM 用 MCC 受電 

a.操作概要 

非常用所内電気設備の 2 系統が機能喪失した場合に

おいて，健全号炉の非常用ディーゼル発電機により号

炉間電力融通ケーブルを介して AM 用 MCC を受電す

る。 

b.作業場所 

｢当該号炉｣ 

原子炉建屋 地下 1 階，地上 3 階，地上 4 階（非管

理区域） 

コントロール建屋 地上 2 階（非管理区域） 

｢他号炉｣ 

原子炉建屋 地下 1 階（非管理区域） 

コントロール建屋 地上 2 階（非管理区域） 

原子炉建屋 地上 1 階（管理区域） 

タービン建屋 地下中２階（非管理区域） 

c.必要要員数及び時間 

号炉間電力融通ケーブルによる AM 用 MCC 受電のう

ち，負荷切替え操作及び非常用ディーゼル発電機によ

る AM 用 MCC への給電準備に必要な要員数，時間は以

下のとおり。 

必要要員数:4 名（現場運転員 4 名） 

想定時間 :85 分（当該設備は設置工事中のため実

績時間なし） 

d.操作の成立性について 

作業環境 :バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリ

アに配備しており，建屋内常用照明消

灯時における作業性を確保している。

また，ヘッドライト及び懐中電灯をバ

ックアップとして携行している。非管

理区域における操作は放射性物質が放

出される可能性があることから，防護

具（全面マスク，個人線量計，ゴム手

袋）を装備又は携行して作業を行う。

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑫の相違 

1.14-407



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

管理区域においては汚染の可能性を考

慮し防護具（全面マスク，個人線量

計，ゴム手袋）を装備して作業を行

う。 

移動経路 :バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセス

ルート上に配備しており接近可能であ

る。また，ヘッドライト及び懐中電灯

をバックアップとして携行している。 

また，アクセスルート上に支障となる

設備はない。 

操作性  :通常の受電操作であるため，容易に実

施可能である。 

連絡手段 :通信連絡設備（送受話器，電力保安通

信用電話設備，携帯型音声呼出電話設

備）のうち，使用可能な設備により，

中央制御室に連絡する。 

負荷切替え操作        負荷切替え操作
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(5)号炉間電力融通ケーブル敷設及び電路構成 

a.操作概要 

健全号炉の非常用ディーゼル発電機により AM 用 MCC 

へ給電する際，各号炉の緊急用電源切替箱断路器間に

号炉間電力融通ケーブルを敷設及び接続し，電路構成

を実施する。 

b.作業場所 

コントロール建屋 地上 2 階（非管理区域） 

原子炉建屋 地下 1 階（非管理区域） 

c.必要要員数及び時間 

号炉間電力融通ケーブルを使用した AM 用 MCC 受電

のうち，号炉間電力融通ケーブルの敷設及び接続に必

要な要員数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:8 名(現場運転員 2 名，緊急時対策要員

6 名) 

想定時間 :「緊急用電源切替箱近傍の号炉間電力融

通ケーブル（常設）を使用する場合」 

100 分（当該設備は設置工事中のため実

績時間なし） 

「屋外保管の号炉間電力融通ケーブル

（可搬型）を使用する場合」 

230 分（当該設備は設置工事中のため実

績時間なし） 

d.操作の成立性について 

作業環境 :バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリ

アに配備しており，建屋内常用照明消

灯時における作業性を確保している。

また，ヘッドライト及び懐中電灯をバ

ックアップとして携行している。放射

性物質が放出される可能性があること

から，操作は防護具（全面マスク，個

人線量計，ゴム手袋）を装備又は携行

して作業を行う。 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑫の相違 
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移動経路 :バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセス

ルート上に配備しており接近可能であ

る。また，ヘッドライト及び懐中電灯

をバックアップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備は

ない。 

操作性  :コネクタ及び端子接続であり操作性に

支障はない。 

連絡手段 :通信連絡設備（送受話器，電力保安通

信用電話設備，携帯型音声呼出電話設

備，衛星電話設備，無線連絡設備）の

うち，使用可能な設備により，緊急時

対策本部に連絡する。 

1.14-410
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(6)電源車起動及び荒浜側緊急用 M/C 受電 

 

 

 

 

 

a.操作概要 

非常用所内電気設備の 2 系統が機能喪失した場合に

おいて，AM 用 MCCを受電するため，電源車を起動し，

荒浜側緊急用 M/C を受電する。 

 

 

 

 

 

b.作業場所 

屋外（荒浜側緊急用 M/C 設置場所） 

 

 

 

 

c.必要要員数及び時間 

電源車による荒浜側緊急用 M/C を経由した AM 用

MCC 受電のうち，電源車起動操作及び荒浜側緊急用

M/C 受電操作に必要な要員数，時間は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

必要要員数:6 名（緊急時対策要員 6 名） 

 

想定時間 :90 分（当該設備は設置工事中のため実

績時間なし） 

 

 

 

9．可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源車接続盤（西

側）又は（東側）接続）の起動及び緊急用Ｐ／Ｃ受電 

 

 

 

 

ａ．操作概要 

外部電源喪失時に，常設代替高圧電源装置による緊急用

Ｍ／Ｃへの給電ができない場合は，可搬型代替交流電源設

備である可搬型代替低圧電源車により代替所内電気設備で

ある緊急用Ｐ／Ｃに給電する。 

 

 

 

 

ｂ．作業場所 

原子炉建屋西側可搬型代替低圧電源車設置エリア又は原

子炉建屋東側可搬型代替低圧電源車設置エリア 

原子炉建屋付属棟地下1階，地下2階（非管理区域） 

原子炉建屋付属棟1階 

 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備への

給電に必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

【可搬型代替低圧電源車の起動】 

必要要員数：9名（運転員等（当直運転員）3名），重

大事故等対応要員6名） 

所要時間目安※１：作業開始を判断してから可搬型代替

低圧電源車（2台）の起動完了まで

の所要時間を170分以内。 

 

※1 所要時間目安は，模擬により算

ｂ．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタ

クラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）によ

るＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電

（故意による大型航空機の衝突その他テロリズムによ

る影響がある場合） 

 

(a) 操作概要 

非常用所内電気設備の２系統が機能喪失した場合，

又は代替所内電気設備に接続する重大事故等対処設備

が必要な場合において，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／

Ｃを受電するため，高圧発電機車（ガスタービン発電

機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラ

グ盤への接続）を起動し，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ

／Ｃの受電前準備を実施する。 

 

(b) 作業場所 

屋外（ガスタービン発電機建物近傍） 

ガスタービン発電機建物 ３階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

 

 

(c) 必要要員数及び想定時間 

高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メ

タクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）に

よるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受

電のうち，最長時間を要する第４保管エリアの可搬設

備を使用した高圧発電機車のケーブル敷設及び接続作

業，遮断器操作及び高圧発電機車起動操作並びにＳＡ

－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電操作に必要な要員

数，想定時間は以下のとおり。 

 

必要要員数：６名（中央制御室運転員１名，現場運

転員２名，緊急時対策要員３名） 

想定時間 ：４時間 40分以内（所要時間目安※１：

３時間 27分） 

なお，ＳＡ電源切替盤操作完了まで

は，40分以内と想定する。 

 ※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬によ

・設備，記載の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

㉕の相違 
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1.14-411



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

定した時間 

【非常用所内電気設備受電】 

必要要員数：9名（運転員等（当直運転員）3名），重

大事故等対応要員6名） 

所要時間目安※２：作業開始を判断してから緊急用Ｐ／

Ｃ受電完了までの所要時間を180分

以内。 

※2 所要時間目安は，模擬により算

定した時間 

り算定した時間

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●緊急用メタクラ及びＳＡ低圧母線の受電準備：

想定時間 10 分，所要時間目安３分 

・電路構成：所要時間目安３分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）：想定時間

20 分，所要時間目安 11分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制

御室から原子炉建物付属棟 ３階） 

・ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）：所要時間目安

６分（電源切替盤操作：原子炉建物付属棟 

３階） 

●移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）：想定時間

20 分，所要時間目安７分 

・移動：所要時間目安１分（原子炉建物付属棟 

３階） 

・ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）：所要時間目安

６分（電源切替盤操作：原子炉建物付属棟 

３階） 

【緊急時対策要員３名】 

●移動：想定時間 35 分，所要時間目安 32 分 

・移動：所要時間目安 32分（移動経路：緊急時

対策所から第４保管エリア） 

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安

10 分 
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d.操作の成立性について ｄ．操作の成立性 

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（車両健

全性確認：第４保管エリア） 

●高圧発電機車配置：想定時間１時間 10 分，所要

時間目安 47 分 

・高圧発電機車配置：所要時間目安 47分（移動

経路：第４保管エリアからガスタービン発電

機建物近傍） 

●高圧発電機車準備：想定時間２時間５分，所要

時間目安１時間 38分 

・高圧発電機車準備，ケーブル敷設：所要時間

目安１時間 13分（高圧発電機車準備，ケーブ

ル敷設作業：ガスタービン発電機建物近傍） 

・緊急用メタクラ接続プラグ盤へのケーブル接

続：所要時間目安 25 分（ケーブル接続作業：

ガスタービン発電機建物近傍） 

●移動，遮断器操作：想定時間 10分，所要時間目

安 10分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：ガスタ

ービン発電機建物近傍からガスタービン発電

機建物 ３階） 

・遮断器操作：所要時間目安５分（遮断器操

作：ガスタービン発電機建物 ３階） 

●移動，送電操作：想定時間 30 分，所要時間目安

10 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：ガスタ

ービン発電機建物 ３階からガスタービン発

電機建物近傍） 

・送電操作：所要時間目安５分（送電操作：ガ

スタービン発電機建物近傍） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥ

Ｄライト（三脚タイプ），ＬＥＤ

ライト（ランタンタイプ）及び

ヘッドライトを配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であ

り，容易に操作可能である。 

1.14-413



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

作業環境 :ヘッドライト及び懐中電灯により，夜

間における作業性を確保している。放

射性物質が放出される可能性があるこ

とから，操作は防護具（全面マスク，

個人線量計，ゴム手袋）を装備又は携

行して作業を行う。 

移動経路 :車両のヘッドライトのほか，ヘッドラ

イト及び懐中電灯を携行しており，夜

間においても接近可能である。また，

現場への移動は，地震等による重大事

故等が発生した場合でも安全に移動で

きる経路を移動する。 

操作性  :電源車の起動は，現場操作パネルでの

簡易なボタン操作であり，操作性に支

障はない。 

通常の受電操作であるため，容易に実

施可能である。 

連絡手段 :通信連絡設備（電力保安通信用電話設

備，衛星電話設備，無線連絡設備）の

うち，使用可能な設備により，緊急時

対策本部及び中央制御室に連絡する。 

作業環境：車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトにより，夜間における作業性を確保し

ている。 

また，放射性物質が放出される可能性がある

ことから，操作は放射線防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋）を装備

又は携行して作業を行う。 

移動経路：車両のヘッドライトの他，ヘッドライト及び

ＬＥＤライトを携帯しており，夜間において

も接近可能である。また，アクセスルート上

に支障となる設備はない。 

連絡手段：携行型有線通話装置，衛星電話設備（固定

型，携帯型），無線連絡設備（固定型，携帯

型），電力保安通信用電話設備（固定電話

機，ＰＨＳ端末），送受話器（ページング）

ⅱ 現場操作 

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライ

ト及び懐中電灯により，夜間に

おける作業性を確保している。

常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。放射性物質が放出される可

能性があることから，操作は防

護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防

護服）を装備又は携行して作業

を行う。 

移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘ

ッドライト及び懐中電灯を携行

していることから，夜間におい

ても接近可能である。また，現

場への移動は，地震等による重

大事故等が発生した場合でも安

全に移動できる経路を移動す

る。 

電源内蔵型照明をアクセスルー

ト上に配備していること，ヘッ

ドライト及び懐中電灯を携行し

ていることから接近可能であ

る。 

また，アクセスルート上に支障

となる設備はない。 

操作性  ：高圧発電機車の起動は，現場操

作パネルでの簡易なボタン操作

であり，操作性に支障はない。 

コネクタ接続であり操作性に支

障はない。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯

型），無線通信設備（固定型，

携帯型），電力保安通信用電話

設備，所内通信連絡設備（警報
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のうち，使用可能な設備により，中央制御室

及び災害対策本部との連絡が可能である。 

装置を含む。）及び有線式通信設

備のうち，使用可能な設備によ

り，中央制御室及び緊急時対策

本部との連絡が可能である。 

遮断器操作 高圧発電機車での作業 

接続作業 

可搬型低圧代替電源車 
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(7)電源車（AM 用動力変圧器に接続）起動及び AM 用 MCC 受電

前準備 

a.操作概要 

非常用所内電気設備の 2 系統が機能喪失した場合に

おいて，AM 用 MCCを受電するため，電源車（AM 用動

力変圧器に接続）を起動し，AM 用 MCC の受電前準備を

実施する。 

b.作業場所 

コントロール建屋 地上 2 階（非管理区域） 

原子炉建屋 地下 1 階, 地上 1 階,地上 3 階, 地上 4 

階（非管理区域） 

屋外（原子炉建屋近傍） 

c.必要要員数及び時間 

電源車（AM 用動力変圧器に接続）による AM 用 MCC 

受電のうち，電路構成，ケーブル敷設及び接続操作，

電源車起動操作並びに AM 用 MCC への給電操作に必要

な要員数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:8 名（現場運転員 2 名，緊急時対策要

員 6 名） 

想定時間 :315 分（当該設備は設置工事中のため実

績時間なし） 

 ｃ．高圧発電機車（高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続）によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセ

ンタ受電 

(a) 操作概要 

非常用所内電気設備の２系統が機能喪失した場合，

又は代替所内電気設備に接続する重大事故等対処設備

が必要な場合において，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／

Ｃを受電するため，高圧発電機車（高圧発電機車接続

プラグ収納箱に接続）を起動し，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳ

Ａ－Ｃ／Ｃの受電前準備を実施する。 

(b) 作業場所 

原子炉建物付属棟 ２階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

屋外（原子炉建物近傍） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

高圧発電機車（高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続）によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセ

ンタ受電のうち，最長時間を要する第１保管エリアの

可搬設備を使用した高圧発電機車のケーブル敷設及び

接続作業，メタクラ切替盤の切替作業及び高圧発電機

車起動操作並びにＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへの

給電操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：６名（中央制御室運転員１名，現場運

転員２名，緊急時対策要員３名） 

想定時間 ：４時間 35分以内（所要時間目安※１：

３時間 22分） 

なお，ＳＡ電源切替盤操作完了まで

は，40 分以内と想定する。 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算

定した時間 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●緊急用メタクラ及びＳＡ低圧母線の受電準備：

・設備の相違 

【東海第二】 

㉕の相違 
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想定時間 10 分，所要時間目安３分 

・電路構成：所要時間目安：３分 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）：想定時間

20 分，所要時間目安 11分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制

御室から原子炉建物付属棟 ３階） 

・ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）：所要時間目安

６分（電源切替盤操作：原子炉建物付属棟 

３階） 

●移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）：想定時間

20 分，所要時間目安７分 

・移動：所要時間目安１分（原子炉建物付属棟 

３階） 

・ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）：所要時間目安

６分（電源切替盤操作：原子炉建物付属棟 

３階） 

【緊急時対策要員３名】 

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安

10 分 

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第１保

管エリア） 

●高圧発電機車配備：想定時間１時間 30 分，所要

時間目安１時間 14分 

・高圧発電機車配備：所要時間目安１時間 14 分

（移動経路：第１保管エリアから原子炉建物

近傍） 

●高圧発電機車準備，ケーブル敷設，接続：想定

時間１時間 55分，所要時間目安１時間 23 分  

・高圧発電機車準備，ケーブル敷設：所要時間

目安１時間 13分 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱接続作業：所

要時間目安 10分 

●移動，メタクラ切替盤作業：想定時間 30分，所

要時間目安 25分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉
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d.操作の成立性について 

作業環境 :車両の作業用照明・ヘッドライト，懐

中電灯及び LED 多機能ライトにより，

夜間における作業性を確保している。

バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリ

アに配備しており，建屋内常用照明消

灯時における作業性を確保している。

また，ヘッドライト及び懐中電灯をバ

ックアップとして携行している。ヘッ

ドライト及び懐中電灯により，夜間に

おける作業性を確保している。放射性

物質が放出される可能性があることか

ら，操作は防護具（全面マスク，個人

線量計，ゴム手袋）を装備又は携行し

て作業を行う。 

移動経路 :車両のヘッドライトのほか，ヘッドラ

イト，懐中電灯及び LED 多機能ライト

を携行しており，夜間においても接近

建物近傍から原子炉建物付属棟 ２階） 

・メタクラ切替盤作業：所要時間目安 20 分（原

子炉建物付属棟 ２階） 

●移動，送電操作：想定時間 30 分，所要時間目安

10 分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉

建物付属棟 ２階から原子炉建物近傍） 

・高圧発電機車の送電：所要時間目安５分（原

子炉建物近傍） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥ

Ｄライト（三脚タイプ），ＬＥ

Ｄライト（ランタンタイプ）及

びヘッドライトを配備してい

る。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であ

り，容易に操作可能である。 

ⅱ 現場操作

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライ

ト及び懐中電灯により，夜間に

おける作業性を確保している。

常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。放射性物質が放出される可

能性があることから，操作は防

護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防

護服）を装備又は携行して作業

を行う。 

移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘ

ッドライト及び懐中電灯を携行

していることから，夜間におい
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可能である。また，現場への移動は，

地震等による重大事故等が発生した場

合でも安全に移動できる経路を移動す

る。 

バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセス

ルート上に配備しており接近可能であ

る。また，ヘッドライト及び懐中電灯

をバックアップとして携行している。

アクセスルート上に支障となる設備は

ない。 

操作性  :電源車の起動は，現場操作パネルでの

簡易なボタン操作であり，操作性に支

障はない。 

コネクタ及び端子接続であり操作性に

支障はない。 

連絡手段 :通信連絡設備（送受話器，電力保安通

信用電話設備，携帯型音声呼出電話設

備，衛星電話設備，無線連絡設備）の

うち，使用可能な設備により，緊急時

対策本部及び中央制御室に連絡する。 

ても接近可能である。また，現

場への移動は，地震等による重

大事故等が発生した場合でも安

全に移動できる経路を移動す

る。 

電源内蔵型照明をアクセスルー

ト上に配備していること，ヘッ

ドライト及び懐中電灯を携行し

ていることから接近可能であ

る。 

また，アクセスルート上に支障

となる設備はない。 

操作性  ：高圧発電機車の起動は，現場操

作パネルでの簡易なボタン操作

であり，操作性に支障はない。 

コネクタ接続であり操作性に支

障はない。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯

型），無線通信設備（固定型，

携帯型），電力保安通信用電話

設備，所内通信連絡設備（警報

装置を含む。）及び有線式通信設

備のうち，使用可能な設備によ

り，中央制御室及び緊急時対策

本部との連絡が可能である。 

ボルトリンク接続作業 高圧発電機車での作業 

接続口作業 
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 10．常設代替直流電源設備による代替所内電気設備への給電 

ａ．操作概要 

外部電源喪失により，緊急用直流125V充電器の交流入力

電源が喪失した場合は，常設代替直流電源設備である緊急

用125V系蓄電池から代替所内電気設備である緊急用直流

125V主母線盤に自動給電する。 

緊急用125V系蓄電池は，自動給電開始から常設代替交流

電源設備（又は可搬型代替交流電源設備）による給電を開

始するまで最大24時間にわたり，緊急用直流125V主母線盤

へ給電する。 

なお，緊急用125V系蓄電池による緊急用直流125V主母線

盤への自動給電については，運転員の操作は不要である。 

ｂ．作業場所 

― 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

常設代替直流電源設備による代替所内電気設備への給電

は，交流電源喪失後切替操作無しで行われる。 

ｄ．操作の成立性 

常設代替直流電源設備による代替所内電気設備への給電

は，交流電源喪失後切替操作無しで行われる。 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑬の相違 
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 11．可搬型代替直流電源設備による代替所内電気設備への給電 

ａ．操作概要 

外部電源喪失の後，緊急用125V系蓄電池による緊急用直

流125V主母線盤への自動給電開始から24時間以内に，常設

代替高圧電源装置及び可搬型代替交流電源設備による緊急

用直流125V充電器の交流入力電源の復旧が見込めず，直流

125V主母線盤２Ａ・２Ｂの電源給電機能が喪失しており，

緊急用125V系蓄電池が枯渇するおそれがある場合に，可搬

型代替低圧電源車及び可搬型整流器を組み合わせた可搬型

代替直流電源設備により代替所内電気設備である緊急用直

流125V主母線盤に給電する。 

ｂ．作業場所 

原子炉建屋西側可搬型代替低圧電源車設置エリア又は原

子炉建屋東側可搬型代替低圧電源車設置エリア 

原子炉建屋付属棟1階（非管理区域） 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

可搬型代替直流電源設備による代替所内電気設備への給

電に必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

必要要員数：8名（運転員等（当直運転員）2名，重大

事故等対応要員6名） 

所要時間目安※１：250分以内 

※1 所要時間目安は，模擬により算

定した時間 

ｄ．操作の成立性 

作業環境：車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトにより，夜間における作業性を確保し

ている。 

また，放射性物質が放出される可能性がある

ことから，操作は放射線防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋）を装備

又は携行して作業を行う。 

移動経路：車両のヘッドライトの他，ヘッドライト及び

ＬＥＤライトを携帯しており，夜間において

も接近可能である。また，アクセスルート上

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 
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に支障となる設備はない。 

連絡手段：携行型有線通話装置，衛星電話設備（固定

型，携帯型），無線連絡設備（固定型，携帯

型），電力保安通信用電話設備（固定電話

機，ＰＨＳ端末），送受話器（ページング）

のうち，使用可能な設備により，災害対策本

部及び中央制御室との連絡が可能である。 

可搬型代替低圧電源車 

低圧ケーブル接続箇所（可搬型代替低圧電源車）

操作盤 
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 17．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による直流125V主母線

盤への給電 

ａ．操作概要 

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障により，非常

用所内電気設備であるＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失

している状態で，ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機海水系含む），Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ及びＭ／Ｃ 

２Ｅの使用が可能であって，さらにＨＰＣＳポンプの停止

が可能な場合は，ＨＰＣＳ Ｄ／ＧによりＭ／Ｃ ＨＰＣＳ

及びＭ／Ｃ ２Ｅを経由してＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）に給

電する。 

ｂ．作業場所 

原子炉建屋付属棟地下1階，地下2階（非管理区域） 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇによる非常用所内電気設備への給電に必

要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

必要要員数：3名（運転員等（当直運転員）3名）） 

所要時間目安※１：90分以内 

※1 所要時間目安は，模擬により算

定した時間 

ｄ．操作の成立性 

作業環境：常用照明消灯時においても，ヘッドライト又

はＬＥＤライトを携行している。操作は汚染

の可能性を考慮し放射線防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋）を装備

又は携行して作業を行う。 

移動経路：ヘッドライト・ＬＥＤライトを携行しており

接近可能である。 

連絡手段：携行型有線通話装置，電力保安通信用電話設

備（固定電話機，ＰＨＳ端末），送受話器

（ページング）のうち，使用可能な設備よ

り，中央制御室との連絡が可能である。 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

1.14-423



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

Ｍ／Ｃ受電確認 
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 12．２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機海水系への代替送水による２Ｃ・２Ｄ

非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機の電源給電機能の復旧 

ａ．操作概要 

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機海水系のポンプ等の故障によ

り２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又はＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの電源給電機能

が復旧できない状態で，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又はＨＰＣＳ 

Ｄ／Ｇの使用が可能な場合に，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼ

ル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

海水系の冷却機能の代替手段として，可搬型代替注水大型

ポンプにより２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又

は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系に海水又は

淡水を送水し，各ディーゼル機関を冷却することで，２

Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又はＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの電源給電機能を復

旧する。 

ｂ．作業場所 

屋外（原子炉建屋近傍） 

原子炉建屋付属棟地下1階，地下2階（非管理区域） 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機海水系への代替送水による２

Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの電源給電機能の復

旧に必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

必要要員数：9名（運転員等（当直運転員）1名），重

大事故等対応要員8名） 

所要時間目安※１：300分以内 

※1 ：所要時間目安は，模擬に

より算定した時間 

ｄ．操作の成立性 

作業環境：車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトにより，夜間における作業性を確保し

ている。 

また，放射性物質が放出される可能性がある

ことから，操作は放射線防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋）を装備

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 
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又は携行して作業を行う。 

移動経路：車両のヘッドライトの他，ヘッドライト及び

ＬＥＤライトを携帯しており，夜間において

も接近可能である。また，アクセスルート上

に支障となる設備はない。 

連絡手段：携行型有線通話装置，衛星電話設備（固定

型，携帯型），無線連絡設備（固定型，携帯

型），電力保安通信用電話設備（固定電話機，

ＰＨＳ端末），送受話器（ページング）のう

ち，使用可能な設備により，災害対策本部及

び中央制御室との連絡が可能である。 

可搬型代替注水大型ポンプ

送水ホース 

1.14-426
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13．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による非常用高圧母線

への給電 

 

ａ．操作概要 

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障により，非常

用所内電気設備であるＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失

している状態で，ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機海水系含む），Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ及びＭ／Ｃ 

２Ｅの使用が可能であって，さらにＨＰＣＳポンプの停止

が可能な場合は，ＨＰＣＳ Ｄ／ＧによりＭ／Ｃ ＨＰＣＳ

及びＭ／Ｃ ２Ｅを経由してＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）に給

電する。 

 

ｂ．作業場所 

原子炉建屋付属棟地下1階，地下2階（非管理区域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇによる非常用所内電気設備への給電に必

要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

 

 

必要要員数：3名（運転員等（当直運転員）3名）） 

 

所要時間目安※１：95分以内 

 

※1 所要時間目安は，模擬により算

定した時間 

 

添付資料 1.14.2(11) 

 

(11) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系

又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

 

(a) 操作概要 

外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機の故障によ

り，非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ 

Ｄ系の母線電圧が喪失している状態で，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機からＭ／Ｃ ＨＰＣＳ系及びＭ／Ｃ 

Ａ系を経由して非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ Ｃ系

（又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からＭ／Ｃ 

ＨＰＣＳ系，Ｍ／Ｃ Ａ系及びＭ／Ｃ Ｂ系を経由して非

常用所内電気設備であるＭ／Ｃ Ｄ系）へ給電する。 

 

(b) 作業場所 

原子炉建物付属棟 地下２階（非管理区域） 

原子炉建物付属棟 ２階（非管理区域） 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（Ａ－計装電気 

室） 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（補助盤室） 

廃棄物処理建物 地下１階中階（非管理区域）（Ｂ－計 

装電気室） 

タービン建物 ２階（非管理区域）（常用電気室） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

 

(c) 必要要員数及び想定時間 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ

系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電のうち，最長時間を要するＭ／Ｃ 

Ｄ系遮断器操作及びインターロック処置に必要な要員数，

想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運転

員２名） 

想定時間 ：１時間20分以内（所要時間目安※１：58

分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ③の相違 
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想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備：想定時間 35分，所要時

間目安 24分 

・Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備：所要時間目安 24分

（負荷抑制及び電路構成） 

●Ｍ／Ｃ Ｄ系受電操作：想定時間５分，所要時

間目安１分 

・Ｍ／Ｃ Ｄ系受電操作：所要時間目安１分

（受電操作） 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備：想定時間 30 分，

所要時間目安 24 分 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制

御室からＡ－計装電気室） 

・Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備：所要時間目安２分

（電路構成：Ａ－計装電気室） 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：Ａ－計

装電気室からＢ－計装電気室） 

・Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備：所要時間目安４分

（電路構成：Ｂ－計装電気室） 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：Ｂ－計

装電気室から原子炉建物付属棟 ２階） 

・Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備：所要時間目安３分

（電路構成：原子炉建物付属棟 ２階） 

・移動：所要時間目安４分（移動経路：原子炉

建物付属棟 ２階からタービン建物 ２階） 

・Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備：所要時間目安２分

（電路構成：タービン建物 ２階）

●移動，インターロック処置：想定時間 45分，所

要時間目安 33分 

・移動：所要時間目安３分（移動経路：タービ

ン建物 ２階から補助盤室） 

・インターロック処置：所要時間目安 16 分（イ

ンターロック処置：補助盤室） 

・移動：所要目安時間９分（移動経路：補助盤

室から原子炉建物付属棟 地下２階） 
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ｄ．操作の成立性 

作業環境：常用照明消灯時においても，ヘッドライト又

はＬＥＤライトを携行している。操作は汚染

・インターロック処置：所要時間目安５分（イ

ンターロック処置：原子炉建物付属棟 地下

２階） 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，Ｌ

ＥＤライト（三脚タイプ），Ｌ

ＥＤライト（ランタンタイプ）

及びヘッドライトを配備してい

る。 

操作性  ：操作スイッチよる操作であり，

容易に操作可能である。 

ⅱ 補助盤室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルー

ト上に配備していること，ヘッ

ドライト及び懐中電灯を携行し

ていることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に

支障となる設備はない。 

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十

分な作業スペースもあることか

ら，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡

設備（警報装置を含む。）及び電

力保安通信用電話設備のうち，

使用可能な設備により，中央制

御室との連絡が可能である。 

ⅲ 現場操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電

源内蔵型照明を作業エリアに配
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の可能性を考慮し放射線防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋）を装備

又は携行して作業を行う。 

移動経路：ヘッドライト・ＬＥＤライトを携行しており

接近可能である。 

連絡手段：携行型有線通話装置，電力保安通信用電話設

備（固定電話機，ＰＨＳ端末），送受話器

（ページング）のうち，使用可能な設備よ

り，中央制御室との連絡が可能である。 

備している。また，ヘッドライ

ト及び懐中電灯を携行してい

る。放射性物質が放出される可

能性があることから，操作は防

護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防

護服）を装備又は携行して作業

を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルー

ト上に配備していること，ヘッ

ドライト及び懐中電灯を携行し

ていることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に

支障となる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容

易に実施可能である。 

連絡手段 ：所内通信連絡設備（警報装置を

含む。），電力保安通信用電話設

備及び有線式通信設備のうち，

使用可能な設備により，中央制

御室との連絡が可能である。 

Ｍ／Ｃ受電確認 

インターロック解除処置 
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 14．緊急時対策室建屋ガスタービン発電機による非常用低圧母線

への給電 

ａ．操作概要 

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障又は，代替所

内電気設備である緊急用Ｍ／Ｃの故障によりＭ／Ｃ ２Ｃ・

２Ｄの母線電圧が喪失した場合は，緊急時対策室建屋ガス

タービン発電機により非常用所内電気設備であるＰ／Ｃ ２

Ｄに給電する。 

ｂ．作業場所 

原子炉建屋付属棟地下1階（非管理区域） 

緊急時対策室建屋エリア 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

緊急時対策室建屋ガスタービン発電機による非常用所内

電気設備への給電に必要な要員数及び所要時間は以下のと

おり。 

必要要員数：9名（運転員等（当直運転員）2名），重

大事故等対応要員6名） 

所要時間目安※１：作業開始を判断してから緊急時対策

室建屋ガスタービン発電機による給

電開始までの所要時間を160分以

内。 

※1 所要時間目安は，模擬により算

定した時間 

ｄ．操作の成立性 

作業環境：ヘッドライト及びＬＥＤライトにより，夜間

における作業性を確保している。 

また，放射性物質が放出される可能性がある

ことから，操作は放射線防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋）を装備

又は携行して作業を行う。 

移動経路：ヘッドライト及びＬＥＤライトを携帯してお

り，夜間においても接近可能である。また，

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑭の相違 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，自主

対策手段について「(3)

号炉間電力融通ケーブ

ルを使用したＭ／Ｃ 

Ｃ系及びＤ系」にて操

作の成立性を記載 
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連絡手段：携行型有線通話装置，衛星電話設備（固定

型，携帯型），無線連絡設備（固定型，携帯

型），電力保安通信用電話設備（固定電話

機，ＰＨＳ端末），送受話器（ページング）

のうち，使用可能な設備により，中央制御室

及び災害対策本部との連絡が可能である。 
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(8)電源車（緊急用電源切替箱接続装置に接続）起動及び AM 用

MCC 受電前準備 

a.操作概要 

非常用所内電気設備の 2 系統が機能喪失した場合に

おいて， AM 用 MCC を受電するため，電源車（緊急用

電源切替箱接続装置に接続）を起動し，AM 用 MCC の

受電前準備を実施する。 

b.作業場所 

コントロール建屋 地上 2 階（非管理区域） 

原子炉建屋 地下１階, 地上 2 階，地上 3 階, 地上

4 階（非管理区域） 

屋外（原子炉建屋近傍） 

c.必要要員数及び時間 

電源車（緊急用電源切替箱接続装置に接続）による

AM 用 MCC 受電のうち，電路構成，ケーブル敷設及び

接続操作，電源車起動操作並びに AM 用 MCC への給電

操作に必要な要員数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:8 名（現場運転員 2 名，緊急時対策要

員 6 名） 

想定時間 :265 分（当該設備は設置工事中のため実

績時間なし） 

d.操作の成立性について 

作業環境 :車両の作業用照明・ヘッドライト，懐

中電灯及び LED 多機能ライトにより，

夜間における作業性を確保している。

バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリ

アに配備しており，建屋内常用照明消

灯時における作業性を確保している。

また，ヘッドライト及び懐中電灯をバ

ックアップとして携行しているため夜

間における作業性を確保している。放

射性物質が放出される可能性があるこ

とから，操作は防護具（全面マスク，

個人線量計，ゴム手袋）を装備又は携

  ・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，高圧

発電機車の受電前準備

について「ｂ．高圧発

電機車（高圧発電機車

接続プラグ収納箱に接

続）によるＳＡロード

センタ及びＳＡコント

ロールセンタ受電」に

記載 
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行して作業を行う。 

移動経路 :車両のヘッドライトのほか，ヘッドラ

イト，懐中電灯及び LED 多機能ライト

を携行しており，夜間においても接近

可能である。また，現場への移動は，

地震等による重大事故等が発生した場

合でも安全に移動できる経路を移動す

る。バッテリー内蔵型 LED 照明をアク

セスルート上に配備しており接近可能

である。また，ヘッドライト及び懐中

電灯をバックアップとして携行してい

る。 

アクセスルート上に支障となる設備は

ない。 

操作性  :電源車の起動は，現場操作パネルでの

簡易なボタン操作であり，操作性に支

障はない。 

コネクタ及び端子接続であり操作性に

支障はない。 

連絡手段 :通信連絡設備（送受話器，電力保安通

信用電話設備，携帯型音声呼出電話設

備，衛星電話設備，無線連絡設備）の

うち，使用可能な設備により，緊急時

対策本部及び中央制御室に連絡する。 
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添付資料 1.14.2－11

11.軽油タンクからタンクローリへの補給 

a.操作概要 

軽油タンクからタンクローリへ軽油を補給（積載）

する。 

b.作業場所 

屋外（6 号及び 7 号炉 軽油タンク近傍） 

c.必要要員数及び時間 

軽油タンクからタンクローリ車への補給に必要な要

員数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:2 名（緊急時対策要員 2 名） 

想定時間 :「タンクローリ（4kL）へ補給する場合」

105 分（実績時間:98 分） 

「タンクローリ（16kL）へ補給する場 

合」 

120 分（実績時間:111 分） 

19．可搬型設備用軽油タンクから各機器への給油 

ａ．操作概要 

重大事故等の対処に必要となる可搬型代替低圧電源車，

窒素供給装置用電源車，可搬型代替注水中型ポンプ及び可

搬型代替注水大型ポンプに対して，可搬型設備用軽油タン

クからタンクローリを使用し，燃料を給油する。 

ｂ．作業場所 

屋外（可搬型設備用軽油タンク近傍） 

屋外（可搬型重大事故等対策設備近傍） 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

可搬型設備用軽油タンクからタンクローリへの給油（初

回）及びタンクローリから各機器への給油に必要な要員数

及び所要時間は以下のとおり。 

【可搬型設備用軽油タンクからタンクローリへの給油】 

必要要員数：2名（重大事故等対応要員2名） 

所要時間目安※１：初回 90分以内（防護具着用，可搬

型重大事故等対処設備保管場所への

移動，使用する設備の準備時間を含

む） 

：二回目以降 50分以内（なお，タ

ンクローリ（走行用の燃料タン

ク）への給油を合わせて行う場合

110分以内） 

※1 所要時間目安は，模擬によ

り算定した時間 

【タンクローリから各機器への給油】 

必要要員数：2名（重大事故等対応要員2名） 

所要時間目安※２：50分以内 

※2 所要時間目安は，模擬により

添付資料 1.14.2(12)

(12) ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯

蔵タンクからタンクローリへの補給 

ａ．ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへ

の補給 

(a) 操作概要 

ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリ

へ軽油を補給（積載）する。 

(b) 作業場所 

屋外（ガスタービン発電機用軽油タンク近傍） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリ

への補給に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：２名（緊急時対策要員２名） 

想定時間 ：１時間 50分以内（所要時間目安※１：

１時間 34分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬に

より算定した時間 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑮，⑯，⑰，⑱の相

違 
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d.操作の成立性について 

作業環境 :タンクローリ車幅灯，車両付ライト，

ヘッドライト及び懐中電灯により，夜

間における作業性を確保している。放

射性物質が放出される可能性があるこ

とから，操作は防護具（全面マスク，

個人線量計，ゴム手袋）を装備又は携

行して作業を行う。 

算定した時間 

ｄ．操作の成立性 

作業環境：車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトにより，夜間における作業性を確保し

ている。 

また，放射性物質が放出される可能性がある

ことから，操作は放射線防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋）を装備

又は携行して作業を行う。 

想定時間内訳 

【緊急時対策要員２名】 

●移動：想定時間 30 分，所要時間目安 28 分  

・移動：所要時間目安 28分（移動経路：緊急時

対策所から第３保管エリア） 

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安

10 分 

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第３保

管エリア） 

●タンクローリ配置：想定時間５分，所要時間目

安２分 

・タンクローリ配置：所要時間目安２分（移動

経路：第３保管エリアからガスタービン発電

機用軽油タンク近傍） 

●バルブ付アタッチメント接続：想定時間 30 分，

所要時間目安 25 分 

・バルブ付アタッチメント接続：所要時間目安

25 分（ガスタービン発電機用軽油タンク近

傍） 

●補給準備：想定時間９分，所要時間目安７分 

・補給準備：所要時間目安７分（ガスタービン

発電機用軽油タンク近傍） 

●補給：想定時間 16 分, 所要時間目安 16 分 

・補給：所要時間目安 16分（ガスタービン発電

機用軽油タンク近傍） 

●補給片付け：想定時間 10 分，所要時間目安６分 

・補給片付け：所要時間目安６分（ガスタービ

ン発電機用軽油タンク近傍） 

(d) 操作の成立性について 

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び

懐中電灯により，夜間における作業性

を確保している。 

放射性物質が放出される可能性がある

ことから，操作は防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，

汚染防護服）を装備又は携行して作業
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移動経路 :車両のヘッドライトのほか，ヘッドラ

イト及び懐中電灯を携行しており，夜

間においても接近可能である。また，

現場への移動は，地震等による重大事

故等が発生した場合でも安全に移動で

きる経路を移動する。 

操作性  :複雑な操作手順はなく，タンクローリ

の各操作（ハッチ開放等）も同時並行

して行える作業が主体であるため，操

作性に支障はない。 

連絡手段 :通信連絡設備（送受話器，電力保安通

信用電話設備，衛星電話設備，無線連

絡設備）のうち，使用可能な設備によ

り，緊急時対策本部に連絡する。 

タンクローリへのホース接続   軽油タンクへのホース接続

移動経路：車両のヘッドライトの他，ヘッドライト及び

ＬＥＤライトを携帯しており，夜間において

も接近可能である。また，アクセスルート上

に支障となる設備はない。 

連絡手段：携行型有線通話装置，衛星電話設備（固定

型，携帯型），無線連絡設備（固定型，携帯

型），電力保安通信用電話設備（固定電話

機，ＰＨＳ端末），送受話器（ページング）

のうち，使用可能な設備により，災害対策本

部との連絡が可能である。 

を行う。 

移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドラ

イト及び懐中電灯を携行していること

から，夜間においても接近可能であ

る。また，現場への移動は，地震等に

よる重大事故等が発生した場合でも安

全に移動できる経路を移動する。 

操作性  ：複雑な操作手順はなく，タンクローリ

の各操作（ハッチ開放等）も同時並行

して行える作業が主体であるため，操

作性に支障はない。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無

線通信設備（固定型，携帯型），電力

保安通信用電話設備及び所内通信連絡

設備（警報装置を含む。）のうち，使

用可能な設備により，緊急時対策本部

との連絡が可能である。 

ガスタービン発電機用 

軽油タンクへのホース接続 

タンクローリへの 

ホース接続 

ホース接続 
ホース展張 

可搬型設備用軽油タンク 

へのホース挿入 

ピストルノズル 

（給油装置） 
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 ｂ．ディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給 

(a) 操作概要 

ディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへ軽油

を補給（積載）する。 

(b) 作業場所 

屋外（ディーゼル燃料貯蔵タンク近傍） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

ディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補

給に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：２名（緊急時対策要員２名） 

想定時間 ：２時間 30分以内（所要時間目安※１：

２時間 12分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬

により算定した時間 

想定時間内訳 

【緊急時対策要員２名】 

●移動：想定時間 30 分，所要時間目安 28 分 

・移動：所要時間 28 分（移動経路：緊急時対策

所から第３保管エリア） 

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安

10 分 

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分 

●タンクローリ配置：想定時間５分，所要時間目

安２分 

・タンクローリ配置：所要時間目安２分（移動

経路：第３保管エリアからディーゼル燃料貯

蔵タンク近傍） 

●抜き取り準備：想定時間１時間５分，所要時間

目安１時間 

・抜き取り準備：所要時間目安１時間（ディー

ゼル燃料貯蔵タンク近傍） 

●補給：想定時間 30 分，所要時間目安 26 分 

・補給：所要時間目安 26分（ディーゼル燃料貯

蔵タンク近傍） 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑮の相違 
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●補給片付け：想定時間 10 分，所要時間目安６分 

・補給片付け：所要時間目安６分（ディーゼル

燃料貯蔵タンク近傍） 

(d) 操作の成立性について 

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び

懐中電灯により，夜間における作業性

を確保している。 

放射性物質が放出される可能性がある

ことから，操作は防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，

汚染防護服）を装備又は携行して作業

を行う。 

移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドラ

イト及び懐中電灯を携行しており，夜

間においても接近可能である。また，

現場への移動は，地震等による重大事

故等が発生した場合でも安全に移動で

きる経路を移動する。また，アクセス

ルート上に支障となる設備はない。 

操作性  ：複雑な操作手順はなく，タンクローリ

の各操作（ハッチ開放等）も同時並行

して行える作業が主体であるため，操

作性に支障はない。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無

線通信設備（固定型，携帯型），電力

保安通信用電話設備及び所内通信連絡

設備（警報装置を含む。）のうち，使

用可能な設備により，緊急時対策本部

との連絡が可能である。 

ディーゼル燃料貯蔵 

タンク上蓋開放 
タンクローリへのホース接続 
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 20．軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置への給油 

ａ．操作概要 

重大事故等の対処に必要となる常設代替高圧電源装置に対

して，軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置燃料移

送ポンプを使用し，燃料を給油する。常設代替高圧電源

装置燃料移送ポンプによる軽油貯蔵タンクから常設代替

高圧装置への燃料自動給油は，中央制御室でスイッチに

より軽油貯蔵タンク出口弁の開及び常設代替高圧電源装

置燃料移送ポンプの自動起動操作にて行う。 

ｂ．作業場所 

中央制御室 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプによる軽油貯蔵タン

クから常設代替高圧装置への燃料自動給油に必要な要員

数及び所要時間は以下のとおり。 

【常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプによる軽油貯蔵タ

ンクから常設代替高圧装置への燃料自動給油】 

必要要員数：1名（運転員等（当直運転員）1名） 

所要時間目安※１：15分以内 

※1 所要時間目安は，模擬により算定した時間 

ｄ．操作の成立性 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプによる軽油貯蔵タン

クから常設代替高圧装置への燃料自動給油は，中央制御

室でスイッチ操作にて行う。 

 ・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑰の相違 
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添付資料 1.14.2－12

12.タンクローリから各機器等への給油 

a.操作概要 

タンクローリへ補給（積載）した軽油を重大事故等

の対処に必要な燃料給油対象の設備へ給油する。 

b.作業場所 

屋外（重大事故等の対処に必要な燃料給油対象の設

備近傍） 

c.必要要員数及び時間 

タンクローリから各機器等への給油に必要な要員

数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:2 名（緊急時対策要員 2 名） 

想定時間 :「タンクローリ（4kL）にて給油する場

合」 

15 分（実績時間:可搬型代替注水ポンプ

（A－2 級）の場合 11 分） 

「タンクローリ（16kL）にて給油する場

合」 

90 分（実績時間:第一ガスタービン発電

機用燃料タンクの場合 82 分，第二ガス

タービン発電機用燃料タンクの場合 86 

分） 

添付資料 1.14.2(13)

(13) タンクローリから各機器等への給油 

(a) 操作概要 

タンクローリへ補給（積載）した軽油を重大事故等

の対処に必要な燃料給油対象の設備へ給油する。 

(b) 作業場所 

屋外（ガスタービン発電機用軽油タンク近傍，重大

事故等の対処に必要な燃料給油対象の設備近傍） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

タンクローリから各機器等への給油に必要な要員

数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：２名（緊急時対策要員２名） 

想定時間 ：30 分以内（所要時間目安※１：高圧発電

機車の場合 21分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬

により算定した時間 

想定時間内訳（高圧発電機車の場合） 

【緊急時対策要員２名】 

●移動，準備：想定時間 15 分，所要時間目安 10

分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：ガスタ

ービン発電機用軽油タンク近傍から高圧発電

機車近傍） 

・準備：所要時間目安５分（高圧発電機車近

傍） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】

⑮，⑯の相違 
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d.操作の成立性について 

作業環境 :タンクローリ車幅灯，車両付ライト，

ヘッドライト及び懐中電灯により，夜

間における作業性を確保している。放

射性物質が放出される可能性があるこ

とから，操作は防護具（全面マスク，

個人線量計，ゴム手袋）を装備又は携

行して作業を行う。 

移動経路 :車両のヘッドライトのほか，ヘッドラ

イト及び懐中電灯を携行しており，夜

間においても接近可能である。また，

現場への移動は，地震等による重大事

故等が発生した場合でも安全に移動で

きる経路を移動する。 

操作性  :複雑な操作手順はなく，タンクローリ

の各操作（ハッチ開放等）も同時並行

して行える作業が主体であるため，操

作性に支障はない。 

連絡手段 :通信連絡設備（送受話器，電力保安通

信用電話設備，衛星電話設備，無線連

絡設備）のうち，使用可能な設備によ

り，緊急時対策本部に連絡する。 

各機器等への給油準備       電源車への給油

●給油：想定時間 10 分，所要時間目安６分 

・給油：所要時間目安６分（高圧発電機車近

傍） 

●片付け：想定時間５分，所要時間目安５分 

・片付け：所要時間目安５分（高圧発電機車近

傍） 

(d) 操作の成立性について 

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び

懐中電灯により，夜間における作業性

を確保している。 

放射性物質が放出される可能性がある

ことから，操作は防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，

汚染防護服）を装備又は携行して作業

を行う。 

移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドラ

イト及び懐中電灯を携行しており，夜

間においても接近可能である。また，

現場への移動は，地震等による重大事

故等が発生した場合でも安全に移動で

きる経路を移動する。また，アクセス

ルート上に支障となる設備はない。 

操作性  ：複雑な操作手順はなく，タンクローリ

の各操作（ハッチ開放等）も同時並行

して行える作業が主体であるため，操

作性に支障はない。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無

線通信設備（固定型，携帯型），電力

保安通信用電話設備及び所内通信連絡

設備（警報装置を含む。）のうち，使

用可能な設備により，緊急時対策本部

との連絡が可能である。 

各機器等への給油準備 大型送水ポンプ車への給油 
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21．軽油貯蔵タンクから２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機及び

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機への給油 

ａ．操作概要 

重大事故等の対処に必要となる２Ｃ・２Ｄ非常用ディー

ゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機に対

して，軽油貯蔵タンクから２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発

電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機燃料移送ポンプを使用し，燃料を給油する。 

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプによ

る軽油貯蔵タンクから２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機への燃料自動給

油は，中央制御室でスイッチにより軽油貯蔵タンク出口弁

の開，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ

の自動起動操作にて行う。 

ｂ．作業場所 

中央制御室 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプによ

る軽油貯蔵タンクから２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機への燃料自動給

油に必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

【２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及

び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプに

よる軽油貯蔵タンクから２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電

機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機への燃料自動

給油】 

必要要員数：1名（運転員等（当直運転員）1名） 

所要時間目安※１：15分以内 

※1 所要時間目安は，模擬により算

定した時間 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑱の相違 

1.14-443



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

ｄ．操作の成立性 

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプによ

る軽油貯蔵タンクから２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機への燃料自動給

油は，中央制御室でスイッチ操作にて行う。 
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添付資料 1.14.2－13

13.不要直流負荷（B 系，C 系，D 系）の切離し 

a.操作概要 

全交流動力電源喪失により，直流 125V 充電器 B，直

流 125V 充電器 C 及び直流 125V 充電器 D の交流入力

電源の喪失が発生した場合において，1時間以内に直

流 125V 主母線盤 B，直流 125V 主母線盤 C 及び直流

125V 主母線盤 D の不要直流負荷の切離しを実施す

る。 

b.作業場所 

コントロール建屋 地下 1 階（非管理区域） 

c.必要要員数及び時間 

直流 125V 主母線盤 B，直流 125V 主母線盤 C 及び直

流 125V 主母線盤 Dの不要直流負荷の切離し操作に必

要な要員数，時間は以下のとおり。 

必要要員数:2 名（現場運転員 2 名） 

想定時間 :60 分（実績時間:50 分） 

16．所内常設直流電源設備による直流 125V 主母線盤への給電 

ａ．操作概要 

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの機能喪失，常設代

替交流電源設備，緊急時対策室建屋ガスタービン発電機及

び可搬型代替交流電源設備による交流電源の復旧ができな

い場合は，所内常設直流電源設備である125V系蓄電池Ａ

系・Ｂ系から非常用所内電気設備である直流125V主母線盤

２Ａ・２Ｂへ給電する。 

125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系は，全交流動力電源喪失から1時

間経過するまでに，中央制御室において簡易な操作でプラ

ントの状態監視に必要ではない直流125V主母線盤の直流負

荷を切り離し，その後，全交流動力電源喪失から8時間経過

するまでに，中央制御室外において必要な負荷以外の切り

離しを実施することで，24時間以上にわたり直流125V主母

線盤２Ａ・２Ｂへ給電する。 

なお，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系による直流125V主母線盤２

Ａ・２Ｂへの自動給電については，運転員の操作は不要であ

る。 

ｂ．作業場所 

原子炉建屋付属棟1階（非管理区域） 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

所内常設直流電源設備による非常用所内電気設備への給

電のうち，中央制御室外において不要直流負荷の切り離し

に必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

必要要員数：3名（運転員等（当直運転員）3名）） 

所要時間目安※１：540分以内 

※1 所要時間目安は，模擬により算

定した時間 

添付資料 1.14.2(14)

(14) 不要直流負荷（Ａ系）の切離し 

(a) 操作概要 

全交流動力電源喪失により，Ａ－115V 系充電器盤の

交流入力電源の喪失が発生した場合において，１時間

以内にＡ－115V 系直流盤の不要直流負荷の切離しを実

施する。 

(b) 作業場所 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（Ａ－計装電

気室） 

(c) 必要要員数及び想定時間 

Ａ－115V 系直流盤の不要直流負荷の切離し操作に必

要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：２名（現場運転員２名） 

想定時間 ：30 分以内（所要時間目安※１：12 分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●Ａ－115V 系直流盤の不要直流負荷の切離し操

作：想定時間 30 分，所要時間目安 12 分 

1.14-445



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

d.操作の成立性について 

作業環境 :バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリ

アに配備しており，建屋内常用照明消

灯時における作業性を確保している。

また，ヘッドライト及び懐中電灯をバ

ックアップとして携行している。放射

性物質が放出される可能性があること

から，操作は防護具（全面マスク，個

人線量計，ゴム手袋）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 :バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセス

ルート上に配備しており接近可能であ

る。また，ヘッドライト及び懐中電灯

をバックアップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備は

ない。 

操作性  :通常運転時に行う NFB 操作と同じであ

り，容易に実施可能である。 

連絡手段 :通信連絡設備（送受話器，電力保安通

信用電話設備，携帯型音声呼出電話設

備）のうち，使用可能な設備により，

中央制御室に連絡する。 

不要直流負荷切離し（NFB）

ｄ．操作の成立性 

作業環境：常用照明消灯時においても，ヘッドライト又

はＬＥＤライトを携行している。操作は汚染

の可能性を考慮し放射線防護具（全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋）を装備

又は携行して作業を行う。 

移動経路：ヘッドライト・ＬＥＤライトを携行しており

接近可能である。 

連絡手段：携行型有線通話装置，電力保安通信用電話設

備（固定電話機，ＰＨＳ端末），送受話器

（ページング）のうち，使用可能な設備よ

り，中央制御室との連絡が可能である。 

・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制

御室からＡ－計装電気室） 

・不要負荷切離し：所要時間目安 10 分（負荷切

離し：Ａ－計装電気室） 

(d) 操作の成立性について 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電源内

蔵型照明を作業エリアに配備してい

る。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に

配備していること，ヘッドライト及び

懐中電灯を携行していることから接近

可能である。また，アクセスルート上

に支障となる設備はない。 

操作性  ：通常のスイッチ操作であり，十分な作

業スペースもあることから，容易に実

施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備

（警報装置を含む。）及び電力保安通

信用電話設備のうち，使用可能な設備

により，中央制御室との連絡が可能で

ある。 

不要直流負荷の切離し 不要直流負荷切離し 

（NFB） 

不要負荷切離し 

（遮断器） 

1.14-446



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

設備の相違による切

離し対象負荷の相違 

添付資料1.14.3 

 

1．必要な直流負荷以外の切り離しリスト（1／2） 

 【不要負荷の分類】 

  ①事象発生1時間以降又は8時間以降の対策での使用を想定しない負荷 

  ②全交流動力電源喪失事象における対策での使用を想定しない負荷 

  ③常用系負荷 

 

125V系蓄電池Ａ系 

 

不要直流負荷切離しリスト（１／３） 

Ｂ－115V 系直流盤負荷 

不要直流負荷 切離しリスト 

６号炉 直流 125V 6A負荷（１/３） 

1.14-447



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による切

離し対象負荷の相違 

不要直流負荷切離しリスト（２／３） 

Ｂ－115V 系直流盤負荷 

1．必要な直流負荷以外の切り離しリスト（2／2） 

 

125V系蓄電池Ｂ系 

 

６号炉 直流 125V 6A負荷（２/３） 

1.14-448



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による切

離し対象負荷の相違 
６号炉 直流 125V 6A負荷（３/３） 

不要直流負荷切離しリスト（３／３） 

Ａ－115V 系直流盤負荷 

1.14-449



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による切

離し対象負荷の相違 

７号炉 直流 125V 7A負荷（１/２） 

1.14-450



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 
 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

設備の相違による切

離し対象負荷の相違 

７号炉 直流 125V 7A負荷（２/２） 

1.14-451



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による切

離し対象負荷の相違 

６号炉 直流 125V 6B負荷（１/３） 

1.14-452



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による切

離し対象負荷の相違 

６号炉 直流 125V 6B負荷（２/３） 

1.14-453



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による切

離し対象負荷の相違 

６号炉 直流 125V 6B負荷（３/３） 

1.14-454



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による切

離し対象負荷の相違 

６号炉 直流 125V 6C負荷（１/３） 

1.14-455



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による切

離し対象負荷の相違 

６号炉 直流 125V 6C負荷（２/３） 

1.14-456



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による切

離し対象負荷の相違 

６号炉 直流 125V 6C負荷（３/３） 

1.14-457



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による切

離し対象負荷の相違 

６号炉 直流 125V 6D負荷 

1.14-458



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による切

離し対象負荷の相違 

７号炉 直流 125V 7B負荷（１/２） 

1.14-459



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による切

離し対象負荷の相違 

７号炉 直流 125V 7B負荷（２/２） 

1.14-460



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による切

離し対象負荷の相違 

７号炉 直流 125V 7C負荷（１/２） 

1.14-461



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による切

離し対象負荷の相違 

７号炉 直流 125V 7B負荷（２/２） 

1.14-462



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 対象号炉なし 

７号炉 直流 125V 7D負荷 

1.14-463



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

  

 

 

 ・記載方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，中央

制御室内で不要負荷切

離し操作はない 

2．中央制御室内における不要直流負荷切り離し操作場所の概要

図 

1.14-464



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

   ・記載の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，中央

制御室における動的負

荷の自動起動防止措置

リストを整理 

添付資料1.14.4 

1．常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｍ／Ｃ 

２Ｃ（又は２Ｄ））への給電時の中央制御室における動的負

荷の自動起動防止措置（1／2） 

添付資料 1.14.4(1) 

(1) 常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｍ／Ｃ Ｃ系

又はＭ／Ｃ Ｄ系）への給電時の中央制御室における動的負荷の自

動起動防止措置（１／２） 

1.14-465



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

   ・記載の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，中央

制御室における動的負

荷の自動起動防止措置

リストを整理 

1．常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｍ／Ｃ 

２Ｃ（又は２Ｄ））への給電時の中央制御室における動的負

荷の自動起動防止措置（2／2） 

(1) 常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｍ／Ｃ Ｃ系

又はＭ／Ｃ Ｄ系）への給電時の中央制御室における動的負荷の自

動起動防止措置（２／２） 

1.14-466



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

  

 

・記載の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，中央

制御室における動的負

荷の自動起動防止措置

リストを整理 

2．可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｐ／

Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ））への給電時の中央制御室における動

的負荷の自動起動防止措置（1／2） 

添付資料 1.14.4(2) 

(2) 可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｌ／Ｃ Ｃ

系又はＬ／Ｃ Ｄ系）への給電時の中央制御室における動的負荷の

自動起動防止措置（１／２） 

1.14-467



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

   ・記載の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，中央

制御室における動的負

荷の自動起動防止措置

リストを整理 

2．可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｐ／

Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ））への給電時の中央制御室における動

的負荷の自動起動防止措置（2／2） 

(2) 可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｌ／Ｃ Ｃ

系又はＬ／Ｃ Ｄ系）への給電時の中央制御室における動的負荷の

自動起動防止措置（２／２） 

1.14-468



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

   ・記載の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，受電

前準備操作対象リスト

を整理 

添付資料1.14.5 

1．常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｍ／Ｃ 

２Ｃ）への給電時の現場による受電前準備操作対象リスト 

 

添付資料1.14.5(1) 

(1) 常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｍ／

Ｃ Ｃ系）への給電時の現場による受電前準備操作対象リ

スト 

1.14-469



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

   ・記載の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，受電

前準備操作対象リスト

を整理 

2．常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｍ／Ｃ 

２Ｄ）への給電時の現場による受電前準備操作対象リスト 

添付資料1.14.5(2) 

(2) 常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｍ／

Ｃ Ｄ系）への給電時の現場による受電前準備操作対象リ

スト 

 

1.14-470



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

   ・記載の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，受電

前準備操作対象リスト

を整理 

3．可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｐ／

Ｃ ２Ｃ）への給電時の現場による受電前準備操作対象リス

ト 

 

添付資料1.14.5(3) 

(3) 可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｌ

／Ｃ Ｃ系）への給電時の現場による受電前準備操作対象

リスト 

 

1.14-471



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

   ・記載の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，受電

前準備操作対象リスト

を整理 

4．可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｐ／

Ｃ ２Ｄ）への給電時の現場による受電前準備操作対象リス

ト 

 

添付資料1.14.5(4) 

(4) 可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｌ

／Ｃ Ｄ系）への給電時の現場による受電前準備操作対象

リスト 

 

1.14-472



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

  

 

 

 ・記載の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，添付

資料 1.14.5(1)～(4)へ

記載 

5．所内常設直流電源喪失時の常設代替交流電源設備による非

常用所内電気設備（Ｍ／Ｃ ２Ｃ）への給電時の現場による

受電前準備操作対象リスト（1／2） 

1.14-473



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

  

 

 

 ・記載の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，添付

資料 1.14.5(1)～(4)へ

記載 

5．所内常設直流電源喪失時の常設代替交流電源設備による非

常用所内電気設備（Ｍ／Ｃ ２Ｃ）への給電時の現場による

受電前準備操作対象リスト（2／2） 

 

1.14-474



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

  

 

 

 ・記載の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，添付

資料 1.14.5(1)～(4)へ

記載 

6．所内常設直流電源喪失時の可搬型代替交流電源設備による

非常用所内電気設備（Ｍ／Ｃ ２Ｄ）への給電時の現場によ

る受電前準備操作対象リスト（1／2） 

1.14-475



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

  

 

 

 ・記載の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，添付

資料 1.14.5(1)～(4)へ

記載 

6．所内常設直流電源喪失時の可搬型代替交流電源設備による

非常用所内電気設備（Ｍ／Ｃ ２Ｄ）への給電時の現場によ

る受電前準備操作対象リスト（2／2） 

 

1.14-476



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

   

 

・記載の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，切替

盤による操作対象リス

トを整理 

添付資料1.14.6 

1．常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から緊

急用電源切替盤にて電源給電可能な設計基準事故対処設備の

電動弁リスト（交流） 

 

添付資料1.14.6 

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からＳ

Ａ電源切替盤にて電源給電可能な設計基準事故対処設備の電
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緊急用電源切替盤による電源切替操作方法について 

 

１．概  要 

緊急用電源切替盤による電源切替は，以下の２通りの操

作方法で実施する。 

a) 非常用所内電気設備からの給電より代替所内電気

設備からの給電へ切り替えを行う場合 

b) 代替所内電気設備からの給電より非常用所内電気

設備からの給電へ切り替えを行う場合 

 

２．操作方法 

a) 非常用所内電気設備からの給電より代替所内電気

設備からの給電へ切り替えを行う場合（図 1 緊急

用電源切替盤操作方法 参照） 

 ①中央制御室にて「緊急用電源切替盤の非常用所内

電気設備より代替所内電気設備からの受電」への

切替スイッチをＯＮにする。 

 ②中央制御室にて緊急用電源切替盤の代替所内電気

設備からの受電表示の確認を行う。（緊急用電源

切替盤による電源切替操作完了） 

 ・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，切替

盤による電源切替操作

方法を本文に記載 
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b) 代替所内電気設備からの給電より非常用所内電気設

備からの給電へ切り替えを行う場合 

 ①中央制御室にて「緊急用電源切替盤の非常用所内電

気設備より代替所内電気設備からの受電」への切り

替えスイッチをＯＦＦにする。 

 ②中央制御室にて緊急用電源切替盤の代替所内電気設

備からの受電表示の確認を行う。（緊急用電源切替

盤による電源切替操作完了） 

以上 

 ・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，切替

盤による電源切替操作

方法を本文に記載 

 

図１ 緊急用電源切替盤操作方法 

 

1.14-480



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による給

電対象設備の相違 

審
査
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項
ご
と
の
給
電
対
象
設
備
（
１
/
１
０
）
 

審
査
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項
ご
と
の
給
電
対
象
設
備
（
１
/
１
１
）
 

審査基準における要求事項ごとの給電対象設備（1／21） 

添付資料 1.14.7

1.14-481



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による給

電対象設備の相違 

審査基準における要求事項ごとの給電対象設備（2／21） 

1.14-482



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 ・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による給

電対象設備の相違 

審査基準における要求事項ごとの給電対象設備（3／21） 

1.14-483



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による給

電対象設備の相違 

審
査
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項
ご
と
の
給
電
対
象
設
備
（
２
/
１
０
）
 

審
査
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項
ご
と
の
給
電
対
象
設
備
（
２
/
１
１
）
 

審査基準における要求事項ごとの給電対象設備（4／21） 

1.14-484



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による給

電対象設備の相違 

審
査
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項
ご
と
の
給
電
対
象
設
備
（
３
/
１
０
）
 

審査基準における要求事項ごとの給電対象設備（5／21） 

審
査
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項
ご
と
の
給
電
対
象
設
備
（
３
/
１
１
）
 

1.14-485



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による給

電対象設備の相違 

審査基準における要求事項ごとの給電対象設備（6／21） 

1.14-486



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による給

電対象設備の相違 

審
査
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項
ご
と
の
給
電
対
象
設
備
（
４
/
１
０
）
 

審査基準における要求事項ごとの給電対象設備（7／21） 

1.14-487



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による給

電対象設備の相違 

審
査
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項
ご
と
の
給
電
対
象
設
備
（
５
/
１
０
）
 

審
査
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項
ご
と
の
給
電
対
象
設
備
（
４
/
１
１
）
 

審査基準における要求事項ごとの給電対象設備（8／21） 

1.14-488



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による給

電対象設備の相違 

審査基準における要求事項ごとの給電対象設備（9／21） 

1.14-489



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による給

電対象設備の相違 

審
査
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項
ご
と
の
給
電
対
象
設
備
（
６
/
１
０
）
 

審
査
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項
ご
と
の
給
電
対
象
設
備
（
５
/
１
１
）
 

審査基準における要求事項ごとの給電対象設備（10／21）

1.14-490



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 ・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による給

電対象設備の相違 

審査基準における要求事項ごとの給電対象設備（11／21）

1.14-491



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による給

電対象設備の相違 

審
査
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項
ご
と
の
給
電
対
象
設
備
（
７
/
１
０
）
 

審
査
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項
ご
と
の
給
電
対
象
設
備
（
６
/
１
１
）
 

審査基準における要求事項ごとの給電対象設備（12／21）

1.14-492



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による給

電対象設備の相違 

審査基準における要求事項ごとの給電対象設備（13／21）

1.14-493



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による給

電対象設備の相違 

審査基準における要求事項ごとの給電対象設備（14／21）

1.14-494



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による給

電対象設備の相違 

審査基準における要求事項ごとの給電対象設備（15／21）

1.14-495



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による給

電対象設備の相違 

審
査
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項
ご
と
の
給
電
対
象
設
備
（
８
/
１
０
）
 

審
査
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項
ご
と
の
給
電
対
象
設
備
（
７
/
１
１
）

審査基準における要求事項ごとの給電対象設備（16／21）

1.14-496



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による給

電対象設備の相違 

審査基準における要求事項ごとの給電対象設備（17／21）

1.14-497



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による給

電対象設備の相違 

審
査
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項
ご
と
の
給
電
対
象
設
備
（
９
/
１
０
）
 

審
査
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項
ご
と
の
給
電
対
象
設
備
（
８
/
１
１
）
 

審査基準における要求事項ごとの給電対象設備（18／21）

1.14-498



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による給

電対象設備の相違 

審
査
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項
ご
と
の
給
電
対
象
設
備
（
９
/
１
１
）
 

1.14-499



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による給

電対象設備の相違 

審
査
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項
ご
と
の
給
電
対
象
設
備
（
１
０
/１
１
）
 

審査基準における要求事項ごとの給電対象設備（19／21）

1.14-500



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による給

電対象設備の相違 

審査基準における要求事項ごとの給電対象設備（20／21）

1.14-501



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 設備の相違による給

電対象設備の相違 

審
査
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項
ご
と
の
給
電
対
象
設
備
（
１
０
/１
０
）
 

審
査
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項
ご
と
の
給
電
対
象
設
備
（
１
１
/１
１
）
 

審査基準における要求事項ごとの給電対象設備（21／21）

1.14-502



崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違によ

る判断基準に使用する

設備の相違 

・記載の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，解釈

一覧を添付 

解
釈
一
覧
 

判
断
規
準
の
解
釈
一
覧
（
１
/２
）
 

解
釈
一
覧
 

(
1
)
 
判
断
規
準
の
解
釈
一
覧
（
１
/２
）

1.14-503



崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違によ

る判断基準に使用する 

・記載の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，解釈

一覧を添付 

判
断
規
準
の
解
釈
一
覧
（
２
/２
）
 

(
1
)
 
判
断
規
準
の
解
釈
一
覧
（
２
/２
）
 

1.14-504



崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違によ

る操作する設備の相違 

・記載の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，解釈

一覧を添付 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
１
/６
）
 

(
2
)
 
操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
１
/９
）
 

1.14-505



崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違によ

る操作する設備の相違 

・記載の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，解釈

一覧を添付 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
２
/６
）
 

(
2
)
 
操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
２
/９
）
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崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違によ

る操作する設備の相違 

・記載の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，解釈

一覧を添付 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
３
/６
）
 

(
2
)
 
操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
３
/９
）
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崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違によ

る操作する設備の相違 

・記載の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，解釈

一覧を添付 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
４
/６
）
 

(
2
)
 
操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
４
/９
）
 

1.14-508



崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違によ

る操作する設備の相違 

・記載の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，解釈

一覧を添付 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
５
/６
）
 

(
2
)
 
操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
５
/９
）
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崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違によ

る操作する設備の相違 

・記載の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，解釈

一覧を添付 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
６
/６
）
 

(
2
)
 
操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
６
/９
）
 

1.14-510



崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違によ

る操作する設備の相違 

・記載の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，解釈

一覧を添付 

(
2
)
 
操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
７
/９
）
 

1.14-511



崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違によ

る操作する設備の相違 

・記載の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，解釈

一覧を添付 

(
2
)
 
操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
８
/９
）
 

1.14-512



崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違によ

る操作する設備の相違 

・記載の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，解釈

一覧を添付 

(
2
)
 
操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
９
/９
）
 

1.14-513



崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違によ

る使用する設備の相違 

・記載の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，解釈

一覧を添付 

操
作
の
成
立
性
の
解
釈
一
覧
 

(
3
)
 
操
作
の
成
立
性
の
解
釈
一
覧
（
１
/１
）
 

1.14-514



 

まとめ資料比較表 〔技術的能力 1.15 事故時の計装に関する手順等〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9. 18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

① 島根２号炉は，代替直流電源設備による給電のうち，ＳＡ用蓄電池を常設代替直流電源設備として位置付け

② 柏崎6/7号炉は，第二代替交流電源設備を自主設備として整備

③ 島根２号炉は自主対策設備として，直流給電車を整備

④
柏崎6/7号炉，東海第二は，自主対策設備であるプロセス計算機で警報発生及びプラントトリップ状態を記録するが，島根２号炉は，自主設備である運転監視計算機でプラントト
リップ状態を記録する

⑤ 島根２号炉は，有効監視パラメータ（エリア放射線モニタ）の記録先として中央制御室記録計を設けているため記載

⑥ 東海第二は可搬型計測器による計測に重大事故等対応要員を当てているが，島根２号炉は運転員を当てている

⑦ 島根２号炉は，島根１号炉と中央制御室を共用しているため，当直副長の指揮に基づき運転操作対応を実施

⑧ 島根２号炉は，緊急時対策本部での伝達経路を記載

⑨

本推定手段は，サプレッション・プール水位を推定するものであり，柏崎6/7及び東海第二はサプレッション・チェンバ圧力の検出点高さよりサプレッション・プール水位が高く
なった場合に，水頭圧を測定することで，ドライウェル圧力とサプレッション・チェンバ圧力の差圧から水位を推定することが可能である（サプレッション・チェンバ圧力の検出
点高さ以上が推定可能範囲）。
島根２号炉はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の検出点はサプレッション・チェンバ上部より取り出しており，サプレッション・プール水位がサプレッション・チェンバ

圧力（ＳＡ）の検出点高さまで高くなることはないことから，ドライウェル圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から水位を推定することはできない。な
お，島根２号炉はサプレッション・プール水位（ＳＡ）を他チャンネル，注水流量及び水源の水位で推定する手段を整備している（柏崎6/7及び東海第二は注水流量，水源の水位
及び格納容器内圧力の差圧により推定）

⑩ 設備仕様による相違

⑪
柏崎6/7，東海第二は常設ラインの原子炉注水，格納容器スプレイ，下部注水する各注水ラインに差圧式流量計を設置しているが，島根２号炉は，常設ラインである低圧原子炉代
替注水ポンプによる原子炉注水，格納容器スプレイを行う各注水ラインの分岐前に超音波式流量計を設置している

⑫
東海第二は，可搬ラインに常設の可搬ラインの原子炉注水ラインに低流量を測定できる狭帯域用の差圧式流量計を設置しており，柏崎6/7は，低流量を測定できる狭帯域用の差圧
式流量計を設置していないが，島根２号炉は，常設ラインに低流量を測定できる超音波式流量計を設置し，可搬ラインの原子炉注水，ペデスタル注水ラインに低流量を測定できる
狭帯域用の差圧式流量計を設置している

⑬ 島根２号炉は，BWR-5設計のため，低圧炉心スプレイ・ポンプを有する

⑭
柏崎6/7は，代替循環冷却を復水補給水ポンプを経由して注水することから，その流量計を使用しているが，島根２号炉は，残留熱代替除去ポンプを新設しており，新規に原子炉
注水及び格納容器スプレイラインに流量計を設置している

⑮

島根２号炉は，可搬型計測器による計測を廃棄物処理建物１階（現場）で実施。対応要員として現場運転員２名を記載。
柏崎6/7の可搬型計測器による計測は，運転員が中央制御室又は現場にて実施。対応要員として中央制御室運転員２名及び現場運転員２名を記載。
東海第二の可搬型計測器による計測は，重大事故等対応要員が中央制御室にて実施。そのため緊急時対策所より中央制御室まで移動し，それに必要な手順を記載。対応要員として
重大事故等対応要員２名を記載。

⑯ 設備構成，対応する要員の相違。また，それに起因する所要時間の相違

⑰ 島根２号炉は，代替所内電気設備及び常設充電器を経由して給電

⑱ 島根２号炉は，現場操作時のみ監視する現場の指示値を記録する手順を記載

比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9. 18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

1.15 事故時の計装に関する手順等 

 

＜ 目 次 ＞ 

 

1.15.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

a. パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設

の状態を把握するための手段及び設備 

b. 原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧

力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメ

ータの値が計器の計測範囲を超えた場合に発電用原子炉

施設の状態を把握するための手段及び設備 

c. 計測に必要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備 

d. 重大事故等時のパラメータを記録する手段及び設備 

e. 手順等 

1.15.2 重大事故等時の手順等 

1.15.2.1 監視機能喪失 

(1) 計器の故障 

(2) 計器の計測範囲(把握能力)を超えた場合 

a. 代替パラメータによる推定 

b. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 

(1) 全交流動力電源喪失及び直流電源喪失 

a. 所内蓄電式直流電源設備からの給電 

 

 

 

 

 

 

 

b. 常設代替交流電源設備，第二代替交流電源設備又は可搬型

代替交流電源設備からの給電 

 

 

 

 

c. 可搬型直流電源設備又は直流給電車からの給電 

1.15 事故時の計装に関する手順等 

 

＜ 目 次 ＞ 

 

1.15.1 対応手段と設備の選定 

 (1) 対応手段と設備の選定の考え方 

 (2) 対応手段と設備の選定の結果 

  ａ．パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設

の状態を把握するための手段及び設備 

  ｂ．原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉

圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメ

ータの値が計器の計測範囲を超えた場合に発電用原子炉施

設の状態を把握するための手段及び設備 

  ｃ．計測に必要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備 

  ｄ．重大事故等時のパラメータを記録する手段及び設備 

  ｅ．手順等 

1.15.2 重大事故等時の手順等 

1.15.2.1 監視機能喪失 

 (1) 計器の故障 

 (2) 計器の計測範囲（把握能力）を超えた場合 

  ａ．代替パラメータによる推定 

  ｂ．可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 

 (1) 全交流動力電源喪失及び直流電源喪失 

  ａ．所内常設直流電源設備又は常設代替直流電源設備からの

給電 

 

 

 

 

 

 

  ｂ．常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電 

 

 

 

 

  ｃ．可搬型代替直流電源設備からの給電 

1.15 事故時の計装に関する手順等 

 

＜ 目 次 ＞ 

 

1.15.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

ａ．パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設

の状態を把握するための手段及び設備 

ｂ．原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉

圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視するパラ

メータの値が計器の計測範囲を超えた場合に発電用原子

炉施設の状態を把握するための手段及び設備 

ｃ．計測に必要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備 

ｄ．重大事故等時のパラメータを記録する手段及び設備 

ｅ．手順等 

1.15.2 重大事故等時の手順等 

1.15.2.1 監視機能喪失 

(1) 計器の故障 

(2) 計器の計測範囲（把握能力）を超えた場合 

ａ．代替パラメータによる推定 

ｂ．可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 

(1) 全交流動力電源喪失及び直流電源喪失 

ａ．所内常設蓄電式直流電源設備又は常設代替直流電源設備

からの給電 

 

 

 

 

 

 

ｂ．常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電 

 

 

 

 

ｃ．可搬型直流電源設備又は直流給電車からの給電 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，代替直

流電源設備による給電

のうち，ＳＡ用蓄電池を

常設代替直流電源設備

として位置付け（以下，

①の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，第二代替

交流電源設備を自主設

備として整備（以下，②

の相違） 

・設備の相違 

1.15-21.15-2



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9. 18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

d. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 

e. 重大事故等時の対応手段の選択 

1.15.3 重大事故等時のパラメータを記録する手順 

1.15.4 その他の手順項目にて考慮する手順 

 

添付資料 1.15.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料 1.15.2 重大事故等対処に必要なパラメータの選定 

添付資料 1.15.3 重大事故等対処に係る監視事項 

添付資料 1.15.4 重大事故等対策の成立性 

添付資料 1.15.5 可搬型計測器の必要個数整理 

添付資料 1.15.6 代替パラメータにて重大事故等対処時の判断基

準を判断した場合の影響について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 

  ｅ．重大事故等時の対応手段の選択 

1.15.3 重大事故等時のパラメータを記録する手順 

1.15.4 その他の手順項目にて考慮する手順 

 

添付資料 1.15.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料 1.15.2 重大事故等対処に必要なパラメータの選定 

添付資料 1.15.3 重大事故等対処に係る監視事項 

添付資料 1.15.4 重大事故等対策の成立性 

添付資料 1.15.5 可搬型計測器の必要個数整理 

添付資料 1.15.6 代替パラメータにて重大事故等対処時の判断基

準を判断した場合の影響について 

添付資料 1.15.7 原子炉水位不明時の対応について 

 

 

 

 

添付資料 1.15.8 ＲＰＶ破損判断について 

 

 

 

 

添付資料 1.15.9 自主対策設備仕様 

 

 

 

添付資料 1.15.10 手順のリンク先について 

 

 

 

 

 

ｄ．可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 

ｅ．重大事故等時の対応手段の選択 

1.15.3 重大事故等時のパラメータを記録する手順 

1.15.4 その他の手順項目にて考慮する手順 

 

添付資料 1.15.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料 1.15.2 重大事故等対処に必要なパラメータの選定 

添付資料 1.15.3 重大事故等対処に係る監視事項 

添付資料 1.15.4 重大事故等対策の成立性 

添付資料 1.15.5 可搬型計測器の必要台数整理 

添付資料 1.15.6 代替パラメータにて重大事故等対処時の判断基

準を判断した場合の影響について 

添付資料 1.15.7 原子炉水位不明時の対応について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 1.15.8 自主対策設備仕様 

 

 

 

添付資料 1.15.9 手順のリンク先について 

 

【東海第二】 

島根２号炉は，自主対

策設備として，直流給電

車を整備（以下，③の相

違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は原子炉水

位不明時の対応につい

て記載 

・運用の相違 

【東海第二】 

原子炉圧力容器の破

損判断のマネジメント

の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は自主対

策設備仕様を記載 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は手順のリ

ンク先を記載 

1.15-31.15-3
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1.15 事故時の計装に関する手順等 

【要求事項】 

 発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生し、計測

機器（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に

対処するために監視することが必要なパラメータを計測する

ことが困難となった場合において当該パラメータを推定する

ために有効な情報を把握するために必要な手順等が適切に整

備されているか、又は整備される方針が適切に示されている

こと。 

 

【解釈】 

１ 「当該重大事故等に対処するために監視することが必要な

パラメータを計測することが困難となった場合においても当

該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために

必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。なお、「当

該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメ

ータ」とは、事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納

容器破損防止対策を成功させるために把握することが必要な

発電用原子炉施設の状態を意味する。 

ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態

の把握能力を明確化すること。（最高計測可能温度等） 

ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度

等）を超えた場合の発電用原子炉施設の状態を推定する

こと。 

ⅰ）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位を推定する

こと。 

ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を推

定すること。 

ⅲ）推定するために必要なパラメータについて、複数の

パラメータの中から確からしさを考慮し、優先順位

を定めておくこと。 

ｃ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放

射線量率など想定される重大事故等の対応に必要となる

パラメータが計測又は監視及び記録ができること。 

ｄ）直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監

視を行う手順等（テスター又は換算表等）を整備するこ

と。 

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故障

1.15 事故時の計装に関する手順等 

【要求事項】 

  発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生し、計測

機器（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に

対処するために監視することが必要なパラメータを計測する

ことが困難となった場合において当該パラメータを推定する

ために有効な情報を把握するために必要な手順等が適切に整

備されているか、又は整備される方針が適切に示されている

こと。 

 

【解釈】 

１ 「当該重大事故等に対処するために監視することが必要な

パラメータを計測することが困難となった場合においても当

該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために

必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。なお、「当

該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメ

ータ」とは、事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納

容器破損防止対策を成功させるために把握することが必要な

発電用原子炉施設の状態を意味する。 

ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態

の把握能力を明確化すること。（最高計測可能温度等） 

ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度

等）を超えた場合の発電用原子炉施設の状態を推定する

こと。 

ⅰ）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位を推定するこ

と。 

ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を推定

すること。 

ⅲ）推定するために必要なパラメータについて、複数のパ

ラメータの中から確からしさを考慮し、優先順位を定

めておくこと。 

ｃ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放

射線量率など想定される重大事故等の対応に必要となる

パラメータが計測又は監視及び記録ができること。 

ｄ）直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監

視を行う手順等（テスター又は換算表等）を整備するこ

と。 

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故

1.15 事故時の計装に関する手順等 

【要求事項】 

 発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生し、計測

機器（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に

対処するために監視することが必要なパラメータを計測する

ことが困難となった場合において当該パラメータを推定する

ために有効な情報を把握するために必要な手順等が適切に整

備されているか、又は整備される方針が適切に示されている

こと。 

 

【解釈】 

１  「当該重大事故等に対処するために監視することが必要な

パラメータを計測することが困難となった場合においても当

該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために

必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。なお、「当

該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメ

ータ」とは、事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納

容器破損防止対策を成功させるために把握することが必要な

発電用原子炉施設の状態を意味する。 

ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態

の把握能力を明確化すること。（最高計測可能温度等） 

ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度

等）を超えた場合の発電用原子炉施設の状態を推定する

こと。 

ⅰ）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位を推定する

こと。 

ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を推

定すること。 

ⅲ）推定するために必要なパラメータについて、複数の

パラメータの中から確からしさを考慮し、優先順位

を定めておくこと。 

ｃ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放

射線量率など想定される重大事故等の対応に必要となる

パラメータが計測又は監視及び記録ができること。 

ｄ）直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監

視を行う手順等（テスター又は換算表等）を整備するこ

と。 

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故障

 

1.15-41.15-4
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等により，当該重大事故等に対処するために監視することが必要

なパラメータを計測することが困難となった場合に，当該パラメ

ータの推定に有効な情報を把握するため，計器の故障（検出器の

測定値不良，ケーブルの断線等）時の対応，計器の計測範囲を超

えた場合への対応，計器電源の喪失時の対応，計測結果を記録す

る手順等を整備する。 

障等により，当該重大事故等に対処するために監視することが

必要なパラメータを計測することが困難となった場合に，当該

パラメータの推定に有効な情報を把握するため，計器の故障（検

出器の測定値不良，ケーブルの断線等）時の対応，計器の計測

範囲を超えた場合への対応，計器電源の喪失時の対応，計測結

果を記録する手順等を整備する。 

等により，当該重大事故等に対処するために監視することが必要

なパラメータを計測することが困難となった場合に，当該パラメ

ータの推定に有効な情報を把握するため，計器の故障（検出器の

測定値不良，ケーブルの断線等）時の対応，計器の計測範囲を超

えた場合への対応，計器電源の喪失時の対応，計測結果を記録す

る手順等を整備する。 
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1.15.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

重大事故等時において，炉心損傷防止対策，格納容器破損

防止対策等を実施するため，発電用原子炉施設の状態を把握

することが重要である。当該重大事故等に対処するために監

視することが必要なパラメータを，技術的能力に係る審査基

準（以下「審査基準」という。）1.1～1.15 の手順着手の判断

基準及び操作手順に用いられるパラメータ並びに有効性評価

の判断及び確認に用いるパラメータを抽出する（以下「抽出

パラメータ」という。）。 

なお，審査基準 1.16～1.19の手順着手の判断基準及び操作

手順に用いられるパラメータについては，炉心損傷防止対策，

格納容器破損防止対策等を成功させるための手順ではないた

め，各々の手順において整理する。 

（添付資料 1.15.3） 

 

抽出パラメータのうち，当該重大事故等の炉心損傷防止対

策，格納容器破損防止対策等を成功させるために把握するこ

とが必要な発電用原子炉施設の状態を直接監視するパラメー

タ※1（以下「主要パラメータ」という。）及び主要パラメータ

を計測するための重大事故等対処設備を選定する。 

※1：原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，原子炉圧力

容器及び原子炉格納容器への注水量，原子炉格納容器

内の温度，圧力，水位，水素濃度及び放射線量率，未

臨界の維持又は監視，最終ヒートシンクの確保，格納

容器バイパスの監視，水源の確保，原子炉建屋内の水

素濃度,原子炉格納容器内の酸素濃度，使用済燃料プー

ルの監視。 

 

また，計器の故障，計器の計測範囲（把握能力）の超過及

び計器電源喪失により，主要パラメータを計測することが困

難となった場合において，主要パラメータの推定に必要なパ

ラメータ（以下「代替パラメータ」という。）を用いて対応す

る手段を整備し，重大事故等対処設備を選定する（第 1.15.1 

図，第 1.15.2 図）（以下「機能喪失原因対策分析」という。）。 

さらに，原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度，

放射線量率等，想定される重大事故等の対応に必要となるパ

ラメータの記録手順及びそのために必要となる重大事故等対

処設備を選定する。抽出パラメータのうち，発電用原子炉施

1.15.1 対応手段と設備の選定 

 (1) 対応手段と設備の選定の考え方 

   重大事故等時において，炉心損傷防止対策，格納容器破損

防止対策等を実施するため，発電用原子炉施設の状態を把握

することが重要である。当該重大事故等に対処するために監

視することが必要なパラメータを，技術的能力に係る審査基

準（以下「審査基準」という。）1.1～1.15の手順着手の判断

基準及び操作手順に用いられるパラメータ並びに有効性評価

の判断及び確認に用いるパラメータを抽出する（以下「抽出

パラメータ」という。）。 

   なお，審査基準 1.16～1.19 の手順着手の判断基準及び操

作手順に用いられるパラメータについては，炉心損傷防止対

策，格納容器破損防止対策等を成功させるための手順ではな

いため，各々の手順において整理する。 

（添付資料 1.15.3） 

 

抽出パラメータのうち，当該重大事故等の炉心損傷防止対

策，格納容器破損防止対策等を成功させるために把握するこ

とが必要な発電用原子炉施設の状態を直接監視するパラメー

タ※１（以下「主要パラメータ」という。）及び主要パラメー

タを計測するための重大事故等対処設備を選定する。 

   ※1 原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，原子炉圧力

容器及び原子炉格納容器への注水量，原子炉格納容器

内の温度，圧力，水位，水素濃度及び放射線量率，未

臨界の維持又は監視，最終ヒートシンクの確保，格納

容器バイパスの監視，水源の確保，原子炉建屋内の水

素濃度，原子炉格納容器内の酸素濃度，使用済燃料プ

ールの監視。 

 

また，計器の故障，計器の計測範囲（把握能力）の超過

及び計器電源喪失により，主要パラメータを計測すること

が困難となった場合において，主要パラメータの推定に必

要なパラメータ（以下「代替パラメータ」という。）を用い

て対応する手段を整備し，重大事故等対処設備を選定する

（第 1.15－1図，第 1.15－2図）（以下「機能喪失原因対策

分析」という。）。 

   さらに，原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃

度，放射線量率等，想定される重大事故等の対応に必要と

なるパラメータの記録手順及びそのために必要となる重大

1.15.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

重大事故等時において，炉心損傷防止対策，格納容器破損

防止対策等を実施するため，発電用原子炉施設の状態を把握

することが重要である。当該重大事故等に対処するために監

視することが必要なパラメータを，技術的能力に係る審査基

準（以下「審査基準」という。）1.1～1.15の手順着手の判断

基準及び操作手順に用いられるパラメータ並びに有効性評価

の判断及び確認に用いるパラメータを抽出する（以下「抽出

パラメータ」という。）。 

なお，審査基準 1.16～1.19の手順着手の判断基準及び操作

手順に用いられるパラメータについては，炉心損傷防止対策，

格納容器破損防止対策等を成功させるための手順ではないた

め，各々の手順において整備する。 

（添付資料 1.15.3） 

 

抽出パラメータのうち，当該重大事故等の炉心損傷防止対

策，格納容器破損防止対策等を成功させるために把握するこ

とが必要な発電用原子炉施設の状態を直接監視するパラメー

タ※１（以下「主要パラメータ」という。）及び主要パラメー

タを計測するための重大事故等対処設備を選定する。 

※１：原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，原子炉圧

力容器及び原子炉格納容器への注水量，原子炉格納

容器内の温度，圧力，水位，水素濃度及び放射線量

率，未臨界の維持又は監視，最終ヒートシンクの確

保，格納容器バイパスの監視，水源の確保，原子炉

建物内の水素濃度，原子炉格納容器内の酸素濃度，

燃料プールの監視。 

 

また，計器の故障，計器の計測範囲（把握能力）の超過及

び計器電源喪失により，主要パラメータを計測することが困

難となった場合において，主要パラメータの推定に必要なパ

ラメータ（以下「代替パラメータ」という。）を用いて対応す

る手段を整備し，重大事故等対処設備を選定する（第 1.15－

1 図，第 1.15－2 図）。（以下「機能喪失原因対策分析」とい

う。） 

さらに，原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度，

放射線量率等，想定される重大事故等の対応に必要となるパ

ラメータの記録手順及びそのために必要となる重大事故等対

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15-61.15-6



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9. 18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

設の状態を直接監視することができないパラメータについて

は，電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運転状態及

びその他の設備の運転状態により発電用原子炉施設の状態を

補助的に監視するパラメータ（以下「補助パラメータ」とい

う。）に分類し，第 1.15.4 表に整理する。なお，重大事故等

対処設備の運転・動作状態を表示する設備（ランプ表示灯等）

については，各条文の設置許可基準規則第四十三条への適合

状況のうち，(2)操作性（設置許可基準規則第四十三条第一項

二）にて，適合性を整理する。 

 

 

 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うため

の対応手段及び自主対策設備※2 を選定する。 

※2 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たす

ことや全てのプラント状況において使

用することは困難であるが，プラント

状況によっては，事故対応に有効な設

備。 

 

選定した重大事故等対処設備により，審査基準だけでなく，

設置許可基準規則第五十八条及び技術基準規則第七十三条

（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網

羅されていることを確認するとともに自主対策設備との関係

を明確にする。 

（添付資料 1.15.1） 

 

主要パラメータは以下のとおり分類する。 

・重要監視パラメータ 

主要パラメータのうち，耐震性，耐環境性を有し，重

大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器を少

なくとも 1 つ以上有するパラメータをいう。 

・有効監視パラメータ 

主要パラメータのうち，自主対策設備の計器のみで計

測されるが，計測することが困難となった場合にその代

替パラメータが重大事故等対処設備としての要求事項を

満たした計器で計測されるパラメータをいう。 

 

代替パラメータは以下のとおり分類する。 

事故等対処設備を選定する。抽出パラメータのうち，発電

用原子炉施設の状態を直接監視することができないパラメ

ータについては，電源設備の受電状態，重大事故等対処設

備の運転状態及びその他の設備の運転状態により発電用原

子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータ（以下「補

助パラメータ」という。）に分類し，第 1.15－4表に整理す

る。なお，重大事故等対処設備の運転・動作状態を表示す

る設備（ランプ表示灯等）については，各条文の設置許可

基準規則第四十三条への適合状況のうち，(2)操作性（設置

許可基準規則第四十三条第一項二）にて，適合性を整理す

る。 

 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うた

めの対応手段及び自主対策設備※２を選定する。 

   ※2 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満た

すことや全てのプラント状況におい

て使用することは困難であるが，プ

ラント状況によっては，事故対応に

有効な設備。 

 

選定した重大事故等対処設備により，審査基準だけでなく，

設置許可基準規則第五十八条及び技術基準規則第七十三条

（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網

羅されていることを確認するとともに，自主対策設備との関

係を明確にする。 

（添付資料 1.15.1） 

 

主要パラメータは以下のとおり分類する。 

   ・重要監視パラメータ 

     主要パラメータのうち，耐震性，耐環境性を有し，重

大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器を少

なくとも 1 つ以上有するパラメータをいう。 

・有効監視パラメータ 

     主要パラメータのうち，自主対策設備の計器のみで計

測されるが，計測することが困難となった場合にその代

替パラメータが重大事故等対処設備としての要求事項を

満たした計器で計測されるパラメータをいう。 

 

   代替パラメータは以下のとおり分類する。 

処設備を選定する。抽出パラメータのうち，発電用原子炉施

設の状態を直接監視することはできないパラメータについて

は，電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運転状態及

びその他の設備の運転状態により発電用原子炉施設の状態を

補助的に監視するパラメータ（以下「補助パラメータ」とい

う。）に分類し，第 1.15－4表に整理する。なお，重大事故等

対処設備の運転・動作状態を表示する設備（ランプ表示灯等）

については，各条文の設置許可基準規則第四十三条への適合

状況のうち，(2)操作性（設置許可基準規則第四十三条第一項

二）にて，適合性を整理する。 

 

 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うため

の対応手段及び自主対策設備※２を選定する。 

※２ 自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満

たすことやすべてのプラント状況に

おいて使用することは困難である

が，プラント状況によっては，事故

対応に有効な設備。 

 

選定した重大事故等対処設備により，審査基準だけでなく，

設置許可基準規則第五十八条及び技術基準規則第七十三条

（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網

羅されていることを確認するとともに，自主対策設備との関

係を明確にする。 

（添付資料 1.15.1） 

 

主要パラメータは以下のとおり分類する。 

・重要監視パラメータ 

主要パラメータのうち，耐震性，耐環境性を有し，重

大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器を少

なくとも１つ以上有するパラメータをいう。 

・有効監視パラメータ 

主要パラメータのうち，自主対策設備の計器のみで計

測されるが，計測することが困難となった場合にその代

替パラメータが重大事故等対処設備としての要求事項を

満たした計器で計測されるパラメータをいう。 

 

代替パラメータは以下のとおり分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15-71.15-7



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9. 18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

・重要代替監視パラメータ 

主要パラメータの代替パラメータを計測する計器が重

大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器を少

なくとも 1 つ以上有するパラメータをいう。 

・有効監視パラメータ 

主要パラメータの代替パラメータが自主対策設備の計

器のみで計測されるパラメータをいう。 

 

また，主要パラメータ及び代替パラメータを計測する設備

を以下のとおり分類する。 

主要パラメータを計測する計器は以下のとおり。 

・重要計器 

重要監視パラメータを計測する計器のうち，耐震性，

耐環境性を有し，重大事故等対処設備として位置付ける

計器をいう。 

・常用計器 

主要パラメータを計測する計器のうち，重要計器以外

の自主対策設備の計器をいう。 

 

代替パラメータを計測する計器は以下のとおり。 

・重要代替計器 

重要代替監視パラメータを計測する計器のうち，耐震

性，耐環境性を有し，重大事故等対処設備として位置付

ける計器をいう。 

・常用代替計器 

代替パラメータを計測する計器のうち，重要代替計器

以外の自主対策設備の計器をいう。 

 

なお，主要パラメータが重大事故等対処設備で計測できず，

かつその代替パラメータも重大事故等対処設備で計測できな

い場合は，重大事故等時に発電用原子炉施設の状況を把握す

るため，主要パラメータを計測する計器の１つを重大事故等

対処設備としての要求を満たした計器へ変更する。 

（添付資料 1.15.2） 

 

以上の分類により抽出した重要監視パラメータ及び重要代

替監視パラメータを第 1.15.2 表に示す。あわせて，設計基

準を超える状態における発電用原子炉施設の状態を把握する

能力を明確化するために，重要監視パラメータ及び重要代替

   ・重要代替監視パラメータ 

     主要パラメータの代替パラメータを計測する計器が重

大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器を少

なくとも 1 つ以上有するパラメータをいう。 

   ・常用代替監視パラメータ 

     主要パラメータの代替パラメータが自主対策設備の計

器のみで計測されるパラメータをいう。 

 

   また，主要パラメータ及び代替パラメータを計測する設備

を以下のとおり分類する。 

   主要パラメータを計測する計器は以下のとおり。 

・重要計器 

     重要監視パラメータを計測する計器のうち，耐震性，

耐環境性を有し，重大事故等対処設備として位置付ける

計器をいう。 

   ・常用計器 

     主要パラメータを計測する計器のうち，重要計器以外

の自主対策設備の計器をいう。 

 

代替パラメータを計測する計器は以下のとおり。 

   ・重要代替計器 

     重要代替監視パラメータを計測する計器のうち，耐震

性，耐環境性を有し，重大事故等対処設備として位置付

ける計器をいう。 

   ・常用代替計器 

     代替パラメータを計測する計器のうち，重要代替計器

以外の自主対策設備の計器をいう。 

 

   なお，主要パラメータが重大事故等対処設備で計測できず，

かつその代替パラメータも重大事故等対処設備で計測できな

い場合は，重大事故等時に発電用原子炉施設の状況を把握す

るため，主要パラメータを計測する計器の１つを重大事故等

対処設備としての要求を満たした計器へ変更する。 

（添付資料 1.15.2） 

 

          以上の分類により抽出した重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータを第 1.15－2 表に示す。あわせて，設

計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態を把

握する能力を明確化するために，重要監視パラメータ及び

・重要代替監視パラメータ 

主要パラメータの代替パラメータを計測する計器が重

大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器を少

なくとも１つ以上有するパラメータをいう。 

・有効監視パラメータ 

主要パラメータの代替パラメータが自主対策設備の計

器のみで計測されるパラメータをいう。 

 

また，主要パラメータ及び代替パラメータを計測する設備

は以下のとおり分類する。 

主要パラメータを計測する計器は以下のとおり。 

・重要計器 

重要監視パラメータを計測する計器のうち，耐震性，

耐環境性を有し，重大事故等対処設備として位置付ける

計器をいう。 

・常用計器 

主要パラメータを計測する計器のうち，重要計器以外

の自主対策設備の計器をいう。 

 

代替パラメータを計測する計器は以下のとおり。 

・重要代替計器 

重要代替監視パラメータを計測する計器のうち，耐震

性，耐環境性を有し，重大事故等対処設備として位置付

ける計器をいう。 

・常用代替計器 

代替パラメータを計測する計器のうち，重要代替計器

以外の自主対策設備の計器をいう。 

 

なお，主要パラメータが重大事故等対処設備で計測できず，

かつその代替パラメータも重大事故等対処設備で計測できな

い場合は，重大事故等時に発電用原子炉施設の状態を把握す

るため，主要パラメータを計測する計器の１つを重大事故等

対処設備としての要求を満たした計器へ変更する。 

（添付資料 1.15.2） 

 

以上の分類により抽出した重要監視パラメータ及び重要代

替監視パラメータを第 1.15－2 表に示す。併せて，設計基準

を超える状態における発電用原子炉施設の状態を把握する能

力を明確化するために，重要監視パラメータ及び重要代替監

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15-81.15-8



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9. 18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

監視パラメータの計測範囲，個数，耐震性及び非常用電源か

らの給電の有無についても整理する。 

整理した結果を踏まえ，原子炉圧力容器内の温度，圧力及

び水位，並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水

量を監視するパラメータの値が計測範囲を超えた場合，発電

用原子炉施設の状態を推定するための手段を整備する。 

 

重大事故等の対処に必要なパラメータを計測又は監視し，

記録する手順等を整備する。 

（添付資料 1.15.2） 

 

重要代替監視パラメータの計測範囲，個数，耐震性及び非

常用電源からの給電の有無についても整理する。 

整理した結果を踏まえ，原子炉圧力容器内の温度，圧力

及び水位，並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への

注水量を監視するパラメータの値が計測範囲を超えた場

合，発電用原子炉施設の状態を推定するための手段を整備

する。 

    重大事故等の対処に必要なパラメータを計測又は監視

し，記録する手順等を整備する。 

（添付資料 1.15.2） 

視パラメータの計測範囲，個数，耐震性及び非常用電源から

の給電の有無についても整理する。 

整理した結果を踏まえ，原子炉圧力容器内の温度，圧力及

び水位，並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水

量を監視するパラメータの値が計測範囲を超えた場合，発電

用原子炉施設の状態を推定するための手段を整備する。 

 

重大事故等の対処に必要なパラメータを計測又は監視し，

記録する手順等を整備する。 

（添付資料 1.15.2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15-91.15-9



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9. 18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

機能喪失原因対策分析の結果，監視機能の喪失として計器

故障及び計器の計測範囲（把握能力）を超過した場合を想定

する。また，全交流動力電源喪失及び直流電源喪失による計

器電源の喪失を想定する。 

 

a. パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設

の状態を把握するための手段及び設備 

(a) 対応手段 

重大事故等の対処時に主要パラメータを計測する計器

が故障した場合，発電用原子炉施設の状態を把握するた

め，多重化された計器の他チャンネル※3 の計器により計

測する手段及び代替パラメータを計測する計器により当

該パラメータを推定する手段がある（第 1.15.3表）。 

 

※3 チャンネル：単一故障を想定しても，パラメータの

監視機能が喪失しないように，1 つの

パラメータを測定原理が同じである複

数の計器で監視しており，多重化され

た監視機能のうち，検出器から指示部

までの最小単位をチャンネルと呼ぶ。 

 

 

他チャンネルによる計測に使用する計器は以下のとお

り。 

・主要パラメータの他チャンネルの重要計器 

・主要パラメータの他チャンネルの常用計器 

 

代替パラメータを計測する計器は以下のとおり。 

・重要代替計器 

・常用代替計器 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

機能喪失原因対策分析の結果により選定した，主要パ

ラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の

状態を把握するための設備のうち，当該パラメータの他

チャンネルの重要計器は重大事故等対処設備として位置

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

   機能喪失原因対策分析の結果，監視機能の喪失として計器

故障及び計器の計測範囲（把握能力）を超過した場合を想定

する。また，全交流動力電源喪失及び直流電源喪失による計

器電源の喪失を想定する。 

 

  ａ．パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設

の状態を把握するための手段及び設備 

   (a) 対応手段 

     重大事故等の対処時に主要パラメータを計測する計器

が故障した場合，発電用原子炉施設の状態を把握するた

め，多重化された計器の他チャンネル※３の計器により計

測する手段及び代替パラメータを計測する計器により当

該パラメータを推定する手段がある（第 1.15－3表）。 

 

     ※3 チャンネル：単一故障を想定しても，パラメータ

の監視機能が喪失しないように，1

つのパラメータを測定原理が同じ

である複数の計器で監視しており，

多重化された監視機能のうち，検出

器から指示部までの最小単位をチ

ャンネルと呼ぶ。 

 

他チャンネルによる計測に使用する計器は以下のとお

り。 

      ・主要パラメータの他チャンネルの重要計器 

      ・主要パラメータの他チャンネルの常用計器 

 

      代替パラメータを計測する計器は以下のとおり。 

      ・重要代替計器 

      ・常用代替計器 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

機能喪失原因対策分析の結果により選定した，主要パ

ラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の

状態を把握するための設備のうち，当該パラメータの他

チャンネルの重要計器は重大事故等対処設備として位置

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

機能喪失原因対策分析の結果，監視機能の喪失として計器

故障及び計器の計測範囲（把握能力）を超過した場合を想定

する。また，全交流動力電源喪失及び直流電源喪失による計

器電源の喪失を想定する。 

 

ａ．パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設

の状態を把握するための手段及び設備 

(a) 対応手段 

重大事故等の対処時に主要パラメータを計測する計器

が故障した場合，発電用原子炉施設の状態を把握するた

め，多重化された計器の他チャンネル※３の計器により計

測する手段及び代替パラメータを計測する計器により当

該パラメータを推定する手段がある（第 1.15－3表）。 

 

※３ チャンネル：単一故障を想定しても，パラメー

タの監視機能が喪失しないよう

に，１つのパラメータを測定原理

が同じである複数の計器で監視し

ており，多重化された監視機能の

うち，検出器から指示部までの最

小単位をチャンネルと呼ぶ。 

 

他チャンネルによる計測に使用する計器は以下のとお

り。 

・主要パラメータの他チャンネルの重要計器 

・主要パラメータの他チャンネルの常用計器 

 

代替パラメータを計測する計器は以下のとおり。 

・重要代替計器 

・常用代替計器 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

機能喪失原因対策分析の結果により選定した，主要パ

ラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の

状態を把握するための設備のうち，当該パラメータの他

チャンネルの重要計器は重大事故等対処設備として位置
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付ける。代替パラメータによる推定に使用する設備のう

ち，重要代替計器は重大事故等対処設備として位置付け

る。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要

求される設備が全て網羅されている。 

(添付資料 1.15.1) 

 

以上の重大事故等対処設備により，主要パラメータを

把握することができる。また，以下の設備はプラント状

況によっては事故対応に有効な設備であるため，自主対

策設備として位置付ける。あわせて，その理由を示す。 

・主要パラメータの他チャンネルの常用計器及び常用

代替計器 

耐震性又は耐環境性はないが，監視可能であれば発

電用原子炉施設の状態を把握することが可能なこと

から代替手段として有効である。 

 

b. 原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧

力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメー

タの値が計器の計測範囲を超えた場合に発電用原子炉施設

の状態を把握するための手段及び設備 

(a) 対応手段 

重大事故等の対処時に当該パラメータが計測範囲を超

えた場合は，発電用原子炉施設の状態を把握するため，

代替パラメータを計測する計器により必要とするパラメ

ータの値を推定する手段及び可搬型の計測器により計測

する手段がある。 

 

 

 

 

 

代替パラメータによる推定に使用する設備は以下のと

おり。 

・重要代替計器 

・常用代替計器 

可搬型の計器による計測に使用する設備は以下のとお

り。 

・可搬型計測器 

付ける。代替パラメータによる推定に使用する設備のう

ち，重要代替計器は重大事故等対処設備として位置付け

る。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要

求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料 1.15.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により，主要パラメータを

把握することができる。また，以下の設備はプラント状

況によっては事故対応に有効な設備であるため，自主対

策設備として位置付ける。あわせて，その理由を示す。 

     ・主要パラメータの他チャンネルの常用計器及び常用

代替計器 

      耐震性又は耐環境性はないが，監視可能であれば発

電用原子炉施設の状態を把握することが可能なこと

から代替手段として有効である。 

 

ｂ．原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉

圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視するパラ

メータの値が計器の計測範囲を超えた場合に発電用原子

炉施設の状態を把握するための手段及び設備 

(a) 対応手段 

   重大事故等の対処時に当該パラメータが計測範囲を超

えた場合は，発電用原子炉施設の状態を把握するため，

代替パラメータを計測する計器により必要とするパラメ

ータの値を推定する手段及び可搬型の計測器（可搬型計

測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度，圧

力，水位及び流量（注水量）計測用）及び可搬型計測器

（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の圧力，水位及

び流量（注水量）計測用）（以下「可搬型計測器」という。））

により計測する手段がある。 

 

   代替パラメータによる推定に使用する設備は以下のと

おり。 

   ・重要代替計器 

   ・常用代替計器 

 可搬型の計測器による計測に使用する設備は以下のと

おり。 

   ・可搬型計測器 

付ける。代替パラメータによる推定に使用する設備のう

ち，重要代替計器は重大事故等対処設備として位置付け

る。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要

求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料 1.15.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により，主要パラメータを

把握することができる。また，以下の設備はプラント状

況によっては事故対応に有効な設備であるため，自主対

策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。 

・主要パラメータの他チャンネルの常用計器及び常用

代替計器 

耐震性又は耐環境性はないが，監視可能であれば

発電用原子炉施設の状態を把握することが可能なこ

とから代替手段として有効である。 

 

ｂ．原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉

圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視するパラ

メータの値が計器の計測範囲を超えた場合に発電用原子

炉施設の状態を把握するための手段及び設備 

(a) 対応手段 

重大事故等の対処時に当該パラメータが計測範囲を超

えた場合は，発電用原子炉施設の状態を把握するため，

代替パラメータを計測する計器により必要とするパラメ

ータの値を推定する手段及び可搬型の計測器により計測

する手段がある。 

 

 

 

 

 

代替パラメータによる推定に使用する設備は以下のと

おり。 

・重要代替計器 

・常用代替計器 

可搬型の計器による計測に使用する設備は以下のとお

り。 

・可搬型計測器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，温度計測

機能を有する計測器と

温度計測機能を有さな

い計測器の２種類を使

用 
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(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

機能喪失原因対策分析の結果により選定した，主要パ

ラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に，発電用

原子炉施設の状態を把握するための設備のうち，重要代

替計器及び可搬型計測器は重大事故等対処設備として位

置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要

求される設備が全て網羅されている。 

(添付資料 1.15.1) 

 

以上の重大事故等対処設備により，当該パラメータを

把握することができる。また，以下の設備はプラント状

況によっては事故対応に有効な設備であるため,自主対

策設備として位置付ける。あわせて，その理由を示す。 

・常用代替計器 

耐震性又は耐環境性はないが，監視可能であれば発

電用原子炉施設の状態を把握することが可能なこと

から代替手段として有効である。 

 

c. 計測に必要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備 

(a) 対応手段 

監視する計器に供給する電源（以下「計器電源」とい

う。）が喪失し，監視機能が喪失した場合に，代替電源（交

流，直流）から給電し，当該パラメータの計器により計

測又は監視する手段がある。 

また，計器電源が喪失した場合に，電源（乾電池）を

内蔵した可搬型の計測器を用いて計測又は監視する手段

がある。計器の電源構成図を第 1.15.4図に示す。 

代替電源（交流）からの給電に使用する設備は以下の

とおり。 

・常設代替交流電源設備 

・第二代替交流電源設備 

 

 

・可搬型代替交流電源設備 

 

代替電源（直流）からの給電に使用する設備は以下の

とおり。 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

     機能喪失原因対策分析の結果により選定した，主要パ

ラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に，発電用

原子炉施設の状態を把握するための設備のうち，重要代

替計器及び可搬型計測器は重大事故等対処設備として位

置付ける。 

     これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要

求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料 1.15.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により，当該パラメータを把

握することができる。また，以下の設備はプラント状況に

よっては事故対応に有効な設備であるため，自主対策設備

として位置付ける。あわせて，その理由を示す。 

・常用代替計器 

      耐震性又は耐環境性はないが，監視可能であれば発

電用原子炉施設の状態を把握することが可能なこと

から代替手段として有効である。 

 

ｃ．計測に必要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備 

   (a) 対応手段 

      監視する計器に供給する電源（以下「計器電源」とい

う。）が喪失し，監視機能が喪失した場合に，代替電源

（交流，直流）から給電し，当該パラメータの計器によ

り計測又は監視する手段がある。 

      また，計器電源が喪失した場合に，電源（乾電池）を

内蔵した可搬型の計測器を用いて計測又は監視する手段

がある。計器の電源構成図を第 1.15－4図に示す。 

     代替電源（交流）からの給電に使用する設備は以下の

とおり。 

     ・常設代替交流電源設備 

 

 

 

     ・可搬型代替交流電源設備 

 

     代替電源（直流）からの給電に使用する設備は以下の

とおり。 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

機能喪失原因対策分析の結果により選定した，主要パ

ラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に，発電用

原子炉施設の状態を把握するための設備のうち，重要代

替計器及び可搬型計測器は重大事故等対処設備として位

置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要

求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料 1.15.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により，当該パラメータを

把握することができる。また，以下の設備はプラント状

況によっては事故対応に有効な設備であるため，自主対

策設備と位置付ける。併せて，その理由を示す。 

・常用代替計器 

耐震性又は耐環境性はないが，監視可能であれば

発電用原子炉施設の状態を把握することが可能なこ

とから，代替手段として有効である。 

 

ｃ．計測に必要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備 

(a) 対応手段 

監視する計器に供給する電源（以下「計器電源」とい

う。）が喪失し，監視機能が喪失した場合に，代替電源（交

流，直流）から給電し，当該パラメータの計器により計

測又は監視する手段がある。 

また，計器電源が喪失した場合に，電源（乾電池）を

内蔵した可搬型の計測器を用いて計測又は監視する手段

がある。計器の電源構成を第 1.15－4図に示す。 

代替電源（交流）からの給電に使用する設備は以下の

とおり。 

・常設代替交流電源設備 

 

 

 

・可搬型代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

代替電源（直流）からの給電に使用する設備は以下の

とおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 
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・所内蓄電式直流電源設備 

 

 

 

・可搬型直流電源設備 

・直流給電車及び可搬型代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

 

可搬型の計測器による計測又は監視する設備は以下の

とおり。 

・可搬型計測器 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

機能喪失原因対策分析の結果により選定した，常設代

替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内蓄電式

直流電源設備，可搬型直流電源設備，可搬型計測器は，

重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要

求される設備が全て網羅されている。 

(添付資料 1.15.1) 

 

以上の重大事故等対処設備により，主要パラメータを

把握することができる。また以下の設備は，プラント状

況によっては事故対応に有効な設備であるため,自主対

策設備として位置付ける。あわせて，その理由を示す。 

 

 

 

・第二代替交流電源設備 

耐震性は確保されていないが，常設代替交流電源設

備と同等の機能を有することから，健全性が確認で

きた場合において，重大事故等の対処に必要となる

パラメータの監視が可能となることから代替手段と

して有効である。 

・所内常設直流電源設備 

     ・常設代替直流電源設備 

 

 

     ・可搬型代替直流電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

     可搬型の計測器による計測又は監視に使用する設備は

以下のとおり。 

     ・可搬型計測器 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

機能喪失原因対策分析の結果により選定した，常設代替交流

電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常設直流電源設備，

常設代替直流電源設備，可搬型代替直流電源設備，可搬型計測

器は，重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求され

る設備が全て網羅されている。 

（添付資料 1.15.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により，主要パラメータを把握す

ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・所内常設蓄電式直流電源設備 

・常設代替直流電源設備 

 

 

・可搬型直流電源設備 

・直流給電車及び可搬型代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

 

可搬型の計測器による計測又は監視する設備は以下の

とおり。 

・可搬型計測器 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

機能喪失原因対策分析の結果により選定した，常設代

替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電

気設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電

源設備，可搬型直流電源設備，可搬型計測器は，重大事

故等対処設備として位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要

求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料 1.15.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により，主要パラメータを

把握することができる。また，以下の設備は，プラント

状況によっては事故対応に有効な設備であるため，自主

対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 

島根２号炉は，直流給

電車及び高圧発電機車

の組み合わせにより直

流設備へ給電する 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，計器電

源喪失時の対応手段と

して自主対策設備を選

定しているため記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 
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・直流給電車 

給電開始までに時間を要するが，給電可能であれば

重大事故等の対処に必要となるパラメータの監視が

可能となることから代替手段として有効である。 

 

d. 重大事故等時のパラメータを記録する手段及び設備 

(a) 対応手段 

重大事故等時において，原子炉格納容器内の温度，圧

力，水位，水素濃度，放射線量率等，想定される重大事

故等の対応に必要となる重要監視パラメータ及び重要代

替監視パラメータを記録する手段がある。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを記

録する設備は以下のとおり。 

・安全パラメータ表示システム（SPDS） 

安全パラメータ表示システム（SPDS）は，データ伝

送装置，緊急時対策支援システム伝送装置及び SPDS

表示装置により構成される。 

 

また，重大事故等時の有効監視パラメータが使用でき

る場合は，パラメータを記録する手段がある。 

 

有効監視パラメータを記録する設備は以下のとおり。 

 

・ 安全パラメータ表示システム（SPDS） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，その他の記録として，警報発生及びプラントト

 

 

 

 

 

  ｄ．重大事故等時のパラメータを記録する手段及び設備 

   (a) 対応手段 

     重大事故等時において，原子炉格納容器内の温度，圧

力，水位，水素濃度，放射線量率等，想定される重大事

故等の対応に必要となる重要監視パラメータ及び重要代

替監視パラメータを記録する手段がある。 

     重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを記

録する設備は以下のとおり。 

     ・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

      安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，デー

タ伝送装置，緊急時対策支援システム伝送装置及び

ＳＰＤＳデータ表示装置により構成される。 

      

     また，重大事故等時の有効監視パラメータ及び常用代

替監視パラメータが使用できる場合は，パラメータを記

録する手段がある。 

     有効監視パラメータ及び常用代替監視パラメータを記

録する設備は以下のとおり。 

     ・プロセス計算機 

 

 

 

 

 

 

     ・記録計 

 

 

 

 

 

 

 

     なお，その他の記録として，警報発生及びプラントト

・直流給電車 

給電可能であれば重大事故等の対処に必要となる

パラメータの監視が可能となることから代替手段と

して有効である。 

 

ｄ．重大事故等時のパラメータを記録する手段及び設備 

(a) 対応手段 

重大事故等時において，原子炉格納容器内の温度，圧

力，水位，水素濃度，放射線量率等，想定される重大事

故等の対応に必要となる重要監視パラメータ及び重要代

替監視パラメータを記録する手段がある。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを記

録する設備は以下のとおり。 

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，ＳＰ

ＤＳデータ収集サーバ，ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳ

ＰＤＳデータ表示装置により構成される。 

 

また，重大事故等時の有効監視パラメータが使用でき

る場合は，パラメータを記録する手段がある。 

 

有効監視パラメータを記録する設備は以下のとおり。 

 

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

 

 

 

 

 

 

・中央制御室記録計 

 

 

 

 

 

 

 

なお，その他の記録として，プラントトリップ状態を

・設備の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，有効監

視パラメータ（制御棒手

動操作・監視系）を安全

パラメータ表示システ

ム（ＳＰＤＳ）に記録 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，有効監

視パラメータ（エリア放

射線モニタ）の記録先と

して中央制御室記録計

を設けているため記載

（以下，⑤の相違） 

・設備の相違 
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リップ状態を記録する手段がある。

その他のパラメータを記録する設備は以下のとおり。

・プロセス計算機

重要監視パラメータは，原則，安全パラメータ表示シ

ステム（SPDS）へ記録するが，監視が必要な時に現場に

設置する計器，複数の計測結果を使用し計算により推定

する監視パラメータ（計測結果を含む）の値は，記録用

紙に記録する手順を整備する。 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを記

録する設備である安全パラメータ表示システム（SPDS）

は，重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要

求される設備が全て網羅されている。 

(添付資料 1.15.1) 

以上の重大事故等対処設備により，重要な監視パラメ

ータを記録することができる。また，以下の設備は，プ

ラント状況によっては事故対応に有効な設備であるた

め,自主対策設備として位置付ける。あわせて，その理由

を示す。 

・プロセス計算機

耐震性を有していないが，設備が健全である場合は

重大事故等の対処に必要となる監視パラメータの記

録が可能なことから代替手段として有効である。 

e. 手順等

リップ状態を記録する手段がある。

その他のパラメータを記録する設備は以下のとおり。

・プロセス計算機

重要監視パラメータは，原則，安全パラメータ表示シ

ステム（ＳＰＤＳ）へ記録するが，可搬型計測器により

測定したパラメータの値，複数の計測結果を使用し計算

により推定する監視パラメータ（計測結果を含む）の値

は，記録用紙に記録する手順を整備する。 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを記

録する設備である安全パラメータ表示システム（ＳＰＤ

Ｓ）は，重大事故等対処設備として位置付ける。 

 これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要

求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料 1.15.1） 

以上の重大事故等対処設備により，重要な監視パラメー

タを記録することができる。また，以下の設備は，プラン

ト状況によっては事故対応に有効な設備であるため，自主

対策設備として位置付ける。あわせて，その理由を示す。 

・プロセス計算機

・記録計

耐震性を有していないが，設備が健全である場合は重大

事故等の対処に必要となる監視パラメータの記録が可能な

ことから代替手段として有効である。 

ｅ．手順等 

記録する手段がある。 

その他のパラメータを記録する設備は以下のとおり。 

・運転監視用計算機

重要監視パラメータは，原則，安全パラメータ表示シ

ステム（ＳＰＤＳ）へ記録するが，可搬型計測器により

測定したパラメータの値，複数の計測結果を使用し計算

により推定する監視パラメータ（計測結果を含む）の値

は，記録用紙に記録する手順を整備する。 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを

記録する設備である安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）は，重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に

要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料 1.15.1） 

以上の重大事故等対処設備により，重要な監視パラメ

ータを記録することができる。また，以下の設備は，プ

ラント状況によっては事故対応に有効な設備であるた

め，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由

を示す。 

・運転監視用計算機

・中央制御室記録計

耐震性を有していないが，設備が健全である場合は

重大事故等の対処に必要となる監視パラメータの記

録が可能なことから代替手段として有効である。 

ｅ．手順等 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 柏崎 6/7，東海第二

は，自主対策設備である

プロセス計算機で警報

発生及びプラントトリ

ップ状態を記録するが，

島根２号炉は，自主設備

である運転監視計算機

でプラントトリップ状

態を記録する（以下，④

の相違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，重要監

視パラメータ及び重要

代替監視パラメータを

監視する現場に設置す

る計器がない 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

⑤の相違
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上記の「a. パラメータを計測する計器の故障時に発電用

原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備」，「b. 原

子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧力

容器及び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータ

の値が計器の計測範囲を超えた場合に発電用原子炉施設の

状態を把握するための手段及び設備」，「c. 計測に必要な

計器電源が喪失した場合の手段及び設備」及び「d. 重大事

故等時のパラメータを記録する手段及び設備」により選定

した対応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応とし

て事故時運転操作手順書(徴候ベース)，AM 設備別操作手順

書及びアクシデントマネジメントの手引きに定める(第

1.15.1 表)。 

 

 

 

 

 

    上記の「ａ.パラメータを計測する計器の故障時に発電用

原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備」，「ｂ.

原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧

力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメー

タの値が計器の計測範囲を超えた場合に発電用原子炉施設

の状態を把握するための手段及び設備」,「ｃ.計測に必要

な計器電源が喪失した場合の手段及び設備」及び「ｄ.重大

事故等時のパラメータを記録する手段及び設備」により選

定した対応手段に係る手順を整備する。 

    これらの手順は，運転員等※４，重大事故等対応要員及び

災害対策要員の対応として「非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベ

ース）」，「非常時運転手順書Ⅱ（停止時徴候ベース）」，「Ａ

Ｍ設備別操作手順書」及び「重大事故等対策要領」に定め

る（第 1.15－1表）。 

 

 

 

    ※4 運転員等：運転員（当直運転員）及び重大事故等対

応要員（運転操作対応）をいう。 

 

上記の「ａ．パラメータを計測する計器の故障時に発電

用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備」，「ｂ．

原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧

力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメー

タの値が計器の計測範囲を超えた場合に発電用原子炉施設

の状態を把握するための手段及び設備」，「ｃ．計測に必

要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備」及び「ｄ．

重大事故等時のパラメータを記録する手段及び設備」によ

り選定した対応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応とし

て事故時操作要領書（徴候ベース），原子力災害対策手順

書及びＡＭ設備別操作要領書に定める（第 1.15－1表）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 東海第二は可搬型計

測器による計測に重大

事故等対応要員を当て

ているが，島根２号炉は

運転員を当てている（以

下，⑥の相違） 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑥の相違 
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1.15.2 重大事故等時の手順等 

1.15.2.1 監視機能喪失 

(1) 計器の故障 

主要パラメータを計測する計器が，故障により計測すること

が困難となった場合，当該パラメータを推定する手段を整備す

る(第 1.15.3 表)。 

 

a. 手順着手の判断基準 

重大事故等に対処するために発電用原子炉施設の状態を把

握するために必要な重要監視パラメータを計測する重要計器

が故障した場合※１。 

 

※1：重要計器の指示値に，以下のような変化があった場合 

・通常時や事故時に想定される値から，大きな変動がある場合 

・複数ある計器については，それぞれの指示値の差が大きい場合 

・計器信号の喪失に伴い，指示値が計測範囲外にある場合 

・計器電源の喪失に伴い，指示値の表示が消滅した場合 

 

b. 操作手順 

計器の故障の判断及び対応手順は，以下のとおり。 

①運転員は，発電用原子炉施設の状態を把握するために必要

な重要監視パラメータについて，他チャンネルの重要計器

がある場合には，当該計器により当該パラメータを計測す

る。 

また，当該パラメータの常用計器が監視可能であれば確認

に使用する。 

②運転員は，読み取った指示値が正常であることを，計測範

囲内にあること及びプラント状況によりあらかじめ推定さ

れる値との間に大きな差異がないことより確認する。 

 

③当該パラメータが計測範囲外，又はプラント状況によりあ

らかじめ推定される値との間に大きな差異がある場合に

は，当直副長は，あらかじめ選定した重要代替監視パラメ

ータの計測を運転員に指示する。 

 

 

 

 

 

1.15.2 重大事故等時の手順等 

1.15.2.1 監視機能喪失 

 (1) 計器の故障 

   主要パラメータを計測する計器が，故障により計測するこ

とが困難となった場合，当該パラメータを推定する手段を整

備する（第 1.15－3表）。 

 

  ａ．手順着手の判断基準 

    重大事故等に対処するために発電用原子炉施設の状態を

把握するために必要な重要監視パラメータを計測する重要

計器が故障した場合※５。 

    

※5 重要計器の指示値に，以下のような変化があった場合 

・通常時や事故時に想定される値から，大きな変動がある場合 

・複数ある計器については，それぞれの指示値の差が大きい場合 

・計器信号の喪失に伴い，指示値が計測範囲外にある場合 

・計器電源の喪失に伴い，指示値の表示が消滅した場合 

 

  ｂ．操作手順 

    計器の故障の判断及び対応手順は，以下のとおり。      

①運転員等は，発電用原子炉施設の状態を把握するために必

要な重要監視パラメータについて，他チャンネルの重要計

器がある場合には，当該計器により当該パラメータを計測

する。 

 また，当該パラメータの常用計器が監視可能であれば確認

に使用する。 

②運転員等は，読み取った指示値が正常であることを，計測

範囲内にあること及びプラント状況によりあらかじめ推定

される値との間に大きな差異がないことより確認する。 

 

③当該パラメータが計測範囲外，又はプラント状況によりあ

らかじめ推定される値との間に大きな差異がある場合に

は，発電長は，あらかじめ選定した重要代替監視パラメー

タの計測を運転員等に指示する。 

 

 

 

 

 

1.15.2 重大事故等時の手順等 

1.15.2.1 監視機能喪失 

(1) 計器の故障 

主要パラメータを計測する計器が，故障により計測するこ

とが困難となった場合，当該パラメータを推定する手順を整

備する（第 1.15－3表）。 

 

ａ．手順着手の判断基準 

重大事故等に対処するために発電用原子炉施設の状態を

把握するために必要な重要監視パラメータを計測する重要

計器が故障した場合※１。 

 

※１：重要計器の指示値に，以下のような変化があった場合 

・通常時や事故時に想定される値から，大きな変動がある場合 

・複数ある計器については，それぞれの指示値の差が大きい場合 

・計器信号の喪失に伴い，指示値が計測範囲外にある場合 

・計器電源の喪失に伴い，指示値の表示が消滅した場合 

 

ｂ．操作手順 

計器の故障の判断及び対応手順は，以下のとおり。 

①中央制御室運転員Ａは，発電用原子炉施設の状態を把

握するために必要な重要監視パラメータについて，他

チャンネルの重要計器がある場合には，当該計器によ

り当該パラメータを計測する。 

 また，当該パラメータの常用計器が監視可能であれば

確認に使用する。 

②中央制御室運転員Ａは，読み取った指示値が正常であ

ることを，計測範囲内にあること及びプラント状況に

よりあらかじめ推定される値との間に大きな差異がな

いことより確認する。 

③当該パラメータが計測範囲外，又はプラント状況によ

りあらかじめ推定される値との間に大きな差異がある

場合には，当直副長は，あらかじめ選定した重要代替

監視パラメータの計測を中央制御室運転員に指示す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】  

島根２号炉は，島根１

号炉と中央制御室を共

用しているため，当直副

長の指揮に基づき運転

操作対応を実施（以下，
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④運転員は，読み取った指示値を当直副長に報告する。なお，

常用代替計器が使用可能であれば，併せて確認する。 

 

⑤当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部

へ重要代替監視パラメータの指示値から主要パラメータの

推定を依頼する。 

 

 

 

 

⑥緊急時対策本部は，当直長に主要パラメータの推定結果を

報告する。 

 

c. 操作の成立性 

上記の計測及び推定は，中央制御室運転員１名で対応が可

能である。速やかに作業ができるように，推定手順を整備す

る。 

 

d. 代替パラメータでの推定方法 

主要パラメータを計測する計器の故障により，主要パラメ

ータの監視機能が喪失した場合は，代替パラメータによる推

定を行う。 

計器が故障するまでの発電用原子炉施設の状態及び事象

進展状況を踏まえ，関連するパラメータを複数確認し，得ら

れた情報の中から有効な情報を評価することで，発電用原子

炉施設の状態を把握する。 

推定に当たっては，使用する計器が複数ある場合，代替パ

ラメータと主要パラメータの関連性，検出器の種類，使用環

境条件等，以下に示す事項及び計測される値の不確かさを考

慮し，使用するパラメータの優先順位をあらかじめ定める。 

 

・基準配管に水を満たした構造の計器で計測するパラメータ

については，急激な原子炉減圧等により基準配管の水が蒸

発し，不確かな指示を示すことがある。そのような状態が

想定される場合は，関連するパラメータを複数確認しパラ

メータを推定する。なお，原子炉水位及び原子炉圧力を除

き，基準配管の水位変動に起因する不確かさを考慮する必

要はない。 

 

④運転員等は，読み取った指示値を発電長に報告する。なお，

常用代替計器が使用可能であれば，併せて確認する。 

 

⑤発電長は，災害対策本部長代理へ重要代替監視パラメータ

の指示値から主要パラメータの推定を依頼する。 

 

⑥災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に重要代替監

視パラメータの値から主要パラメータの推定を指示する。 

⑦重大事故等対応要員は，主要パラメータの推定結果を災害

対策本部長代理へ報告する。 

⑧災害対策本部長代理は，発電長に主要パラメータの推定結

果を報告する。 

 

ｃ．操作の成立性 

    上記の計測及び推定は，運転員等（当直運転員）１名，

重大事故等対応要員１名で対応が可能である。 

    速やかに作業ができるように，推定手順を整備する。 

 

  ｄ．代替パラメータでの推定方法 

    主要パラメータを計測する計器の故障により，主要パラ

メータの監視機能が喪失した場合は，代替パラメータによ

る推定を行う。 

計器が故障するまでの発電用原子炉施設の状態及び事象

進展状況を踏まえ，関連するパラメータを複数確認し，得

られた情報の中から有効な情報を評価することで，発電用

原子炉施設の状態を把握する。 

推定に当たっては，使用する計器が複数ある場合，代替

パラメータと主要パラメータの関連性，検出器の種類，使

用環境条件等，以下に示す事項及び計測される値の不確か

さを考慮し，使用するパラメータの優先順位をあらかじめ

定める。 

・基準配管に水を満たした構造の計器で計測するパラメータ

については，急激な原子炉減圧等により基準配管の水が蒸

発し，不確かな指示を示すことがある。そのような状態が

想定される場合は，関連するパラメータを複数確認しパラ

メータを推定する。なお，原子炉水位及び原子炉圧力を除

き，基準配管の水位変動に起因する不確かさを考慮する必

要はない。 

 

④中央制御室運転員Ａは，読み取った指示値を当直副長

に報告する。なお，常用代替計器が使用可能であれば，

併せて確認する。 

⑤当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策

本部へ重要代替監視パラメータの指示値から主要パラ

メータの推定を依頼する。 

⑥緊急時対策本部は，緊急時対策要員に重要代替監視パ

ラメータの値から主要パラメータの推定を指示する。 

⑦緊急時対策要員は，主要パラメータの推定結果を緊急

時対策本部へ報告する。 

⑧緊急時対策本部は，当直長に主要パラメータの推定結

果を報告する。 

 

ｃ．操作の成立性 

上記の計測及び推定は，中央制御室運転員１名，緊急時

対策要員１名で対応が可能である。速やかに作業ができる

ように，推定手順を整備する。 

 

ｄ．代替パラメータでの推定方法 

主要パラメータを計測する計器の故障により，主要パラ

メータの監視機能が喪失した場合は，代替パラメータによ

る推定を行う。 

計器が故障するまでの発電用原子炉施設の状態及び事象

進展状況を踏まえ，関連するパラメータを複数確認し，得

られた情報の中から有効な情報を評価することで，発電用

原子炉施設の状態を把握する。 

推定に当たっては，使用する計器が複数ある場合，代替

パラメータと主要パラメータの関連性，検出器の種類，使

用環境条件等，以下に示す事項及び計測される値の不確か

さを考慮し，使用するパラメータの優先順位をあらかじめ

定める。 

・基準配管に水を満たした構造の計器で計測するパラメ

ータについては，急激な原子炉減圧等により基準配管

の水が蒸発し，不確かな指示を示すことがある。その

ような状態が想定される場合は，関連するパラメータ

を複数確認しパラメータを推定する。なお，原子炉水

位及び原子炉圧力を除き，基準配管の水位変動に起因

する不確かさを考慮する必要はない。 

⑦の相違） 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑥，⑦の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，緊急時

対策本部での伝達経路

を記載（以下，⑧の相違） 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑥の相違 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑧の相違 
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・常用代替計器が監視機能を維持している場合，重大事故等

の対処に有効な情報を得ることができる。ただし，環境条

件や不確かさを考慮し，重要計器又は重要代替計器で測定

されるパラメータの値との差異を評価し，パラメータの値，

信頼性を考慮した上で使用する。 

 

・重大事故等時に最も設置雰囲気の環境が厳しくなるのは，

炉心損傷及び原子炉圧力容器が破損した状況であるため，

原子炉格納容器内の圧力，温度，放射線量率等が厳しい環

境下においても，その監視機能を維持できる重要代替計器

を優先して使用する。また，重大事故等発生時と校正時の

状態変化による影響を考慮する。 

 

 

・圧力のパラメータと温度のパラメータを水の飽和状態の関

係から推定する場合は，水が飽和状態でないと不確かさが

生じるため，計器が故障するまでの発電用原子炉施設の状

況及び事象進展状況を踏まえ，複数の関連パラメータを確

認し，有効な情報を得た上で推定する。 

 

 

・推定に当たっては，代替パラメータの誤差による影響を考

慮する。 

（添付資料1.15.6） 

 

・常用代替計器が監視機能を維持している場合，重大事故等

の対処に有効な情報を得ることができる。ただし，環境条

件や不確かさを考慮し，重要計器又は重要代替計器で測定

されるパラメータの値との差異を評価し，パラメータの値，

信頼性を考慮した上で使用する。 

 

・重大事故等時に最も設置雰囲気の環境が厳しくなるのは，

炉心損傷及び原子炉圧力容器が破損した状況であるため，

原子炉格納容器内の圧力，温度，放射線量率等が厳しい環

境下においても，その監視機能を維持できる重要代替計器

を優先して使用する。また，重大事故等発生時と校正時の

状態変化による影響を考慮する。 

 

 

・圧力のパラメータと温度のパラメータを水の飽和状態の関

係から推定する場合は，水が飽和状態でないと不確かさが

生じるため，計器が故障するまでの発電用原子炉施設の状

況及び事象進展状況を踏まえ，複数の関連パラメータを確

認し，有効な情報を得た上で推定する。 

 

 

・推定に当たっては，代替パラメータの誤差による影響を考

慮する。 

（添付資料 1.15.6） 

 

・常用代替計器が監視機能を維持している場合，重大事

故等の対処に有効な情報を得ることができる。ただし，

環境条件や不確かさを考慮し，重要計器又は重要代替

計器で測定されるパラメータの値との差異を評価し，

パラメータの値，信頼性を考慮した上で使用する。 

 

・重大事故等時に最も設置雰囲気の環境が厳しくなるの

は，炉心損傷及び原子炉圧力容器が破損した状態であ

るため，原子炉格納容器内の圧力，温度，放射線量率

等が厳しい環境下においても，その監視機能を維持で

きる重要代替計器を優先して使用する。また，重大事

故等発生時と校正時の状態変化による影響を考慮す

る。 

 

・圧力のパラメータと温度のパラメータを水の飽和状態

の関係から推定する場合は，水が飽和状態でないと不

確かさを生じるため，計器が故障するまでの発電用原

子炉施設の状況及び事象進展状況を踏まえ，複数の関

連パラメータを確認し，有効な情報を得た上で推定す

る。 

 

・推定に当たっては，代替パラメータの誤差による影響

を考慮する。 

（添付資料 1.15.6） 
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代替パラメータによる主要パラメータの推定ケースは以

下のとおりであり，具体的な推定方法については，第 1.15.3

表に整理する。 

・同一物理量（温度，圧力，水位，放射線量率，水素濃度

及び中性子束）により推定するケース 

・水位を注水源若しくは注水先の水位変化又は注水量及び

吐出圧力により推定するケース 

・流量を注水源又は注水先の水位変化を監視することによ

り推定するケース 

・除熱状態を温度，圧力，流量等の傾向監視により推定す

るケース 

 

・必要な pHが確保されていることを，フィルタ装置水位の水

位変化により推定するケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替パラメータによる主要パラメータの推定ケースは以下の

とおりであり，具体的な推定方法については，第 1.15－3 表に

整理する。 

・同一物理量（温度，圧力，水位，流量，放射線量率，水素

濃度及び中性子束）により推定するケース 

・水位を注水源若しくは注水先の水位変化又は注水量及び吐

出圧力により推定するケース 

・流量を注水源又は注水先の水位変化を監視することにより

推定するケース 

・除熱状態を温度，圧力，流量等の傾向監視により推定する

ケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉圧力容器破損後にペデスタル（ドライウェル部）に

落下したデブリの冠水状態を温度により推定するケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替パラメータによる主要パラメータの推定ケースは以下の

とおりであり，具体的な推定方法については，第 1.15－3 表に

整理する。 

・同一物理量（温度，圧力，水位，放射線量率，水素濃度，

中性子束及び酸素濃度）により推定するケース 

・水位を注水源若しくは注水先の水位変化又は注水量及びポ

ンプ出口圧力により推定するケース 

・流量を注水源又は注水先の水位変化を監視することにより

推定するケース 

・除熱状態を温度，圧力，流量等の傾向監視により推定する

ケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

格納容器内の酸素濃度

について，同一物理量で

ある格納容器酸素，格納

容器酸素（ＳＡ）により

推定する手段を整備 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ベント

時のスクラビング水の

水位変動を考慮しても

放射性物質の除去性能

を維持し，ベント開始後

７日間は水補給が不要

となるよう設定してい

るため，ベント中のｐＨ

監視は不要であること

から自主対策設備とし

ている 

・設備及び運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，ペデス

タル水位（ＳＡ）を他チ

ャンネル，注水流量，水

源の水位で推定する手

段を整備していること

に対して，東海第二は島

根２号炉と同様，他チャ

ンネル，注水流量，水源

の水位で推定する手段

を整備しているが，その

他に，常用代替監視パラ

メータである格納容器
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・圧力又は温度を水の飽和状態の関係により推定するケース 

・注水量を注水先の圧力から注水特性の関係により推定する

ケース 

・原子炉格納容器内の水位を格納容器内圧力(D/W)と格納容器

内圧力(S/C)の差圧により推定するケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・圧力又は温度を水の飽和状態の関係により推定するケース 

・注水量をポンプの注水特性の関係により推定するケース 

 

・原子炉格納容器内の水位をドライウェル圧力とサプレッシ

ョン・チェンバ圧力の差圧により推定するケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・圧力又は温度を水の飽和状態の関係により推定するケース 

・注水量を注水先の圧力から注水特性の関係により推定する

ケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下部雰囲気温度により，

原子炉圧力容器破損後

のデブリの冠水状態を

推定する手段を整備し

ている 

 

 

 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

本推定手段は，サプレ

ッション・プール水位を

推定するものであり，柏

崎 6/7 及び東海第二は

サプレッション・チェン

バ圧力の検出点高さよ

りサプレッション・プー

ル水位が高くなった場

合に，水頭圧を測定する

ことで，ドライウェル圧

力とサプレッション・チ

ェンバ圧力の差圧から

水位を推定することが

可能である（サプレッシ

ョン・チェンバ圧力の検

出点高さ以上が推定可

能範囲） 

 島根２号炉はサプレ

ッション・チェンバ圧力

（ＳＡ）の検出点はサプ

レッション・チェンバ上

部より取り出しており，

サプレッション・プール

水位がサプレッショ

ン・チェンバ圧力（ＳＡ）

の検出点高さまで高く

なることはないことか

ら，ドライウェル圧力

（ＳＡ）とサプレッショ
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・未臨界状態の維持を制御棒の挿入状態により推定するケー

ス 

・あらかじめ評価したパラメータの相関関係により酸素濃度

を推定するケース 

・装置の作動状況により水素濃度を推定するケース 

・エリア放射線モニタの傾向監視により格納容器バイパス事

象が発生したことを推定するケース 

・原子炉格納容器への空気（酸素）の流入の有無を原子炉格

納容器内圧力により推定するケース 

・使用済燃料プールの状態を同一物理量（温度及び水位），あ

らかじめ評価した水位と放射線量率の相関関係及びカメラ

の監視により，使用済燃料プールの水位又は必要な水遮蔽

が確保されていることを推定するケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・未臨界状態の維持を制御棒の挿入状態により推定するケー        

ス 

・あらかじめ評価したパラメータの相関関係により酸素濃度

を推定するケース 

・装置の作動状況により水素濃度を推定するケース 

・エリア放射線モニタの傾向監視により格納容器バイパス事

象が発生したことを推定するケース 

・原子炉格納容器への空気（酸素）の流入の有無を原子炉格

納容器内圧力により推定するケース 

・使用済燃料プールの状態を同一物理量（温度），あらかじめ

評価した水位と放射線量率の相関関係及びカメラの監視に

より，使用済燃料プールの水位又は必要な水遮蔽が確保さ

れていることを推定するケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・未臨界状態の維持を制御棒の挿入状態により推定するケー 

 ス 

・あらかじめ評価したパラメータの相関関係により酸素濃度

を推定するケース 

・装置の作動状況により水素濃度を推定するケース 

・エリア放射線モニタの傾向監視により格納容器バイパス事

象が発生したことを推定するケース 

・原子炉格納容器への空気（酸素）の流入の有無を原子炉格

納容器内圧力により推定するケース 

・燃料プールの状態を同一の物理量（水位），あらかじめ評価

した水位と放射線量率の相関関係及びカメラによる監視に

より，燃料プールの水位又は必要な水遮蔽が確保されてい

ることを推定するケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ン・チェンバ圧力（ＳＡ）

の差圧から水位を推定

することはできない。な

お，島根２号炉はサプレ

ッション・プール水位

（ＳＡ）を他チャンネ

ル，注水流量及び水源の

水位で推定する手段を

整備している（柏崎 6/7

及び東海第二は注水流

量，水源の水位及び格納

容器内圧力の差圧によ

り推定）（以下，⑨の相

違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，熱電対

による水位・温度の監視

及びガイドパルス式に

よる水位の監視を整備

しているため，同一物理

量が水位となることに

対して，柏崎 6/7は，熱

電対による水位・温度を

監視する設備を複数整

備しているため，同一物

理量が温度及び水位と

なり，東海第二は，ガイ

ドパルス式及び測温抵

抗体による水位・温度の
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・原子炉圧力容器内の圧力と原子炉格納容器内の圧力（S/C）

の差圧により原子炉圧力容器の満水状態を推定するケース 

 

（添付資料 1.15.6） 

 

e. 重大事故等時の対応手段の選択 

主要パラメータを計測する計器が故障した場合の，対応

手段の優先順位を以下に示す。 

主要パラメータを計測する多重化された重要計器が，計

器の故障により計測することが困難となった場合に，他チ

ャンネルの重要計器により計測できる場合は，他チャンネ

ルの重要計器により主要パラメータを計測する。 

他チャンネルの重要計器の故障により，計測することが

困難となった場合は，他チャンネルの常用計器により主要

パラメータを計測する。 

主要パラメータを計測する計器の故障により，主要パラ

メータの監視機能が喪失した場合は，第1.15.3表にて定め

る優先順位にて代替計器により代替パラメータを計測し，

主要パラメータを推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉圧力容器内の圧力と原子炉格納容器内の圧力（Ｓ／

Ｃ）の差圧により原子炉圧力容器の満水状態を推定するケ

ース 

（添付資料 1.15.6） 

 

ｅ．重大事故等時の対応手段の選択 

    主要パラメータを計測する計器が故障した場合の，対応

手段の優先順位を以下に示す。 

    主要パラメータを計測する多重化された重要計器が，計

器の故障により計測することが困難となった場合に，他チ

ャンネルの重要計器により計測できる場合は，他チャンネ

ルの重要計器により主要パラメータを計測する。 

    他チャンネルの重要計器の故障により，計測することが

困難となった場合は，他チャンネルの常用計器により主要

パラメータを計測する。 

    主要パラメータを計測する計器の故障により，主要パラ

メータの監視機能が喪失した場合は，第 1.15－3 表にて定

める優先順位にて代替計器により代替パラメータを計測

し，主要パラメータを推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉圧力容器内の圧力とサプレッション・チェンバの圧

力の差圧により原子炉圧力容器の満水状態を推定するケー

ス 

（添付資料 1.15.6） 

 

ｅ．重大事故等時の対応手段の選択 

主要パラメータを計測する計器が故障した場合の，対応

手段の優先順位を以下に示す。 

主要パラメータを計測する多重化された重要計器が，計

器の故障により計測することが困難となった場合に，他チ

ャンネルの重要計器により計測できる場合は，他チャンネ

ルの重要計器により主要パラメータを計測する。 

他チャンネルの重要計器の故障により，計測することが

困難となった場合は，他チャンネルの常用計器により主要

パラメータを計測する。 

主要パラメータを計測する計器の故障により，主要パラ

メータの監視機能が喪失した場合は，第 1.15－3 表にて定

める優先順位にて代替計器により代替パラメータを計測

し，主要パラメータを推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監視及び熱電対による

水温の監視を整備して

いるため，同一物理量が

温度となる 
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(2) 計器の計測範囲（把握能力）を超えた場合 

原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧

力容器及び原子炉格納容器への注水量を計測するパラメータ

のうち，パラメータの値が計器の計測範囲を超えるものは，

原子炉圧力容器内の温度及び水位，並びに原子炉圧力容器及

び原子炉格納容器への注水量である。なお，これらのパラメ

ータ以外で計器の計測範囲を超えた場合には，可搬型計測器

により計測することも可能である。可搬型計測器により計測

可能な計器について第 1.15.2 表に示す。 

(添付資料1.15.5) 

 

 

 

・原子炉圧力容器内の温度 

原子炉圧力容器内の温度を計測する計器の計測範囲は，0

～350℃である。原子炉の冷却機能が喪失し，原子炉圧力容器

内の水位が有効燃料棒頂部以下になった場合，原子炉圧力容

器温度の計測範囲を超える場合があるが，重大事故等時にお

ける損傷炉心冷却成否及び格納容器下部注水判断の温度は，

300℃であり計測範囲内で判断可能である。 

 

 

また，原子炉圧力容器温度が計測範囲を超える（350℃以上）

場合は炉心損傷状態と推定して対応する。 

 

 

 

 

 

 

・原子炉圧力容器内の圧力 

原子炉圧力容器内の圧力を計測する計器の計測範囲は，0 

～11MPa[gage]である。原子炉圧力容器の最高使用圧力

（8.62MPa）の1.2倍（10.34MPa[gage]）を監視可能であり，

重大事故等時において原子炉圧力容器内の圧力は，計器の計

測範囲内で計測が可能である。 

 

・原子炉圧力容器内の水位 

原子炉圧力容器内の水位を計測する計器の計測範囲は，蒸

(2) 計器の計測範囲（把握能力）を超えた場合 

   原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧

力容器及び原子炉格納容器への注水量を計測するパラメータ

のうち，パラメータの値が計器の計測範囲を超えるものは，

原子炉圧力容器内の温度と水位である。なお，これらのパラ

メータ以外で計器の計測範囲を超えた場合には，可搬型計測

器により計測することも可能である。可搬型計測器により計

測可能な計器について第 1.15－2表に示す。 

 

（添付資料 1.15.5） 

 

 

 

・原子炉圧力容器内の温度 

原子炉圧力容器内の温度を計測する計器の計測範囲は，0

～500℃である。原子炉の冷却機能が喪失し，原子炉圧力容

器内の水位が燃料有効長頂部以下になった場合，原子炉圧

力容器温度の計測範囲を超える場合があるが，重大事故等

時における損傷炉心の冷却失敗及び原子炉圧力容器の破損

徴候を検知する温度は，300℃であり計測範囲内で判断可能

である。 

 

なお，原子炉圧力容器温度が計測範囲を超える（500℃以

上）場合は，可搬型計測器により原子炉圧力容器温度を計

測する。 

 

 

 

 

 

・原子炉圧力容器内の圧力 

原子炉圧力容器内の圧力を計測する計器の計測範囲は，0

～10.5MPa［gage］である。原子炉圧力容器の最高使用圧力

（8.62MPa［gage］）の 1.2倍（10.34MPa［gage］）を監視可

能であり，重大事故等時において原子炉圧力容器内の圧力

は，計器の計測範囲内で計測が可能である。 

 

・原子炉圧力容器内の水位 

原子炉圧力容器内の水位を計測する計器の計測範囲は，

(2) 計器の計測範囲（把握能力）を超えた場合 

原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧

力容器及び原子炉格納容器への注水量を計測するパラメータ

のうち，パラメータの値が計器の計測範囲を超えるものは，

原子炉圧力容器内の温度と水位である。なお，これらのパラ

メータ以外で計器の計測範囲を超えた場合には，可搬型計測

器により計測することも可能である。可搬型計測器により計

測可能な計器について第 1.15－2表に示す。 

 

（添付資料 1.15.5） 

 

 

 

・原子炉圧力容器内の温度 

原子炉圧力容器内の温度を計測する計器の計測範囲は，

０～500℃である。原子炉の冷却機能が喪失し，原子炉圧力

容器内の水位が燃料棒有効長頂部以下になった場合，原子

炉圧力容器温度の計測範囲を超える場合があるが，重大事

故等時における損傷炉心の冷却失敗及び原子炉圧力容器の

破損徴候を検知する温度は，300℃であり計測範囲内で判断

可能である。 

 

なお，原子炉圧力容器温度が計測範囲を超える（500℃

以上）場合は，可搬型計測器により原子炉圧力容器温度を

計測する。 

 

 

 

 

 

・原子炉圧力容器内の圧力 

原子炉圧力容器内の圧力を計測する計器の計測範囲は，

０～11MPa［gage］である。原子炉圧力容器の最高使用圧力

（8.62MPa［gage］）の 1.2倍（10.34MPa［gage］）を監視可

能であり，重大事故等時において原子炉圧力容器内の圧力

は，計器の計測範囲内で計測が可能である。 

 

・原子炉圧力容器内の水位 

原子炉圧力容器内の水位を計測する計器の計測範囲は，

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，計測範

囲を超えるものは，原子

炉圧力容器内の温度と

水位に対し，柏崎 6/7

はその他に原子炉圧力

容器及び原子炉格納容

器への注水量が対象 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設備仕様による相違

（以下，⑩の相違） 

 

 

 

 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑩の相違 

 島根２号炉は原子炉

圧力容器温度が計測範

囲を超えた場合でも，可

搬型計測器にて計測す

る 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑩の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 
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気乾燥器スカート下端を基準として，－8000mm～3500mm であ

り，原子炉水位制御範囲（レベル 3～8）及び有効燃料棒底部

まで計測できるため，重大事故等時において原子炉圧力容器

内の水位は，計器の計測範囲内で計測が可能である。 

 

原子炉圧力容器内の水位のパラメータである，原子炉水位

の計測範囲を超えた場合，高圧代替注水系系統流量，原子炉

隔離時冷却系系統流量，高圧炉心注水系系統流量，復水補給

水系流量(RHR A 系代替注水流量)，復水補給水系流量(RHR B 

系代替注水流量），残留熱除去系系統流量のうち，機器動作状

態にある流量計から崩壊熱除去に必要な水量の差を算出し，

直前まで判明していた水位に変換率を考慮することにより原

子炉圧力容器内の水位を推定する。 

 

また，発電用原子炉の満水確認は原子炉圧力(SA)と格納容

器内圧力(S/C)の差圧により，原子炉圧力容器内の水位が有効

燃料棒頂部以上であることは原子炉圧力容器温度により監視

可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒸気乾燥器スカート下端を基準とした－3,800mm～1,500mm

及び燃料有効長頂部を基準とした－3,800mm～1,300mmであ

り，原子炉水位制御範囲（レベル３～８）及び燃料有効長

底部まで計測できるため，重大事故等時において原子炉圧

力容器内の水位は，計器の計測範囲内で計測が可能である。 

原子炉圧力容器内の水位のパラメータである，原子炉水

位の計測範囲を超えた場合，高圧代替注水系系統流量，低

圧代替注水系原子炉注水流量，代替循環冷却系原子炉注水

流量，原子炉隔離時冷却系系統流量，高圧炉心スプレイ系

系統流量，残留熱除去系系統流量及び低圧炉心スプレイ系

系統流量のうち，機器動作状態にある流量計から崩壊熱除

去に必要な水量の差を算出し，直前まで判明していた水位

に変換率を考慮することにより原子炉圧力容器内の水位を

推定する。 

また，発電用原子炉の満水確認は原子炉圧力又は原子炉

圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力の差圧によ

り，原子炉圧力容器内の水位が燃料有効長頂部以上である

ことは原子炉圧力容器温度により監視可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気水分離器下端を基準とした－900cm～150cmであり，原子

炉水位制御範囲（レベル３～８）及び燃料棒有効長底部ま

で計測できるため，重大事故等時において原子炉圧力容器

内の水位は，計器の計測範囲内で計測が可能である。 

 

原子炉圧力容器内の水位のパラメータである，原子炉水

位の計測範囲を超えた場合，高圧原子炉代替注水流量，原

子炉隔離時冷却ポンプ出口流量，高圧炉心スプレイポンプ

出口流量，代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，

残留熱除去ポンプ出口流量，低圧炉心スプレイポンプ出口

流量，残留熱代替除去系原子炉注水流量のうち，機器動作

状態にある流量計より崩壊熱除去に必要な水量の差を算出

し，直前まで判明していた水位に変換率を考慮することに

より原子炉圧力容器内の水位を推定する。 

また，発電用原子炉の満水確認は原子炉圧力又は原子炉

圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の

差圧により，原子炉圧力容器内の水位が燃料棒有効長頂部

以上であることは原子炉圧力容器温度により監視可能であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑩の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

柏崎 6/7，東海第二は

常設ラインの原子炉注

水，格納容器スプレイ，

下部注水する各注水ラ

インに差圧式流量計を

設置しているが，島根２

号炉は，常設ラインであ

る低圧原子炉代替注水

ポンプによる原子炉注

水，格納容器スプレイを

行う各注水ラインの分

岐前に超音波式流量計

を設置している（以下，

⑪の相違） 

【柏崎 6/7，東海第二】 

東海第二は，可搬ライ

ンに常設の可搬ライン

の原子炉注水ラインに

低流量を測定できる狭

帯域用の差圧式流量計

を設置しており，柏崎

6/7は，低流量を測定で

きる狭帯域用の差圧式

流量計を設置していな

いが，島根２号炉は，常

設ラインに低流量を測

定できる超音波式流量

計を設置し，可搬ライン

の原子炉注水，ペデスタ

ル注水ラインに低流量

を測定できる狭帯域用
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・原子炉圧力容器への注水量 

原子炉圧力容器の注水量を監視するパラメータは，高圧

代替注水系系統流量，原子炉隔離時冷却系系統流量，高圧

炉心注水系系統流量，復水補給水系流量(RHR A 系代替注水

流量)，復水補給水系流量(RHR B系代替注水流量)，残留熱

除去系系統流量である。 

 

高圧代替注水系系統流量の計測範囲は，0～300 m3/h と

しており，計測対象である高圧代替注水ポンプの最大注水

量は，182 m3/h であるため，重大事故等時において計器の

計測範囲内での流量測定が可能である。 

原子炉隔離時冷却系系統流量の計測範囲は，0～300 m3/h 

としており，計測対象である原子炉隔離時冷却ポンプの最

大注水量は，182 m3/h であるため，計器の計測範囲内での

流量測定が可能である。 

高圧炉心注水系系統流量の計測範囲は，0～1000 m3/h と

しており，計測対象である高圧炉心注水ポンプの最大注水

量は，727 m3/h であるため，重大事故等時において計器の

計測範囲内での流量測定が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉圧力容器への注水量 

     原子炉圧力容器の注水量を監視するパラメータは，高

圧代替注水系系統流量，低圧代替注水系原子炉注水流量，

代替循環冷却系原子炉注水流量，原子炉隔離時冷却系系

統流量，高圧炉心スプレイ系系統流量，残留熱除去系系

統流量及び低圧炉心スプレイ系系統流量である。 

 

     高圧代替注水系系統流量の計測範囲は，0～50L／s と

しており，計測対象である常設高圧代替注水系ポンプの

最大注水量は，38L／sであるため，重大事故等時におい

て計器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

     原子炉隔離時冷却系系統流量の計測範囲は，0～50L／s

としており，計測対象である原子炉隔離時冷却系ポンプ

の最大注水量は，40L／sであるため，計器の計測範囲内

での流量測定が可能である。 

高圧炉心スプレイ系系統流量の計測範囲は，0～500L

／s としており，計測対象である高圧炉心スプレイ系ポ

ンプの最大注水量は，438L／s であるため，重大事故等

時において計器の計測範囲内での流量測定が可能であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・原子炉圧力容器への注水量 

原子炉圧力容器への注水量を監視するパラメータは，

高圧原子炉代替注水流量，原子炉隔離時冷却ポンプ出口

流量，高圧炉心スプレイポンプ出口流量，代替注水流量

（常設），低圧原子炉代替注水流量，残留熱除去ポンプ出

口流量，低圧炉心スプレイポンプ出口流量，残留熱代替

除去系原子炉注水流量である。 

高圧原子炉代替注水流量の計測範囲は，０～150m3/hと

しており，計測対象である高圧原子炉代替注水ポンプの

最大注水量は，93m3/h であるため，重大事故等時におい

て計器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量の計測範囲は，０～

150m3/hとしており，計測対象である原子炉隔離時冷却ポ

ンプの最大注水量は，99m3/h であるため，計器の計測範

囲内での流量測定が可能である。 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量の計測範囲は，０～

1,500m3/h としており，計測対象である高圧炉心スプレ

イ・ポンプの最大注水量は，1,314m3/hであるため，重大

事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能

である。 

の差圧式流量計を設置

している（以下，⑫の相

違） 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，BWR-5

設計のため，低圧炉心ス

プレイ・ポンプを有する

（以下，⑬の相違） 

柏崎 6/7は，代替循環

冷却を復水補給水ポン

プを経由して注水する

ことから，その流量計を

使用しているが，島根２

号炉は，残留熱代替除去

ポンプを新設しており，

新規に原子炉注水及び

格納容器スプレイライ

ンに流量計を設置して

いる（以下，⑭の相違） 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑪，⑫，⑬，⑭の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑩の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑩の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑩の相違 
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復水補給水系流量（RHR A 系代替注水流量）の計測範囲

は，0～200 m3/h（6 号炉），0～150 m3/h（7 号炉）として

おり，計測対象である復水移送ポンプの最大注水量は 300 

m3/h であるため，計器の計測範囲を超える場合がある。 

復水補給水系流量（RHR A 系代替注水流量）の計測範囲

を超えた場合，低圧代替注水系使用時においては，水源で

ある復水貯蔵槽の水位または注水先である原子炉圧力容器

内の水位変化により注水量を推定する。なお，復水貯蔵槽

の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。代替循環冷

却系使用時においては，注水先である原子炉圧力容器内の

水位変化により注水量を推定する。 

復水補給水系流量(RHR B 系代替注水流量)の計測範囲

は，0～350 m3/hとしており，計測対象である復水移送ポン

プの最大注水量は，300 m3/h であるため，計器の計測範囲

内での流量測定が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱除去系系統流量の計測範囲は，0～1500 m3/h とし

ており，計測対象である残留熱除去ポンプの最大注水量は，

954 m3/h であるため，計器の計測範囲内での流量測定が可

能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉格納容器への注水量 

原子炉格納容器の注水量を監視するパラメータは，復水

低圧代替注水系（常設）による低圧代替注水系原子炉

注水流量の計測範囲は，0～500m３／h（狭帯域は 0～80m

３／h）としており，計測対象である低圧代替注水系（常

設）による原子炉圧力容器への注水時の最大注水量は，

378m３／h（狭帯域は 75m３／h）であるため，重大事故等

時において計器の計測範囲内での流量測定が可能であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     低圧代替注水系（可搬型）による低圧代替注水系原子

炉注水流量の計測範囲は，0～300m３／h（狭帯域は 0～80m

３／h）としており，計測対象である低圧代替注水系（可

搬型）による原子炉圧力容器への注水時の最大注水量は，

110m３／h（狭帯域は 75m３／h）であるため，重大事故等

時において計器の計測範囲内での流量測定が可能であ

る。 

残留熱除去系系統流量の計測範囲は，0～600L／sとし

ており，計測対象である残留熱除去系ポンプの最大流量

は，470L／s であるため，計器の計測範囲内での流量測

定が可能である。      

     低圧炉心スプレイ系系統流量の計測範囲は，0～600L

／s としており，計測対象である低圧炉心スプレイ系ポ

ンプの最大流量は，456L／s であるため，計器の計測範

囲内での流量測定が可能である。 

 

代替循環冷却系原子炉注水流量の計測範囲は，0～150m

３／hとしており，計測対象である代替循環冷却系による

原子炉圧力容器への注水時の最大注水量は，100m３／hで

あるため，重大事故等時において計器の計測範囲内での

流量測定が可能である。 

 

・原子炉格納容器への注水量 

     原子炉格納容器の注水量を監視するパラメータは，低

 低圧原子炉代替注水系（常設）による代替注水流量（常

設）の計測範囲は，０～300m3/hとしており，計測対象で

ある低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容

器への注水時の最大注水量は，230m3/hであるため，重大

事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による低圧原子炉代替

注水流量の計測範囲は，０～200m3/h（狭帯域は０～50 

m3/h）としており，計測対象である低圧原子炉代替注水

系（可搬型）の原子炉圧力容器への注水時の最大注水量

は，70m3/h であるため，重大事故等時において計器の計

測範囲内での流量測定が可能である。 

 

 残留熱除去ポンプ出口流量の計測範囲は，０～

1,500m3/hとしており，計測対象である残留熱除去ポンプ

の最大注水量は，1,380m3/hであるため，計器の計測範囲

内での流量測定が可能である。 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量の計測範囲は，０～

1,500m3/h としており，計測対象である低圧炉心スプレ

イ・ポンプの最大注水量は，1,314m3/hであるため，計器

の計測範囲内での流量測定が可能である。 

 

残留熱代替除去系原子炉注水流量の計測範囲は，０～

50m3/h としており，計測対象である残留熱代替除去系に

よる原子炉圧力容器への注水時の最大注水量は，30m3/h

であるため，重大事故等時において計器の計測範囲内で

の流量測定が可能である。 

 

・原子炉格納容器への注水量 

原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータは，

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑪の相違 

【東海第二】 

 ⑩の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は流量関

係で計測範囲を超える

計器はない。柏崎 6/7

は計測範囲を超えた場

合の推定方法を記載 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑪の相違 

【東海第二】 

 ⑩，⑪の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑩の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑬の相違 

【東海第二】 

 ⑩の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑪，⑭の相違 

【東海第二】 

 ⑩の相違 

 

 

・設備の相違 
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補給水系流量(RHR B 系代替注水流量)，復水補給水系流量

(格納容器下部注水流量)である。 

 

 

格納容器スプレイに用いる復水補給水系流量(RHR B 系代

替注水流量)の計測範囲は，0～350 m3/h としており，計測

対象である復水移送ポンプの最大注水量は，300 m3/h であ

るため，計器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器下部注水に用いる復水補給水系流量(格納容器

下部注水流量)の計測範囲は，0～150 m3/h（6 号炉），0～100 

m3/h（7 号炉）としており，計測対象である復水移送ポンプ

の最大注水量は，300 m3/h であるため，計器の計測範囲を

超える場合がある。 

復水補給水系流量(格納容器下部注水流量)の計測範囲を超

えた場合，水源である復水貯蔵槽の水位又は注水先である

原子炉格納容器内の水位変化により注水量を推定する。な

お，復水貯蔵槽の補給状況も考慮した上で注水量を推定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧代替注水系格納容器スプレイ流量，低圧代替注水系格

納容器下部注水流量，代替循環冷却系格納容器スプレイ

流量である。 

 

     代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による低圧代替

注水系格納容器スプレイ流量の計測範囲は，0～500m３／h

としており，計測対象である代替格納容器スプレイ冷却

系（常設）による格納容器スプレイ時における最大注水

量は，300m３／hであるため，重大事故等時において計器

の計測範囲内での流量測定が可能である。 

 

 

 

 

 

     代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による低圧代

替注水系格納容器スプレイ流量の計測範囲は，0～500m３

／h としており，計測対象である代替格納容器スプレイ

冷却系（可搬型）による格納容器スプレイ時における最

大注水量は，130m３／hであるため，重大事故等時におい

て計器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

格納容器下部注水系（常設又は可搬型）による低圧代

替注水系格納容器下部注水流量の計測範囲は，0～200m３

／hとしており，計測対象である格納容器下部注水系（常

設又は可搬型）による格納容器下部注水時における最大

注水量は，80m３／h であるため，重大事故等時において

計器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替注水流量（常設），格納容器代替スプレイ流量，ペデ

スタル代替注水流量，残留熱代替除去系格納容器スプレ

イ流量である。 

 

格納容器代替スプレイ系（常設）による代替注水流量

（常設）の計測範囲は，０～300m3/hとしており，計測対

象である格納容器代替スプレイ系（常設）による格納容

器スプレイ時の最大注水量は，120m3/hであるため，重大

事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能

である。 

 

 

 

 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による格納容器代

替スプレイ流量の計測範囲は，０～150m3/hとしており，

計測対象である格納容器代替スプレイ系（可搬型）によ

る格納容器スプレイ時の最大注水量は，120m3/hであるた

め，重大事故等時において計器の計測範囲内での流量測

定が可能である。 

ペデスタル代替注水系（常設）による代替注水流量（常

設）の計測範囲は，０～300 m3/h としており，計測対象

であるペデスタル代替注水系（常設）によるペデスタル

注水時における最大注水量は，200m3/hであるため，重大

事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能

である。 

 

 

 

 

 

 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）によるペデスタル代

替注水流量の計測範囲は，０～150 m3/h（狭帯域は０～50 

m3/h）としており，計測対象であるペデスタル代替注水系

（可搬型）によるペデスタル注水時における最大注水量

は，120m3/hであるため，重大事故等時において計器の計

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑪の相違 

【東海第二】 

 ⑫の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑪の相違 

【東海第二】 

 ⑩の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は流量関

係で計測範囲を超える

計器はない。柏崎 6/7

は計測範囲を超えた場

合の推定方法を記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑪の相違 

【東海第二】 

 ⑩，⑫の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑪の相違 

【東海第二】 

 ⑩の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，原子炉

圧力容器又は原子炉格

納容器への注水量につ

いて，計測範囲を超える

計器はない。柏崎 6/7

は計測範囲を超えた場

合の推定方法を記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑪の相違 

【東海第二】 

 ⑩，⑫の相違 
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a. 代替パラメータによる推定 

重大事故等時において，計器の計測範囲を超過した場合，

代替パラメータによる推定を行う手順を整備する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，原子炉圧力容器内の水位，原子炉圧力

容器又は原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータ

が計器の計測範囲を超過し，指示値が確認できない場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 操作手順 

計器の計測範囲超過の判断及び対応手順は，以下のとお

り。 

①運転員は，発電用原子炉施設の状態を把握するために

必要な重要監視パラメータについて，他チャンネルの

重要計器がある場合には，当該計器により当該パラメ

ータを計測する。 

また，当該パラメータの常用計器が監視可能であれば

確認に使用する。 

②運転員は，読み取った指示値が正常であることを，計

測範囲内にあること及びプラント状況によりあらかじ

め推定される値との間に大きな差異がないことより確

認する。 

③当該パラメータが計測範囲外にある場合には，当直副

 

 

 

 

 

 

 

ａ．代替パラメータによる推定 

    重大事故等時において，計器の計測範囲を超過した場合，

代替パラメータによる推定を行う手順を整備する。 

 

   (a) 手順着手の判断基準 

     重大事故等時に，原子炉圧力容器内の水位を監視する

パラメータが計器の計測範囲を超過し，指示値が確認で

きない場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 操作手順 

     計器の計測範囲超過の判断及び対応手順は，以下のと

おり。 

     ①運転員等は，発電用原子炉施設の状態を把握するた

めに必要な重要監視パラメータについて，他チャン

ネルの重要計器がある場合には，当該計器により当

該パラメータを計測する。 

また，当該パラメータの常用計器が監視可能であれ

ば確認に使用する。 

     ②運転員等は，読み取った指示値が正常であることを，

計測範囲内にあること及びプラント状況によりあら

かじめ推定される値との間に大きな差異がないこと

より確認する。 

     ③当該パラメータが計測範囲外にある場合には，発電

測範囲内での流量測定が可能である。 

残留熱代替除去系による残留熱代替除去系格納容器ス

プレイ流量の計測範囲は，０～150m3/hとしており，計測

対象である残留熱代替除去系による格納容器スプレイ時

における最大注水量は，120m3/hであるため，計器の計測

範囲内での流量測定が可能である。 

 

ａ．代替パラメータによる推定 

重大事故等時において，計器の計測範囲を超過した場合，

代替パラメータによる推定を行う手順を整備する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，原子炉圧力容器内の水位を監視する

パラメータが計器の計測範囲を超過し，指示値が確認で

きない場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 操作手順 

計器の計測範囲超過の判断及び対応手順は，以下のと

おり。 

①中央制御室運転員Ａは，発電用原子炉施設の状態を

把握するために必要な重要監視パラメータについ

て，他チャンネルの重要計器がある場合には，当該

計器により当該パラメータを計測する。 

また，当該パラメータの常用計器が監視可能であれ

ば確認に使用する。 

②中央制御室運転員Ａは，読み取った指示値が正常で

あることを，計測範囲内にあること及びプラント状

況によりあらかじめ推定される値との間に大きな差

異がないことより確認する。 

③当該パラメータが計測範囲外にある場合には，当直

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑪の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は復水補給

水系流量（RHR A系代替

注水流量）及び復水補給

水系流量（格納容器下部

注水流量）が計測範囲を

超過する場合があるが，

島根２号炉は，原子炉圧

力容器又は原子炉格納

容器への注水量につい

て，計測範囲を超過する

計器はない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 
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長は，あらかじめ選定した重要代替監視パラメータの

計測を運転員に指示する。 

④運転員は，読み取った指示値を当直副長に報告する。

なお，常用代替計器が使用可能であれば，併せて確認

する。 

⑤当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策

本部へ重要代替監視パラメータの指示値から主要パラ

メータの推定を依頼する。 

 

 

 

 

 

⑥緊急時対策本部は，当直長に主要パラメータの推定結

果を報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の計測及び推定は，中央制御室運転員１名で対応が

可能である。速やかに作業ができるように，推定手順を整

備する。 

 

 

 

b. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 

重大事故等時において，主要パラメータが計器の計測範

囲を超過した場合，可搬型計測器による計測を行う手順を

整備する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，主要パラメータが計器の計測範囲を超

過し，指示値が確認できない場合。 

(b) 操作手順（現場での計測の場合） 

可搬型計測器によるパラメータ計測の概要は以下のとお

り。また，タイムチャートを第 1.15.5図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に

可搬型計測器によるパラメータの計測開始を指示す

る。 

 

 

長は，あらかじめ選定した重要代替監視パラメータ

の計測を運転員等に指示する。 

     ④運転員等は，読み取った指示値を発電長に報告する。 

 

 

     ⑤発電長は，災害対策本部長代理へ重要代替監視パラ

メータの指示値から主要パラメータの推定を依頼す

る。 

     ⑥災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に重要

代替監視パラメータの値から主要パラメータの推定

を指示する。 

     ⑦重大事故等対応要員は，主要パラメータの推定結果

を災害対策本部長代理へ報告する。 

     ⑧災害対策本部長代理は，発電長に主要パラメータの

推定結果を報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

     上記の計測及び推定は，運転員等（当直運転員）１名，

重大事故等対応要員１名で対応が可能である。 

     速やかに作業ができるように，推定手順を整備する。 

 

 

 

ｂ．可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 

    重大事故等時において，主要パラメータが計器の計測範

囲を超過した場合，可搬型計測器による計測を行う手順を

整備する。 

 

   (a) 手順着手の判断基準 

     重大事故等時に，主要パラメータが計器の計測範囲を

超過し，指示値が確認できない場合。 

(b) 操作手順 

     可搬型計測器によるパラメータ計測の概要は以下のと

おり。また，タイムチャートを第 1.15－5図に示す。 

     ①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対策

本部長代理に可搬型計測器によるパラメータの計測

を依頼する。 

     ②災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬

型計測器による計測開始を指示する。 

副長は，あらかじめ選定した重要代替監視パラメー

タの計測を中央制御室運転員に指示する。 

④中央制御室運転員Ａは，読み取った指示値を当直副

長に報告する。なお，常用代替計器が使用可能であ

れば，併せて確認する。 

⑤当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対

策本部へ重要代替監視パラメータの指示値から主要

パラメータの推定を依頼する。 

⑥緊急時対策本部は，緊急時対策要員に重要代替監視

パラメータの値から主要パラメータの推定を指示す

る。 

⑦緊急時対策要員は，主要パラメータの推定結果を緊

急時対策本部へ報告する。 

⑧緊急時対策本部は，当直長に主要パラメータの推定

結果を報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の計測及び推定は，中央制御室運転員１名，緊急

時対策要員１名で対応が可能である。速やかに作業がで

きるように，推定手順を整備する。 

 

 

 

ｂ．可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 

重大事故等時において，主要パラメータが計器の計測範

囲を超過した場合，可搬型計測器による計測を行う手順を

整備する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，主要パラメータが計器の計測範囲を

超過し，指示値が確認できない場合。 

(b) 操作手順 

可搬型計測器によるパラメータ計測の概要は以下のと

おり。また，タイムチャートを第 1.15－5図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

に可搬型計測器によるパラメータの計測開始を指示

する。 

 

 

【東海第二】 

 ⑥，⑦の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑧の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑥の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑧の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備及び体制の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，可搬型

計測器による計測を廃

棄物処理建物１階（現

場）で実施。対応要員と

して現場運転員２名を

記載 
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②現場運転員 C 及び D は，可搬型計測器を使用する前に

電池容量を確認し，残量が少ない場合は予備乾電池と

交換する。 

 

③現場運転員 C 及び D は，原子炉建屋地下１階又はター

ビン建屋地下中 2 階（6 号炉）のあらかじめ定めた端

子台にて，測定対象パラメータの信号出力端子と可搬

型計測器を接続し，測定を開始する。 

④現場運転員 C 及び D は，可搬型計測器に表示される計

測結果を読み取り，結果を中央制御室運転員 A 及び B 

に報告する。 

⑤中央制御室運転員 A 及び B は，現場運転員 C 及び D か

らの計測結果を換算表により工学値に換算し，記録す

る。 

 

 

 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

上記の現場対応は 1測定点当たり，中央制御室運転員 2

名，現場運転員 2名にて実施し，作業開始を判断してから

所要時間は約 18分で可能である。また，中央制御室での計

測の場合，中央制御室運転員 2名にて実施し，作業開始を

判断してから所要時間は約 10分で可能である。 

 

 

円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ③重大事故等対応要員は，必要な資機材を携帯し，中

央制御室まで移動する。移動後，中央制御室保管の

可搬型計測器を使用する前に電池容量を確認し，残

量が少ない場合は予備乾電池と交換する。 

     ④重大事故等対応要員は，中央制御室のあらかじめ定

めた端子台にて，測定対象パラメータの信号出力端

子と可搬型計測器を接続し，測定を開始する。 

 

⑤重大事故等対応要員は，可搬型計測器に表示される

計測結果を読み取り，記録用紙に記録する。 

 

     ⑥重大事故等対応要員は，計測結果を換算表により工

学値に換算し，記録する。 

     ⑦重大事故等対応要員は，計測結果を災害対策本部長

代理に報告する。 

     ⑧災害対策本部長代理は，計測結果を発電長へ報告す

る。 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

     上記の操作対応は１測定点当たり，重大事故等対応要

員 2 名にて実施し，作業開始を判断してから所要時間は

約 63 分以内と想定する。2 測定点以降は 10 分追加とな

る。 

 

 

 

     円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，作

業環境（作業空間，温度等）に支障がないことを確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

②現場運転員Ｂ及びＣは，可搬型計測器を使用する前

に電池容量を確認し，残量が少ない場合は予備乾電

池と交換する。 

 

③現場運転員Ｂ及びＣは，廃棄物処理建物１階のあら

かじめ定めた端子台にて，測定対象パラメータの信

号出力端子と可搬型計測器を接続し，測定を開始す

る。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，可搬型計測器に表示される

計測結果を読み取り，換算表により工学値に換算し，

記録する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作対応は 1測定点当たり，現場運転員２名に

て実施し，作業開始を判断してから所要時間は 20分以内

で可能である。２測定点以降は 10分追加となる。 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，照明及

び通信連絡設備を整備する。また，作業環境（作業空間，

温度等）に支障がないことを確認する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

柏崎 6/7 の可搬型計

測器による計測は，運転

員が中央制御室又は現

場にて実施。対応要員と

して中央制御室運転員

２名及び現場運転員２

名を記載 

東海第二の可搬型計

測器による計測は，重大

事故等対応要員が中央

制御室にて実施。そのた

め緊急時対策所より中

央制御室まで移動し，そ

れに必要な手順を記載。

対応要員として重大事

故等対応要員２名を記

載（以下，⑮の相違） 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑦の相違 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑮の相違 

設備構成，対応する要

員の相違。また，それに

起因する所要時間の相

違（以下，⑯の相違） 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，補助盤

室での作業のため，防護

具を使用しない 
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1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 

(1) 全交流動力電源喪失及び直流電源喪失 

全交流動力電源喪失，直流電源喪失等により計器電源が喪失

した場合に，代替電源（交流，直流）から計器へ給電する手順

及び可搬型計測器により，重要監視パラメータ及び重要代替監

視パラメータを計測又は監視する。 

 

a. 所内蓄電式直流電源設備からの給電 

 

全交流動力電源喪失が発生した場合に，所内蓄電式直流電

源設備からの給電に関する手順は，「1.14 電源の確保に関す

る手順等」にて整備する。 

 

 

なお，所内蓄電式直流電源設備からの給電により計測可能

な計器について第 1.15.2表に示す。 

 

 

b. 常設代替交流電源設備，第二代替交流電源設備又は可搬型

代替交流電源設備からの給電 

全交流動力電源喪失が発生した場合に，常設代替交流電

源設備，第二代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設

備からの給電に関する手順は，「1.14 電源の確保に関する

手順等」にて整備する。 

 

c. 可搬型直流電源設備又は直流給電車からの給電 

全交流動力電源喪失が発生し，直流電源が枯渇するおそ

れがある場合に，可搬型直流電源設備又は直流給電車から

の給電に関する手順は，「1.14 電源の確保に関する手順等」

にて整備する。 

 

 

 

d. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 

代替電源(交流，直流)からの給電が困難となり，中央制

御室でのパラメータ監視が不能となった場合に，重要監視

パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち，手順着手

の判断基準及び操作に必要なパラメータを可搬型計測器で

計測又は監視を行う手順を整備する。 

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 

 (1) 全交流動力電源喪失及び直流電源喪失 

   全交流動力電源喪失，直流電源喪失等により計器電源が喪

失した場合に，代替電源（交流，直流）から計器へ給電する

手順及び可搬型計測器により，重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータを計測又は監視する。 

 

ａ．所内常設直流電源設備又は常設代替直流電源設備からの

給電 

    全交流動力電源喪失が発生した場合に，所内常設直流電

源設備である 125V系蓄電池Ａ系，Ｂ系又は常設代替直流電

源設備である緊急用 125V 系蓄電池からの給電に関する手

順は，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

     

なお，所内常設直流電源設備又は常設代替直流電源設備

からの給電により計測可能な計器について第 1.15－2 表に

示す。 

 

ｂ．常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電 

    全交流動力電源喪失が発生した場合に，常設代替交流電

源設備である常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電

源設備である可搬型代替低圧電源車からの給電に関する手

順は，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

 

  ｃ．可搬型代替直流電源設備からの給電 

    全交流動力電源喪失が発生し，直流電源が枯渇するおそ

れがある場合に，可搬型代替直流電源設備である可搬型代

替低圧電源車及び可搬型整流器からの給電に関する手順

は，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

 

 

 

ｄ．可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 

    代替電源（交流，直流）からの給電が困難となり，中央

制御室でのパラメータ監視が不能となった場合に，重要監

視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち，手順着

手の判断基準及び操作に必要なパラメータを可搬型計測器

で計測又は監視を行う手順を整備する。 

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 

(1) 全交流動力電源喪失及び直流電源喪失 

全交流動力電源喪失及び直流電源喪失等により計器電源が

喪失した場合に，代替電源（交流，直流）から計器へ給電す

る手順及び可搬型計測器により，重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを計測又は監視する。 

 

ａ．所内常設蓄電式直流電源設備又は常設代替直流電源設備

からの給電 

全交流動力電源喪失が発生した場合に，所内常設蓄電式

直流電源設備であるＢ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電

池（ＳＡ）又は常設代替直流電源設備であるＳＡ用 115V系

蓄電池からの給電に関する手順は，「1.14 電源の確保に関

する手順等」にて整理する。 

     なお，所内常設蓄電式直流電源設備又は常設代替直流電

源設備からの給電により計測可能な計器について第 1.15－

2表に示す。 

 

ｂ．常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電 

全交流動力電源喪失が発生した場合に，常設代替交流電

源設備であるガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源

設備である高圧発電機車からの給電に関する手順は，「1.14 

電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

 

ｃ．可搬型直流電源設備又は直流給電車からの給電 

全交流動力電源喪失が発生し，直流電源が枯渇するおそ

れがある場合に，可搬型直流電源設備である高圧発電機車，

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V系充電器又は

可搬型直流電源設備に関連する自主対策設備である直流給

電車からの給電に関する手順は，「1.14 電源の確保に関

する手順等」にて整備する。 

 

ｄ．可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 

代替電源（交流，直流）からの給電が困難となり，中央

制御室でのパラメータ監視が不能となった場合に，重要監

視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち，手順着

手の判断基準及び操作に必要なパラメータを可搬型計測器

で計測又は監視を行う手順を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ③の相違。 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，代替所

内電気設備及び常設充

電器を経由して給電（以

下，⑰の相違） 
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可搬型計測器による計測対象の選定を行う際，同一パラ

メータにチャンネルが複数ある場合は，いずれか１つの適

切なチャンネルを選定し計測又は監視する。同一の物理量

について複数のパラメータがある場合は，いずれか１つの

適切なパラメータを選定し計測又は監視する。 

なお，可搬型計測器により計測可能な計器について第

1.15.2表に示す。 

(添付資料1.15.5) 

 

(a) 手順着手の判断基準 

計器電源が喪失し，中央制御室でパラメータ監視がで

きない場合。 

 

(b) 操作手順（現場での計測の場合） 

可搬型計測器によるパラメータ計測の概要は以下のと

おり。また，タイムチャートを第 1.15.5図に示す。 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に可

搬型計測器によるパラメータの計測開始を指示する。 

 

 

 

②現場運転員 C 及び D は，可搬型計測器を使用する前に電

池容量を確認し，残量が少ない場合は予備乾電池と交換

する。 

 

③現場運転員 C 及び D は，原子炉建屋地下１階又はター

ビン建屋地下中 2 階（6 号炉）のあらかじめ定めた端子

台にて，測定対象パラメータの信号出力端子と可搬型計

測器を接続し，測定を開始する。 

④現場運転員 C 及び D は，可搬型計測器に表示される計

測結果を読み取り，結果を中央制御室運転員 A 及び B に

報告する。 

⑤中央制御室運転員A 及びB は，現場運転員C 及びD から

の計測結果を換算表により工学値に換算し，記録する。 

 

 

 

 

    可搬型計測器による計測対象の選定を行う際，同一パラ

メータにチャンネルが複数ある場合は，いずれか１つの適

切なチャンネルを選定し計測又は監視する。同一の物理量

について複数のパラメータがある場合は，いずれか１つの

適切なパラメータを選定し計測又は監視する。 

    なお，可搬型計測器により計測可能な計器について第

1.15－2表に示す。 

（添付資料 1.15.5） 

 

(a) 手順着手の判断基準 

     計器電源が喪失し，中央制御室でパラメータ監視がで

きない場合。 

 

   (b) 操作手順 

     可搬型計測器によるパラメータ計測の概要は以下のと

おり。また，タイムチャートを第 1.15－5図に示す。 

 

     ①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対策

本部長代理に可搬型計測器によるパラメータの計測

を依頼する。 

     ②災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬

型計測器による計測開始を指示する。 

     ③重大事故等対応要員は，必要な資機材を携帯し，中

央制御室まで移動する。移動後，中央制御室保管の

可搬型計測器を使用する前に電池容量を確認し，残

量が少ない場合は予備乾電池と交換する。 

     ④重大事故等対応要員は，中央制御室のあらかじめ定

めた端子台にて，測定対象パラメータの信号出力端

子と可搬型計測器を接続し，測定を開始する。 

 

     ⑤重大事故等対応要員は，可搬型計測器に表示される

計測結果を読み取り，記録用紙に記録する。 

 

     ⑥重大事故等対応要員は，計測結果を換算表により工

学値に換算し，記録する。 

     ⑦重大事故等対応要員は，計測結果を災害対策本部長

代理に報告する。 

     ⑧災害対策本部長代理は，計測結果を発電長へ報告す

る。 

可搬型計測器による計測対象の選定を行う際，同一パラ

メータにチャンネルが複数ある場合は，いずれか１つの適

切なチャンネルを選定し計測又は監視する。同一の物理量

について複数のパラメータがある場合は，いずれか１つの

適切なパラメータを選定し計測又は監視する。 

なお，可搬型計測器により計測可能な計器については第

1.15－2表に示す。 

（添付資料 1.15.5） 

 

(a) 手順着手の判断基準 

計器電源が喪失し，中央制御室でパラメータ監視がで

きない場合。 

  

(b) 操作手順 

可搬型計測器によるパラメータ計測の概要は以下のと

おり。また，タイムチャートを第 1.15－5図に示す。 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

に可搬型計測器によるパラメータの計測開始を指示

する。 

 

 

②現場運転員Ｂ，Ｃは，可搬型計測器を使用する前に

電池容量を確認し，残量が少ない場合は予備乾電池

と交換する。 

 

③現場運転員Ｂ，Ｃは，廃棄物処理建物１階のあらか

じめ定めた端子台にて，測定対象パラメータの信号

出力端子と可搬型計測器を接続し，測定を開始する。 

 

④現場運転員Ｂ，Ｃは，可搬型計測器に表示される計

測結果を読み取り，換算表により工学値に換算し，

記録する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備及び体制の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑮の相違 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ⑦の相違 
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(c) 操作の成立性 

上記の現場対応は 1測定点当たり，中央制御室運転員 2

名，現場運転員 2名にて実施し，作業開始を判断してから

所要時間は約 18分で可能である。また，中央制御室での

計測の場合，中央制御室運転員 2名にて実施し，作業開始

を判断してから所要時間は約 10分で可能である。 

円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。 

 

 

(添付資料1.15.4) 

 

e. 重大事故等時の対応手段の選択 

全交流動力電源喪失，直流電源喪失等により，計器電源

が喪失した場合に，計器に給電する対応手段の優先順位を

以下に示す。 

全交流動力電源喪失が発生した場合には，所内蓄電式直

流電源設備から計測可能な計器に給電される。 

 

 

所内蓄電式直流電源設備から給電されている間に，常設

代替交流電源設備，第二代替交流電源設備又は可搬型代替

交流電源設備から計器に給電する。 

常設代替交流電源設備，第二代替交流電源設備又は可搬

型代替交流電源設備からの給電が困難となった場合で直流

電源が枯渇するおそれがある場合は，可搬型直流電源設備

又は直流給電車から計器に給電する。 

代替電源(交流，直流)からの給電が困難となった場合は，

可搬型計測器により重要監視パラメータ及び重要代替監視

パラメータを計測又は監視する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

     上記の操作対応は１測定点当たり，重大事故等対応要

員 2名にて実施し，作業開始を判断してから所要時間は

63分以内と想定する。2測定点以降は 10分追加となる。 

      

 

円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，作

業環境（作業空間，温度等）に支障がないことを確認す

る。 

（添付資料 1.15.4） 

 

ｅ．重大事故等時の対応手段の選択 

    全交流動力電源喪失，直流電源喪失等により，計器電源

が喪失した場合に，計器に給電する対応手段の優先順位を

以下に示す。 

    全交流動力電源喪失が発生した場合には，所内常設直流

電源設備又は常設代替直流電源設備から計測可能な計器に

給電される。 

 

    所内常設直流電源設備又は常設代替直流電源設備から給

電されている間に，常設代替交流電源設備又は可搬型代替

交流電源設備から計器に給電する。 

    常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電が困難となった場合で直流電源が枯渇するおそれが

ある場合は，可搬型代替直流電源設備から計器に給電する。 

 

    代替電源（交流，直流）からの給電が困難となった場合

は，可搬型計測器により重要監視パラメータ及び重要代替

監視パラメータを計測又は監視する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作対応は１測定点当たり，現場運転員２名に

て実施し，作業開始を判断してから所要時間は 20分以内

で可能である。２測定点以降は 10分追加となる。 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，照明及

び通信連絡設備を整備する。また，作業環境（作業空間，

温度等）に支障がないことを確認する。 

 

（添付資料 1.15.4） 

 

ｅ．重大事故等時の対応手段の選択 

全交流動力電源喪失，直流電源喪失等により，計器電

源が喪失した場合に，計器に給電する対応手段の優先順

位を以下に示す。 

全交流動力電源喪失が発生した場合には，所内常設蓄

電式直流電源設備又は常設代替直流電源設備から計測可

能な計器に給電される。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備又は常設代替直流電源設

備から給電されている間に，常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備から計器に給電する。 

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備か

らの給電が困難となった場合で直流電源が枯渇するおそ

れがある場合は，可搬型直流電源設備又は直流給電車か

ら計器に給電する。 

代替電源（交流，直流）からの給電が困難となった場合

は，可搬型計測器により重要監視パラメータ及び重要代替

監視パラメータを計測又は監視する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑮，⑯の相違 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，補助盤

室での作業のため，防護

具を使用しない 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①，②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15-341.15-34



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9. 18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

1.15.3 重大事故等時のパラメータを記録する手順 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは，安全

パラメータ表示システム（SPDS）により，計測結果を記録す

る。 

ただし，複数の計測結果を使用し計算により推定する主要

パラメータ(使用した計測結果を含む)の値，現場操作時のみ

監視する現場の指示値及び可搬型計測器で計測されるパラメ

ータの値は，記録用紙に記録する。 

 

 

 

 

 主要パラメータのうち記録可能なものについて，自主対策 

設備であるプロセス計算機により計測結果，警報等を記録す

る。 

有効監視パラメータの計測結果の記録について整理し，第

1.15.5表に示す。 

 

(1) 手順着手の判断基準 

重大事故等が発生した場合。 

 

(2) 操作手順 

重大事故等が発生し，重要監視パラメータ及び重要代替監視

パラメータの計測結果を記録する手順の概要は以下のとおり。 

 

 

a. 安全パラメータ表示システム（SPDS）による記録 

安全パラメータ表示システム（SPDS）は，常時記録であり，

非常用電源又は代替電源から給電可能で，14日間の記録容量

を持っている。重大事故等時のパラメータの値を継続して確

認できるよう，記録された計測結果が記録容量を超える前に

定期的にメディア(記録媒体)に保存する。 

 

 

 

b. 現場指示計の記録 

現場運転員は，現場操作時に監視する手順着手の判断基準

及び操作に必要なパラメータの現場指示計がある場合には，

記録用紙へ記録する。 

1.15.3 重大事故等時のパラメータを記録する手順 

   重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは，安全

パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）により，計測結果を記

録する。 

   ただし，複数の計測結果を使用し計算により推定する主要

パラメータ（使用した計測結果を含む）の値及び可搬型計測

器で計測されるパラメータの値は，記録用紙に記録する。 

 

 

 

 

 

   主要パラメータのうち記録可能なものについて，自主対策

設備であるプロセス計算機及び記録計により計測結果，警報

等を記録する。 

   有効監視パラメータの計測結果の記録について整理し，第

1.15－5表に示す。 

 

 (1) 手順着手の判断基準 

   重大事故等が発生した場合。 

 

(2) 操作手順 

   重大事故等が発生し，重要監視パラメータ及び重要代替監

視パラメータの計測結果を記録する手順の概要は以下のとお

り。 

 

  ａ．安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）による記録 

    安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，常時記録

であり，非常用所内電源設備である非常用ディーゼル発電

機又は代替電源設備である緊急時対策所用発電機から給電

可能で，14日間の記録容量を持っている。重大事故等時の

パラメータの値を継続して確認できるよう，記録された計

測結果が記録容量を超える前に定期的にメディア（記録媒

体）に保存する。 

 

 

 

 

 

1.15.3 重大事故等時のパラメータを記録する手順 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは，安全

パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）により計測結果を記録

する。 

 ただし，複数の計測結果を使用し計算により推定する主要 

パラメータ（使用した計測結果を含む）の値，現場操作時の

み監視する現場の指示値及び可搬型計測器で計測されるパラ

メータの値は，記録用紙に記録する。 

 

 

 

 

主要パラメータのうち記録可能なものについて，自主対策

設備である運転監視用計算機及び中央制御室記録計により計

測結果等を記録する。 

 有効監視パラメータの計測結果の記録について整理し，第

1.15－5表に示す。 

 

(1) 手順着手の判断 

重大事故等が発生した場合。 

 

(2) 操作手順 

重大事故等が発生し，重要監視パラメータ及び重要代替監

視パラメータの計測結果を記録する手順の概要は以下のとお

り。 

 

ａ．安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）による記録 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，常時記録

であり，非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電

機又は可搬型代替電源設備である緊急時対策所用発電機か

ら給電可能で，14日間の記録容量を持っている。重大事故

等時のパラメータの値を継続して確認できるよう，記録さ

れた計測結果が記録容量を超える前に定期的にメディア

（記録媒体）に保存する。 

 

ｂ. 現場指示計の記録 

現場運転員は，現場操作時に監視する手順着手の判断基

準及び操作に必要なパラメータの現場指示計がある場合に

は，記録用紙へ記録する。 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，現場操

作時のみ監視する現場

の指示値を記録する手

順を記載（以下，⑱の相

違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ④，⑤の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑱の相違 
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c. 可搬型計測器の記録 

中央制御室運転員は，「1.15.2.1(2)b. 可搬型計測器による

パラメータ計測又は監視」又は「1.15.2.2(1) d. 可搬型計測

器によるパラメータ計測又は監視」で得られた可搬型計測器

で計測されたパラメータの値を記録用紙に記録する。 

 

 

d. プロセス計算機の記録 

(a) 発電日誌 

プロセス計算機が稼動状態にあれば，定められたプロ

セスの計測結果を定時ごとに自動で記録し，中央制御室

にて日ごとに自動で帳票印刷する。 

 

(b) 警報記録 

プロセス計算機が稼動状態にあれば，プロセス値の異

常な状態による中央制御盤の警報発生時，警報の状態を

記録し，中央制御室にて日ごとに自動で帳票印刷する。 

プラントの過渡変化による重要警報のファーストヒッ

ト警報発生時，その発生順序（シーケンス），トリップ状

態，工学的安全施設作動信号及び工学的安全施設の作動

状況を記録し，中央制御室にて日ごとに自動で帳票印刷

する。 

 

(c) 事故時データ収集記録 

プロセス計算機が稼動状態にあれば，事象発生前後の

プラント状態の推移を把握するため，定められたプロセ

ス値のデータを自動で収集，記録し，運転員等は，中央

制御室にて事象発生後に手動で帳票印刷する。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 操作の成立性 

安全パラメータ表示システム（SPDS）による記録は，安全パ

ラメータ表示システム（SPDS）の記録容量（14 日間）を超える

 

ｂ．可搬型計測器の記録 

    重大事故等対応要員は，「1.15.2.1(2)ｂ. 可搬型計測器

によるパラメータ計測又は監視」又は「1.15.2.2(1)ｄ. 可

搬型計測器によるパラメータ計測又は監視」で得られた可

搬型計測器で計測されたパラメータの値を記録用紙に記録

する。 

 

ｃ．プロセス計算機の記録 

   (a) 運転記録 

     プロセス計算機が稼動状態にあれば，定められたプロ

セスの計測結果を定時ごとに自動で記録し，中央制御室

にて日ごとに自動で帳票印刷する。 

 

(b) 警報記録 

     プロセス計算機が稼動状態にあれば，プロセス値の異

常な状態による中央制御盤の警報発生時，警報の状態を

記録し，中央制御室にて日ごとに自動で帳票印刷する。 

     プラントの過渡変化による重要警報のファーストヒッ

ト警報発生時，その発生順序（シーケンス），トリップ状

態，工学的安全施設作動信号及び工学的安全施設の作動

状況を記録し，中央制御室にて日ごとに自動で帳票印刷

する。 

 

(c) 事故時データ収集記録 

     プロセス計算機が稼動状態にあれば，事象発生前後の

プラント状態の推移を把握するため，定められたプロセ

ス値のデータを自動で収集，記録し，運転員等は，中央

制御室にて事象発生後に手動で帳票印刷する。 

 

 

  ｄ．記録計による記録 

     記録計が稼働状態であれば，定められたプロセスの計測

結果を，中央制御室にてチャート用紙に自動で記録する。 

 

 

 (3) 操作の成立性 

   安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）による記録は，

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）の記録容量（14日

 

ｃ．可搬型計測器の記録 

現場運転員は，「1.15.2.1(2)b. 可搬型計測器によるパ

ラメータ計測又は監視」又は「1.15.2.2(1) d. 可搬型計測

器によるパラメータ計測又は監視」で得られた可搬型計測

器で計測されたパラメータの値を記録用紙に記録する。 

 

 

ｄ．運転監視用計算機の記録 

(a) 運転日誌 

運転監視用計算機が稼働状態にあれば，定められたプ

ロセスの計測結果を定時ごとに自動で記録し，中央制御

室にて日ごとに自動で帳票印刷する。 

 

(b) 状態変化記録 

運転監視用計算機が稼働状態にあれば，プロセス値の

異常な状態変化を記録し，中央制御室にて日ごとに自動

で帳票印刷する。 

プラントの過渡変化によるトリップ事象発生時，その

発生順序（シーケンス），トリップ状態，工学的安全施設

作動信号及び工学的安全施設作動状況を記録し，中央制

御室にて事象発生時に自動で帳票印刷する。 

 

 

(c) 事故時データ収集記録 

運転監視用計算機が稼働状態にあれば，事象発生前後

のプラント状態の推移を把握するため，定められたプロ

セス値のデータを自動で収集，記録し，中央制御室にて

事象発生時に自動で帳票印刷する。 

 

 

ｅ．中央制御室記録計による記録 

中央制御室記録計が稼働状態であれば，定められたプロ

セスの計測結果を，中央制御室にてチャート用紙に自動で

記録する。 

 

(3) 操作の成立性 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）による記録は，

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）の記録容量（14日

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑮の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ④，⑩の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑩の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 
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前に，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所にて緊急時対策要員１

名で行う。室内での端末操作であるため，対応が可能である。 

現場指示計及び可搬型計測器の記録は記録用紙への記録であ

り，運転員１名にて対応が可能である。 

プロセス計算機による記録のうち，事故時データ収集記録の

帳票印刷は，中央制御室内での端末操作であるため，運転員１

名で対応が可能である。 

1.15.4 その他の手順項目にて考慮する手順 

審査基準 1.9，1.10，1.14 については，各審査基準におい

て要求事項があるため，以下のとおり各々の手順において整

備する。 

原子炉格納容器内の水素濃度監視に関する手順は「1.9 水

素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順

等」にて整備する。 

原子炉建屋内の水素濃度監視に関する手順は「1.10 水素爆

発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」にて

整備する。 

全交流動力電源喪失時の代替電源確保に関する手順は

「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

間）を超える前に，緊急時対策所にて災害対策要員 2 名で行

う。室内での端末操作であるため，対応が可能である。 

可搬型計測器の記録は記録用紙への記録であり，重大事故

等対応要員 2名にて対応が可能である。 

プロセス計算機による記録のうち，事故時データ収集記録

の帳票印刷は，中央制御室内での端末操作であるため，運転

員等１名で対応が可能である。また，記録計に記録されたチ

ャート紙の交換は，中央制御室にて運転員等 1 名で対応が可

能である。 

1.15.4 その他の手順項目にて考慮する手順 

審査基準 1.9，1.10，1.11，1.14，1.18 については，各審

査基準において要求事項があるため，以下のとおり各々の手

順において整備する。 

原子炉格納容器内の水素濃度監視に関する手順は「1.9 水

素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順

等」にて整備する。 

 原子炉建屋内の水素濃度監視に関する手順は「1.10 水素

爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」に

て整備する。 

 使用済燃料プールの監視に関する手順は「1.11 使用済燃

料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて整備する。 

全交流動力電源喪失時の代替電源確保に関する手順は

「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）に関する手順は

「1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備

する。 

間）を超える前に，緊急時対策所にて緊急時対策要員１名で

行う。室内での端末操作であるため，対応が可能である。 

現場指示計及び可搬型計測器の記録は記録用紙への記録で

あり，現場運転員２名で対応が可能である。 

また，中央制御室記録計に記録されたチャート紙の交換は，

中央制御室運転員１名で対応が可能である。 

1.15.4 その他の手順項目にて考慮する手順 

審査基準 1.9，1.10，1.11，1.14，1.18 については，各審

査基準において要求事項があるため，以下のとおり各々の手

順において整備する。 

原子炉格納容器内の水素濃度監視に関する手順は「1.9 水

素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順

等」にて整備する。 

原子炉建物内の水素濃度監視に関する手順は「1.10 水素

爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」に

て整備する。 

燃料プールの監視に関する手順は「1.11 使用済燃料貯蔵

槽の冷却等のための手順等」にて整備する。 

全交流動力電源喪失時の代替電源確保に関する手順は

「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）に関する手順は

「1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備

する。 

・体制及び設備の相違

【東海第二】 

⑥，⑯，⑱の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑩の相違

 島根２号炉は，運転監

視用計算機が自動で帳

票印刷する 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，技術的

能力 1.11 に燃料プール

監視カメラの監視手順

を，技術的能力 1.18 に

安全パラメータ表示シ

ステム（ＳＰＤＳ）に関

する手順を記載 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②，⑤の相違 

 島根２号炉は，運転

監視用計算機が自動で

帳票印刷する 

【東海第二】 

 ③の相違 

 

                 第 1.15－1表 事故時に必要な計装に関する手順 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 技術的能力に係る審

査基準 1.1～1.14から

抽出される監視計器の

相違 

             

第 1.15－4表 補助パラメータ(１／２) 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 技術的能力に係る審

査基準 1.1～1.14から

抽出される監視計器の

相違 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 技術的能力に係る審

査基準 1.1～1.14から

抽出される監視計器の

相違 
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